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令
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司
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の
最
近
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．
今
後
の
対
応
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．
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ロ
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司
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ｂ
．
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釈

　
ｃ
．
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轄
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意
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反
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訴
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に
対
す
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訴
訟
差
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命
令

　

ｄ
．
対
応
策

　
ｅ
．
ハ
ー
グ
合
意
管
轄
条
約

5
．
最
後
に

1
．
序
論

　

国
際
民
事
紛
争
を
裁
判
で
解
決
す
る
場
合
、
従
来
か
ら
、
ロ
ン
ド
ン
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
が
法
廷
地
と
し
て
好
ま
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
全
く
無
関
係
な
事
件
で
も
ロ
ン
ド
ン
の
裁
判
所
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
た
だ
、
ど
の
よ
う
な
事
件
で

も
、
原
告
が
ロ
ン
ド
ン
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
れ
ば
必
ず
審
理
さ
れ
る
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
各
国
の
裁
判
所
は
、
ど
の
よ
う
な
国
際

事
件
に
つ
い
て
紛
争
処
理
を
す
る
か
を
定
め
た
規
則
（
国
際
裁
判
管
轄
規
則
）
を
持
っ
て
お
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
も
例
外
で
は
な

い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
、
被
告
の
住
所
の
所
在
地
な
ど
の
基
準
に
従
い
、
二
種
類
の
管
轄
規
則
を
区
別
し
て
適
用
し
て
い
る
。

　
（
八
二
四
）
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ま
ず
、
ひ
と
つ
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
共
通
の
規
則
で
あ
り
、
通
称
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則（

2
）と

呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
六
八
年
に
成

立
し
た
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約（

3
）が

数
次
の
改
正
を
経
て
、
二
〇
〇
二
年
に
法
形
式
を
条
約
か
ら
理
事
会
規
則
（C

ouncil R
egulation （

4
））

に
変

え
た（

5
）も

の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
は
大
英
帝
国
に
は
一
九
八
七
年
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
判
例
は
、
す
べ
て
ブ
ラ
ッ

セ
ル
ズ
条
約
の
下
で
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
の
大
部
分
の
規
定
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
も
の
を
引
き
継

い
で
お
り
、
ま
た
、
規
則
は
条
約
と
の
継
続
性
を
有
し
て
い
る
の
で（

6
）、

本
稿
が
扱
う
問
題
に
関
し
て
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
の
適
用
が
あ

る
事
件
で
も
、
同
じ
処
理
が
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
と
ス
イ
ス
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
・
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
と
の
間
に
は
ル

ガ
ー
ノ
条
約（

7
）が

あ
り
、
基
本
的
内
容
を
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
と
同
じ
く
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
扱
う
問
題
は
や
は
り
同
様
に
処
理
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

　

各
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
締
約
国（

8
）や

Ｅ
Ｕ
の
加
盟
国
と
な
る
前
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
た
管
轄
規
則
（
以
下
、
伝
統
規

則
と
呼
ぶ
）
が
あ
る
。
今
日
で
も
、
条
約
の
適
用
対
象
外
の
事
件
に
は
、
各
国
で
伝
統
規
則
が
適
用
さ
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド（

9
）の

場
合
、
主

た
る
法
源
は
判
例
法
（com

m
on law

）
とC

ivil P
rocedure R

ules

のR
ule 6.20 （

10
） 

で
あ
り
、
こ
れ
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
従
う
も
う

ひ
と
つ
の
管
轄
規
則
で
あ
る
。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
規
則
と
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
は
大
き
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
は
で
き
る

だ
け
伝
統
規
則
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
二
年
ほ
ど
の
間
に（

11
）、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
三
つ
の
重

要
な
争
点
に
お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈
を
否
定
す
る
判
決
を
三
度
下
し
た（

12
）。

そ
れ
ら
は
、
判
決
日
の
古
い
方
か
らE

rich G
asser 

G
m

bH
 v. M

isat Srl （
13
）、T

urner v. G
rovit （

14
）、O

w
usu v. Jackson （

15
）事

件
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
三
判
決
を
検
討
し
て
い
く
が（

16
）、

そ
こ
か

ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
個
別
事
件
の
具
体
的
事
情
に
即
し
た
解
決
を
志
向
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
的
ア
プ
ロ
ー
チ
対
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ

条
約
・
規
則
の
制
度
趣
旨
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル

　
（
八
二
五
）
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ズ
条
約
・
規
則
の
制
度
趣
旨
と
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
の
判
決
の
承
認
・
執
行
に
あ
た
り
、
判
決
国
裁
判
所
の
管
轄
権
を
再
審
査
し
な

い
簡
易
な
要
件
・
手
続
で
済
む
よ
う
に
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
管
轄
規
則
を
統
一
し
、
そ
の
正
確
な
適
用
に
つ
い
て
締
約
国
・
加
盟
国
間
で

相
互
の
裁
判
所
を
信
頼
し
あ
う
こ
と
に
あ
る（

17
）。

2
．
管
轄
権
行
使
に
つ
い
て
の
裁
量

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
規
則
の
下
で
は
、
被
告
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
一
時
的
な
所
在
を
原
因
と
す
る
、
過
剰
管
轄
と
も
見
ら
れ
る

広
い
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
管
轄
権
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
行
使
す
る
か
に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
裁
量
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

当
該
事
案
に
照
ら
し
て（

18
）イ

ン
グ
ラ
ン
ド
よ
り
も
明
ら
か
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
あ
る
場
合
、
裁
量
に
よ
り
訴
訟
を
中
止
で
き
る
の
で
あ
る

（
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
（foru

m
 n

on
 con

ven
ien

s

）
法
理（

19
））。

他
方
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
下
で
は
、
各

締
約
国
・
加
盟
国
の
過
剰
管
轄
原
因
を
排
し
て
厳
格
な
管
轄
規
則
を
制
定
し
て
い
る
の
で（

20
）、

明
示
に
規
定
さ
れ
て
い
る
一
定
の
例
外（

21
）を

除
い

て
、
裁
量
に
よ
っ
て
訴
訟
を
中
止
し
た
り
管
轄
を
拒
否
し
た
り
で
き
な
い
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
は
、
大
英
帝
国

だ
け
で
な
く
、
同
じ
く
コ
モ
ン
・
ロ
ー
（
英
米
法
）
国
で
あ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
存
在
す
る
が
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
を
起
草
し
た
シ
ビ

ル
・
ロ
ー
（
大
陸
法
）
諸
国
に
は
、
一
般
に
は（

22
）存

在
し
な
い（

23
）こ

と
が
、
背
景
に
あ
る（

24
）。

　

管
轄
権
の
行
使
に
裁
量
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
長
所
と
短
所
が
あ
る
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
り
、
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
具
体
的
事
案
に
照
ら
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
場
合
に
の
み
管
轄
権
を
行
使
す
る

と
い
う
長
所
が
あ
る
反
面
、
裁
量
が
あ
る
分
予
測
可
能
性
が
低
く
な
り
、
訴
訟
の
入
り
口
の
段
階
で
、
多
く
の
時
間
と
費
用
が
必
要
と
な
る

こ
と
が
あ
る
と
い
う
短
所
が
あ
る（

25
）。

他
方
、
管
轄
権
行
使
に
つ
い
て
裁
量
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
予
測
可
能
性
が
高
ま
る
と
い
う
長
所
が
あ

　
（
八
二
六
）
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る
反
面
、
具
体
的
事
案
に
照
ら
す
と
必
ず
し
も
適
切
な
法
廷
地
で
な
く
と
も
管
轄
を
拒
否
で
き
ず
、
審
理
に
よ
り
長
期
を
要
し
費
用
が
か
か

る
と
い
う
短
所
が
あ
る
。

　

大
英
帝
国
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
デ
ン
マ
ー
ク
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
締
約
国
に
な
っ
た
一
九
七
八
年
に
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン

ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
際
作
成
さ
れ
たSchlosser

レ
ポ
ー
ト（

26
）は

、「
原
告
は
、

ど
の
裁
判
所
が
管
轄
を
有
す
る
か
確
信
を
持
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
裁
判
所
が
他
の
裁
判
所
に
比
べ
て
権
限
が
小
さ
い
と
判
断
す
る

危
険
を
冒
し
て
原
告
が
時
間
と
費
用
を
浪
費
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
下
で

は
、
そ
の
規
定
に
従
い
、
締
約
国
は
管
轄
権
を
有
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
管
轄
権
を
行
使
す
る
義
務
を
負
う
」
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
た
と
え
、
裁
量
の
是
非
に
つ
い
て
見
解
の
相
違
が
あ
っ
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
適
用
が
あ

る
事
件
で
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
を
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
認
め
て
き
た（

27
）。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
が

管
轄
権
を
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
割
り
振
る
の
は
、
主
と
し
て
被
告
が
い
ず
れ
か
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
（dom

icile

）
を
有
す
る
場

合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
当
該
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
に
管
轄
が
認
め
ら
れ
る
ほ
か（

28
）、

事
件
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
他
の
締
約
国
・
加

盟
国
の
裁
判
所
に
も
管
轄
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

29
）。

伝
統
規
則
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
適
用
の
な
い
事
案
に
適
用
さ
れ
る
か
ら
、

原
則
と
し
て
、
被
告
が
い
ず
れ
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
も
住
所
を
有
し
な
い
場
合
に
適
用
さ
れ
る（

30
）。

　

問
題
は
、
適
用
の
境
界
領
域
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
事
件
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
の
住
所
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
っ
て
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
裁
判
所
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
上
の
管
轄
権
を
有
す
る
が
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
と
の
関
係
が
な
い
事
件
で
、
明
ら
か
に
よ

り
適
切
な
法
廷
地
が
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
で
あ
る
場
合
も
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
る
訴
訟
の
中
止
は
で
き

な
い
の
か
。

　

Schlosser

レ
ポ
ー
ト
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
適
用
範
囲
を
確
定
し
た
わ
け
で
は
な
く（

31
）、

よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
締
約
国
で
あ
る
場

　
（
八
二
七
）
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合
に
つ
い
て
し
か
述
べ
て
い
な
い
と
解
す
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
引
用
し
た
文
に
前
後
し
て
、
複
数
の
締
約
国
裁
判
所
が
管

轄
権
を
有
し
て
い
る
場
合
や
、
い
ず
れ
の
締
約
国
も
管
轄
権
を
行
使
し
な
い
危
険
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

の
制
定
法
も
、
こ
の
点
、
明
確
で
は
な
い
。
一
九
八
二
年C

ivil Jurisdiction and Judgm
ents A

ct

の
第
四
九
条
は
、「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条

約
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
」、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
り
訴
訟
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
み
規
定
し
て
い
る
。

ａ
．
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
当
初
、
そ
の
よ
う
な
場
合
も
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
適
用
範
囲
内
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・

コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用
は
な
い
と
判
示
し
て
い
た（

32
）。

し
か
し
、H

arrods

事
件（

33
）に

お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ

条
約
の
適
用
範
囲
外
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
基
づ
き
裁
量
に
よ
り
訴
訟
を
中
止
し
た
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
被
告
会
社
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
登
録
事
務
所
が
あ
っ
た
た
め
住
所
を
有
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

裁
判
所
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
基
づ
く
管
轄
権
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し
、
被
告
会
社
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
の
み
営
業
活
動
を
行
い
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
中
心
的
な
経
営
地
で
あ
っ
た
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
控
訴
院
は
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
し
て
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
従
い
訴
訟
を
中
止
で
き
る
と
判
示
し
た
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
は
、
締
約
国
間
の
み
で
管

轄
権
を
定
め
て
い
る
と
の
前
提
の
も
と
で
、
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
締
約
国
に
あ
る
場
合
と
非
締
約
国
に
あ
る
場
合
と
を
区
別
し
、
後
者
の

場
合
に
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
裁
判
所
が
訴
訟
を
中
止
す
る
と
、
そ
も
そ
も
他
の
締
約
国
で
承
認
・
執
行
さ
れ
る
べ
き
判
決
が
な
く
な
る
の
で
、
締
約
国
間
で
の
判
決
の

承
認
・
執
行
を
簡
易
な
要
件
・
手
続
で
可
能
に
す
る
と
い
う
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
目
的
に
反
し
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
事

件
は
、
貴
族
院
に
上
訴
さ
れ
、
貴
族
院
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
先
行
判
決
を
求
め
た
が
、
そ
の
判
断
が
出
る
前
に
和
解
に
よ
っ
て
解

　
（
八
二
八
）
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決
し
た（

34
）。

ｂ
．
裁
量
を
有
し
な
い
と
す
る
論
拠

　

こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
と
の
関
係
が
な
い
事
件
で
、
明
ら
か
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
で
あ
る

場
合
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
被
告
の
住
所
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
れ
ば
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
上
管
轄
権
が
あ
る
の
で
、

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
る
訴
訟
の
中
止
は
で
き
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
り
、
次
の
よ
う
な
論
拠
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①　

他
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
裁
量
を
行
使
で
き
な
い
事
案
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
が
裁
量
を
行
使
で
き
る
と
す
る
の
は
、

締
約
国
・
加
盟
国
間
で
管
轄
規
則
を
統
一
す
る
と
い
う
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
目
的
を
損
な
う
。

②　

も
し
共
同
体
の
域
内
市
場
と
の
密
接
関
連
性
を
基
準
に
し
て
訴
訟
の
中
止
を
決
め
る
と
す
る
と
、
そ
の
適
用
に
困
難
と
不
安
定
さ
が
あ

り
、
域
内
市
場
へ
の
信
頼
を
損
な
う
こ
と
に
な
る（

35
）。

③　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
訴
訟
を
中
止
し
な
い
こ
と
で
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
に
負
担
を
か
け
な
い
。
確
か
に
、
よ
り
適
切
な
法
廷
地

で
あ
る
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
裁
判
所
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
の
訴
訟
の
競
合
を
避
け
る
た
め
に
管
轄
権
行
使
を
差
し
控
え
る
可
能
性
が
あ

る
が
、
そ
れ
は
間
接
的
効
果
に
す
ぎ
な
い（

36
）。

④　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
の
前
文
第
一
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
、
被
告
の
住
所
に
お
け
る
管
轄
は
、
明
確
に
定
義
づ
け
ら
れ
た
一
定
の
場
合
を
除

い
て
い
つ
も
利
用
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
共
同
体
共
通
の
規
則
の
透
明
性
を
高
め
る
た
め
法
人
の
住
所
概
念
は
各
国
国
内
法
か
ら
独
立

に
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
お
り（

37
）、

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約（

38
）以

上
に
裁
量
を
否
定
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
。

　
（
八
二
九
）
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ｃ
．
裁
量
を
有
す
る
と
す
る
論
拠

　

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
被
告
の
住
所
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
あ
る
こ
と
を
原
因
と
し
て
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則

上
管
轄
権
が
あ
る
場
合
で
も
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
と
の
関
係
が
な
い
事
件
で
、
明
ら
か
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
非
締
約
国
・
非
加
盟

国
で
あ
る
な
ら
ば
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
る
訴
訟
の
中
止
が
で
き
る
と
す
る
見
解
に
は
、
次
の
よ
う
な
論
拠

が
挙
げ
ら
れ
る
。

①　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
伝
統
規
則
で
認
め
ら
れ
て
い
る
管
轄
原
因
の
う
ち
過
剰
管
轄
と
考
え
ら
れ
る
も

の
を
排
除
し
、
厳
格
に
管
轄
原
因
を
定
め
て
い
る
の
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
下
で
管
轄
権
あ
り
と
さ
れ
る
法
廷
地
は
適
切
な
法

廷
地
で
あ
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
。
し
か
し
、
住
所
地
管
轄
に
関
し
て
は
、
特
に
法
人
の
住
所
の
場
合
、
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
い
う
前

提
が
必
ず
し
も
な
り
た
た
な
い（

39
）。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
下
で
は
、
法
人
の
住
所
は
各
締
約
国
が
そ
の
国
際
私
法
規
則
を
適
用
し
て
決
め
る

こ
と
に
な
っ
て
お
り（

40
）、H

arrods

事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
会
社
は
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
の
み
営
業
活
動
を
行
い
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
経
営
の

中
心
地
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
登
録
事
務
所
（registered office

）
が
あ
っ
た
の
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
地

が
認
め
ら
れ
た（

41
）。

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
の
下
で
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
と
異
な
り
、
法
人
の
住
所
は
、
加
盟
国
一
律
に
定
義
さ
れ
て
い
る（

42
）

が
、
定
款
上
の
住
所
（statutory seat

、siège statutaire （
43
））

ま
た
は
経
営
の
中
心
地
（central adm

inistration

）
ま
た
は
主
た
る
営
業

所
（principal place of business

）
が
住
所
と
な
る
。
こ
れ
は
基
準
と
し
て
は
依
然
と
し
て
緩
や
か
で
あ
り
、
複
数
国
で
住
所
を
有
す
る

こ
と
が
あ
り
う
る
。

②　

締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
を
有
す
る
被
告
が
訴
訟
の
中
止
を
申
し
立
て
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
法
廷
地
漁
り
の
標
的
と
な
り
、
締
約
国
・

加
盟
国
に
住
所
が
な
い
被
告
よ
り
も
不
利
に
な
る（

44
）。

③　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
前
文
お
よ
び
そ
こ
に
言
及
さ
れ
て
い
る
Ｅ
Ｃ
条
約
二
二
〇
条（

45
）に

よ
る
と
、
条
約
の
主
目
的
は
締
約
国
間
で
の
判

　
（
八
三
〇
）
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決
の
円
滑
な
承
認
・
執
行
で
あ
り
、
管
轄
権
の
統
一
は
副
次
的
目
的
に
す
ぎ
な
い（

46
）。

④　

締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
を
持
た
な
い
被
告
に
は
、
各
締
約
国
・
加
盟
国
が
伝
統
規
則
を
適
用
す
る（

47
）が

、
そ
の
中
に
は
過
剰
管
轄
と
見

ら
れ
う
る
管
轄
原
因
も
含
ま
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
一
旦
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
判
決
を
下
す
と
、
そ
の
承
認
・
執
行

は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
簡
易
な
要
件
・
手
続
に
よ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
の
点
は
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
か
ら
は
好
ま
し
く

思
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
加
え
、
も
し
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
下
で
管
轄
権
が
あ
る
場
合
に
は
、
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
非
締

約
国
・
非
加
盟
国
に
あ
っ
て
も
訴
訟
を
中
止
で
き
な
い
と
す
る
と
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
か
ら
は
一
層
好
ま
し
く
思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う（

48
）。

⑤　

非
締
約
国
・
非
加
盟
国
と
の
関
係
は
二
国
間
条
約
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
非
締
約
国
・
非
加

盟
国
と
の
間
で
の
管
轄
の
抵
触
も
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
適
用
範
囲
内
と
す
る
こ
と
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
の
司
法
領
域
へ
の
利

益
な
く
し
て
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
と
の
管
轄
の
調
整
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。
管
轄
権
行
使
に
つ
い
て
の
予
測
可
能
性
は
、
確
か
に
締

約
国
・
加
盟
国
間
で
は
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
外
に
あ
っ
て
は
、
唯
一
の
価
値
で
は
な
い
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・

コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
を
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
と
の
関
係
に
適
用
し
て
予
測
可
能
性
が
低
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
締
約
国
・
加
盟
国
間
の

司
法
的
安
全
を
損
な
わ
な
い（

49
）。

⑥　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
は
管
轄
規
則
を
定
め
て
い
る
が
、
手
続
法
は
統
一
せ
ず
に
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
実
効
性
を
損

な
わ
な
い
限
り
、
各
締
約
国
・
加
盟
国
に
委
ね
ら
れ
て
い
る（

50
）。

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
も
手
続
問
題
と
見
る
こ
と
が

で
き
る（

51
）。

⑦　

非
締
約
国
・
非
加
盟
国
が
明
ら
か
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
り
訴

訟
を
中
止
す
る
こ
と
を
認
め
て
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
下
で
管
轄
権
を
有
す
る
法
廷
地
が
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
の
前
提
が

あ
る
以
上
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
が
明
ら
か
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
い
う
要
件
を
満
た
す
た
め
に
は
強
い
理
由
が
必
要
で
あ
る

　
（
八
三
一
）
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の
で
、
柔
軟
性
と
安
定
性
を
兼
ね
備
え
た
運
用
が
可
能
で
あ
る（

52
）。

そ
し
て
、
そ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
事
件
で
は
、
被
告
が
締
約
国
・
加
盟

国
内
に
資
産
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
原
告
が
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
簡
易
な
要
件
・
手
続
で
承
認
・
執
行
で
き
る

判
決
を
得
る
機
会
を
失
う
懸
念
は
少
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、
も
し
、
締
約
国
・
加
盟
国
内
で
の
承
認
・
執
行
の
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
事
案
で

あ
れ
ば
、
訴
訟
の
中
止
を
し
な
い
方
向
に
裁
量
が
働
く
で
あ
ろ
う（

53
）。

ｄ
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
最
近
の
判
決
（O

w
usu

事
件
）

　

O
w

usu v. Jackson

事
件
で
は
、
こ
の
問
題
が
再
び
起
こ
り
、H

arrods

事
件
と
異
な
り
今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
断
が
下

さ
れ
た
。
原
告O

w
usu

氏
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
を
有
し
て
お
り
、
や
は
り
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
を
有
し
て
い
る
被
告Jackson

氏
か

ら
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
別
荘
を
賃
借
す
る
契
約
を
結
ん
だ
。
同
契
約
に
は
、
近
く
の
私
有
ビ
ー
チ
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
旨
の
条
項
が
含
ま
れ

て
い
た
が
、O

w
usu

氏
は
そ
こ
で
海
水
浴
中
に
障
害
物
に
ぶ
つ
か
り
負
傷
し
た
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
、Jackson

氏
を
契
約
違
反
で
訴

え
る
と
と
も
に
、
ビ
ー
チ
を
所
有
し
て
い
た
会
社
や
ビ
ー
チ
を
管
理
し
て
い
た
会
社
な
ど
複
数
の
ジ
ャ
マ
イ
カ
会
社
を
不
法
行
為
で
訴
え

た
。Jackson

氏
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
は
、
同
氏
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
を
有
し
て
い
た
の
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
条
に
基

づ
き
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
が
、
事
件
は
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
起
き
、
ほ
と
ん
ど
の
証
拠
は
ジ
ャ
マ
イ
カ
に
存
在
し
て
い
た
の
で
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・

ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
る
訴
訟
の
中
止
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
控
訴
院
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司

法
裁
判
所
に
「
非
締
約
国
の
裁
判
所
で
提
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
自
国
に
住
所
を
有
す
る
被
告
に
対
す
る
訴
え
に
つ
き
、
自
国
法

の
下
で
の
裁
量
権
に
基
づ
き
管
轄
権
を
行
使
し
な
い
こ
と
は
、
⒜
他
の
締
約
国
の
管
轄
が
問
題
に
な
ら
な
い
場
合
や
⒝
訴
訟
が
他
の
締
約
国

と
関
連
性
が
な
い
場
合
で
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
反
す
る
か
」
に
つ
き
先
行
判
決
を
求
め
た
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
先
行
判
決
に
先
立
っ
て
、L

éger

法
務
官（

54
）は

、
裁
量
に
よ
る
管
轄
権
の
不
行
使
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に

　
（
八
三
二
）
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反
す
る
と
論
告
し
た
。
同
法
務
官
は
、
紛
争
が
他
の
締
約
国
と
関
連
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
困
難
さ
を
指
摘
し
た
。
ど
の
程
度
の

関
係
性
が
あ
れ
ば
よ
い
の
か
、
そ
の
基
準
時
は
紛
争
が
発
生
し
た
と
き
か
、
訴
状
が
送
達
さ
れ
た
と
き
か
、
裁
判
所
に
事
件
が
係
属
し
た
と

き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る（

55
）。

ま
た
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
が
手
続
法
上
の
原
則
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
適
用
は
、
条
約
の
実
効
性
を
損
ね
る
た
め
、
国
内
法
だ
け
の
問
題
と
は
で
き
な
い
と
し
た（

56
）。

さ
ら
に
、
原
告
は
、
訴
訟
が
中
止
さ
れ
る

と
、
外
国
裁
判
所
で
再
提
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
間
と
費
用
が
か
か
る
の
で
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約（

57
）の

第
六
条（

58
）に

反
し
得
る
と
も
述
べ
た（

59
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は（

60
）、

法
務
官
と
歩
調
を
合
わ
せ
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
は
、
締
約
国
裁
判
所
が
、
た
と
え
他
の
締
約
国
の
管
轄

権
が
問
題
に
な
ら
ず
、
他
の
締
約
国
と
関
係
の
な
い
事
件
で
あ
っ
て
も
、
非
締
約
国
が
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
第
二

条
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
管
轄
を
拒
否
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
決
に
よ
っ
て
、H

arrods

事
件
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例

は
覆
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

理
由
と
し
て
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用
を
認
め
る
と
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
管
轄
規
則
、
特
に
第
二

条
の
規
則
の
予
測
可
能
性
を
損
ね
、
法
的
安
定
性
も
損
ね
る
と
し
た（

61
）。

ま
た
、
共
同
体
に
確
立
さ
れ
た
（established

）
人
の
法
的
保
護
を

強
化
す
る
と
い
う
条
約
の
意
図（

62
）に

も
反
す
る
と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
被
告
は
ど
の
法
廷
地
で
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
合
理
的
に
予

測
で
き
な
く
な
り
、
外
国
が
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
裁
判
所
が
判
断
す
れ
ば
、
今
度
は
原
告
が
反
証
責
任
を
負
う
か
ら
で
あ
る（

63
）。

さ

ら
に
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
は
、
一
部
の
締
約
国
に
の
み
認
め
ら
れ
た
法
理
で
あ
る
の
で
、
そ
の
適
用
を
認
め
る

と
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
管
轄
規
則
の
統
一
的
適
用
を
損
ね
る（

64
）。O

w
usu

事
件
の
事
案
で
、Jackson

氏
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
訴
訟

の
中
止
が
で
き
な
け
れ
ば
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
被
告
会
社
に
対
す
る
請
求
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
併
合
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ

の
場
合
、
証
拠
収
集
な
ど
の
訴
訟
遂
行
が
困
難
に
な
り
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
被
告
会
社
の
応
訴
の
負
担
が
大
き
く
な
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

　
（
八
三
三
）
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司
法
裁
判
所
も
認
め
た
が
、
そ
れ
は
第
二
条
の
住
所
地
管
轄
の
非
裁
量
的
性
格
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
一
蹴
し
た（

65
）。

ｅ
．
評
釈

　

条
約
の
文
言
解
釈
を
す
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
は
予
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
見
方
が
あ
る
一
方
で（

66
）、

フ
ォ
ー

ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
は
条
約
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
文
言
上
、
認
め
ら
れ
て
も
い
な
い
が
、
排
斥
さ
れ
て
も
い
な
い
と

す
る
見
方
も
あ
る（

67
）。

し
か
し
、
こ
の
事
件
の
核
心
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
上
認

め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
条
約
の
適
用
範
囲
を
確
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
い
ず
れ
の
見
方
も
当
た
っ
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
、
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
を
適
用
す
る
と
、
被
告
は
ど
の
法

廷
地
で
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
合
理
的
に
予
測
で
き
な
く
な
り
、
被
告
の
利
益
保
護
に
欠
け
る
と
し
た
点
が
批
判
の
対
象
と
な
っ
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
は
被
告
の
申
立
て
が
な
け
れ
ば
発
動
さ
れ
な
い
の
で
、
申
し
立
て
た

被
告
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
予
見
可
能
性
が
低
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
抗
議
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る（

68
）。

ま
た
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル

ズ
条
約
は
被
告
住
所
地
以
外
に
も
管
轄
原
因
を
定
め
て
い
る
の
で
、
被
告
は
、
住
所
で
応
訴
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
単

に
原
告
が
持
っ
て
い
る
管
轄
の
選
択
肢
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、む
し
ろ
予
期
し
て
い
る
と
す
る
と
、事
件
の
事
実
が
発
生
し
た
地
（
例

え
ば
、
不
法
行
為
な
ら
ば
不
法
行
為
地
）
で
の
訴
訟
で
あ
ろ
う（

69
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
原
告
の
利
益
の
保
護
も
理
由
と
し
て
い
る（

70
）点

に
つ
い
て
は
、
原
告
は
、
締
約
国
に
住
所
や
国
籍
を
有
し
て
い

な
く
て
も
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
管
轄
規
則
を
援
用
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
共
同
体
と
し
て
保
護
す
べ
き
人
の
対
象
と
し
て
は

広
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る（

71
）。

　
（
八
三
四
）
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O

w
usu

事
件
の
事
実
に
即
し
て
言
え
ば
、Jackson

氏
に
対
す
る
訴
訟
の
中
止
が
で
き
な
く
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判

所
は
、Jackson

氏
に
対
す
る
訴
訟
に
共
同
被
告
に
対
す
る
訴
訟
を
併
合
し
て
手
続
を
進
め
る
か
、
あ
る
い
は
、
共
同
被
告
に
対
す
る
限
り

で
管
轄
権
を
否
定
す
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
を
選
択
す
る
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
何
ら
関
係
の
な
い
共
同
被
告
の
応

訴
の
負
担
が
大
き
く
酷
で
あ
る
し
、
共
同
被
告
に
対
す
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
の
判
決
が
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
承
認
・
執
行
さ
れ
な
い
お
そ
れ

が
あ
る
。
ま
た
、
同
様
の
事
件
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
を
有
す
る
者
を
被
告
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
無
関
係
な

被
告
に
対
す
る
訴
訟
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
併
合
提
起
す
る
と
い
う
訴
訟
戦
術
が
可
能
と
な
っ
た（

72
）。

そ
れ
に
対
し
、
後
者
を
選
択
す
る
と
、

Jackson

氏
は
求
償
請
求
を
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
提
起
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
矛
盾
判
断
を
受
け
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
の

中
止
を
し
、
全
て
の
被
告
に
対
す
る
請
求
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
訴
訟
を
さ
せ
る
の
が
本
事
案
に
最
も
適
し
た
事
件
処
理
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る（

73
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
を
認
め
な
い
こ
と
に
よ
り
本
事
案
の
処
理
に
お

い
て
不
都
合
が
生
じ
う
る
こ
と
は
認
め
つ
つ
、
そ
れ
は
第
二
条
の
住
所
地
管
轄
の
非
裁
量
的
性
格
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
と
実
質
的
な
理

由
を
付
せ
ず
に
一
蹴
し
た
点
も
批
判
さ
れ
て
い
る（

74
）。

ｆ
．
今
後
の
課
題

　

O
w

usu

事
件
判
決
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈
の
支
持
者
に
と
っ
て
は
、
不
満
の
多
い
も
の
で
あ
る
が
、
今
後
そ
れ
を
嘆
い
て
ば
か
り

は
い
ら
れ
な
い
の
で
、
判
決
の
射
程
範
囲
の
確
定
に
関
心
が
移
っ
て
き
て
い
る
。

ⅰ
．
原
告
が
締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
を
有
し
て
い
る
場
合
に
判
決
の
射
程
を
限
定
で
き
る
か

　

O
w

usu

事
件
で
は
、
原
告
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
を
有
し
て
い
た
の
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
の
判
決
を
そ
の
文
脈
で
理
解
し
、
原

　
（
八
三
五
）
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告
が
締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
限
定
し
て
適
用
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
見
解
が
あ
る（

75
）。

こ
の
見
解
は
、
締
約
国
・
加
盟
国

間
で
の
簡
易
な
手
続
・
要
件
に
よ
る
判
決
の
承
認
・
執
行
を
通
じ
て
域
内
市
場
を
発
展
さ
せ
る
に
は
、
原
告
が
締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
を

有
し
な
い
場
合
も
判
決
の
射
程
内
で
あ
る
と
考
え
る
方
が
よ
い
こ
と
は
認
め
る
が
、
判
決
の
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
共
同
体
に
確
立
さ
れ
た

（established
）
人
の
法
的
保
護
を
強
化
す
る
と
い
う
条
約
の
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
に
着
目
す
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、

外
国
の
二
当
事
者
間
の
紛
争
に
つ
い
て
ま
で
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
る
訴
訟
中
止
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
は

歓
迎
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
言
う
。

　

こ
の
解
釈
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用
範
囲
を
な
る
べ
く
広
く
確
保
す
る
に
は
魅
力
的
で
あ
る
が
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
で
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
深
読
み
の
感
を
否
め
な
い
。

ⅱ
．O

w
usu

事
件
で
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
問
題

　

O
w

usu

事
件
で
は
、
先
行
判
決
が
求
め
ら
れ
た
問
い
が
も
う
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
第
一
の
問
い
に
つ
い
て
、
裁
量
に
よ
っ
て
管
轄

を
拒
否
す
る
こ
と
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
反
す
る
と
い
う
答
え
で
あ
る
な
ら
ば
、
全
て
の
事
案
で
そ
う
な
の
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
事
案

で
の
み
そ
う
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
の
趣
旨
を
理
解
す
る
に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
自
体
が
、
条
約
上
の

管
轄
権
の
行
使
に
一
定
の
例
外
を
設
け
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
⒜
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
が
第
一
六
条（

76
）に

列
挙
さ
れ
た
専
属
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
場
合
（
例
え
ば
、
不
動
産
の
物
権
に
関
す
る
訴
訟
に
つ
き
不
動
産
所
在
地
に
、
知
的
財
産
権
の
有

効
性
に
つ
い
て
は
登
録
地
国
に
専
属
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
）
は
、
管
轄
権
の
行
使
が
で
き
な
い
。
⒝
管
轄
合
意
に
よ
り
他
の
締
約
国
・
加

盟
国
の
裁
判
所
が
専
属
管
轄
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
管
轄
権
を
行
使
で
き
な
い
（
第
一
七
条（

77
））。

⒞
同
一
当
事
者
間
で
の
同
一
事
件
の
訴

訟
が
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
先
に
提
起
さ
れ
て
い
た
場
合
、
ま
ず
訴
訟
を
中
止
し
、
そ
の
後
、
前
訴
裁
判
所
が
管
轄
権
の
存
在
を
確
認
す

　
（
八
三
六
）
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る
に
至
れ
ば
、
管
轄
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
二
一
条（

78
））。

こ
れ
ら
の
条
文
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
の
管
轄
権
を
調
整
す
る
も

の
で
あ
る（

79
）た

め
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
に
、
こ
れ
ら
の
専
属
管
轄
に
対
応
す
る
管
轄
権
が
あ
る
場
合
や
、
先
に
同
一
事
件
の
係
属
が
あ
る

場
合
に
つ
い
て
は
規
定
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
上
有
す
る

管
轄
の
拒
否
が
で
き
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
先
行
判
決
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
先
行
判
決
は
、
仮
想
的
問
題
に
つ
い
て
の
答
え
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
実
際
の
紛
争
の
解
決

に
必
要
な
答
え
を
与
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
こ
の
問
い
に
答
え
な
か
っ
た（

80
）。

し
た
が
っ
て
、
前
述
のO

w
usu

事
件
判

決
は
、
よ
り
正
確
に
は
、
非
締
約
国
に
第
一
六
条
の
下
で
専
属
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
管
轄
原
因
で
管
轄
権
が
な
く
、
非
締
約
国
裁
判
所
が
専

属
管
轄
合
意
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
同
一
当
事
者
間
の
同
一
事
件
が
非
締
約
国
に
先
に
係
属
し
て
い
な
い
場
合
、
と
い
う
限
定
を
付

し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

　

H
arrods

事
件
の
控
訴
院
は
、
非
締
約
国
が
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
上
有
す
る
管
轄
を
拒
否
で

き
な
い
と
す
る
と
、
非
締
約
国
に
同
一
訴
訟
が
先
に
係
属
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
の
管
轄
の
拒
否
が
で
き
な
く
な
り
、
ま
た
、
非
締
約
国

裁
判
所
の
専
属
管
轄
合
意
が
あ
る
場
合
の
管
轄
の
拒
否
も
で
き
な
く
な
る
と
考
え
、
こ
の
よ
う
な
結
果
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
趣
旨
に

反
す
る
と
し
た
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
非
締
約
国
が
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
場
合
と
他
の
場

合
を
分
け
て
扱
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
よ
う
で
あ
る
。

　1）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
上
は
専
属
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
管
轄
原
因
で
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
す
る

場
合
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
第
二
条
の
被
告
住
所
地
管
轄
を
有
す
る
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
管
轄
を
拒
否
で

き
る
か

　
（
八
三
七
）
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ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
一
六
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
二
条
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
に
専
属
管
轄
原
因
が
あ
る
場
合
の
み
規
定
す
る

の
で
、
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、
ス
ペ
イ
ン
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
加
入
の
た
め
に
作
成
さ
れ
たSan Sebastian

条
約
に

つ
い
て
注
解
す
るC

ruz

・R
eal

・Jenard

レ
ポ
ー
ト（

81
）は

、
非
締
約
国
に
存
在
す
る
不
動
産
の
物
権
ま
た
は
賃
借
権
に
関
す
る
訴
訟
の
場
合
、

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
一
般
的
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
て
、
被
告
が
住
所
を
有
す
る
締
約
国
裁
判
所
が
管
轄
権
を
持
つ
と
述
べ
て
い
る（

82
）。

　

こ
の
考
え
方
は
、
締
約
国
に
所
在
す
る
不
動
産
の
物
権
に
関
す
る
訴
訟
で
唯
一
合
理
的
な
法
廷
地
は
、
そ
の
不
動
産
の
所
在
地
で
あ
る
と

い
う
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
自
体
の
と
る
考
え
方
に
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
。
も
し
、
フ
ラ
ン
ス
裁
判
所
が
ド
イ
ツ

の
土
地
の
賃
貸
借
や
特
許
の
有
効
性
に
つ
い
て
管
轄
権
が
な
い
の
な
ら
ば
、
な
ぜ
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
土
地
の
賃
貸
借
や
日
本
の
特
許
の
有
効

性
に
つ
い
て
は
管
轄
権
が
あ
る
と
言
え
る
の
か
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る（

83
）。

　

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
が
締
結
さ
れ
た
頃
か
ら
、
第
一
六
条
で
専
属
管
轄
と
さ
れ
て
い
る
管
轄
原
因
で
非
締
約
国
裁
判
所

が
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
上
の
管
轄
権
を
有
す
る
締
約
国
裁
判
所
は
、
そ
の
伝
統
規
則
に
従
っ
て
管
轄
権
を
拒
否
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
「
専
属
管
轄
の
反
射
効
」（effet réflexe des com

pétences exclusives

）
理
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
た（

84
）。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
も
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
裁
量
に
よ
り
訴
訟
を
中
止
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る（

85
）。

 2）　

非
締
約
国
・
非
加
盟
国
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
が
あ
る
場
合
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
第
二
条
の
被
告
住
所
地
管

轄
を
有
す
る
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
管
轄
を
拒
否
で
き
る
か

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
一
七
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
三
条
は
、
管
轄
合
意
が
締
約
国
・
加
盟
国
を
指
定
す
る
場
合
の
み
を
規
定
す

る
の
で
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
、Schlosser

レ
ポ
ー
ト
は
、「
非
締
約
国
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
締
約

国
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
締
約
国
裁
判
所
が
管
轄
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
法
廷
地
法
に
よ
り
決
ま
る
。
法
廷
地
の

　
（
八
三
八
）
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国
際
私
法
規
則
が
外
国
法
を
指
定
す
る
場
合
は
、
当
該
外
国
法
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
法
に
よ
り
管
轄
合
意
が
無
効
な
ら
ば
、
ブ
ラ
ッ

セ
ル
ズ
条
約
の
管
轄
規
則
が
適
用
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

86
）。

そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、C

oreck M
aritim

e G
m

bH
 v. 

H
andelsveem

 B
V

事
件（

87
）

に
お
い
て
、Schlosser

レ
ポ
ー
ト
の
該
当
部
分
に
言
及
し
つ
つ
、「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
一
七
条
は
非
締
約
国

を
指
定
す
る
管
轄
合
意
に
は
適
用
が
な
い
。
そ
の
よ
う
な
管
轄
合
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
提
訴
を
受
け
た
締
約
国
裁
判
所
は
、
自
国
の
国
際
私

法
規
則
を
含
む
準
拠
法
を
適
用
し
て
合
意
の
有
効
性
を
評
価
す
る
」
と
判
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
七
条
の
要
件
を
満
た
す
必
要
は
な

い
と
解
さ
れ
る（

88
）。

　

管
轄
合
意
を
無
視
す
る
こ
と
は
商
業
取
引
の
妨
げ
と
な
る
の
で
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
対
す
る
の
と
は
異
な

り
、
裁
量
に
よ
り
管
轄
を
拒
否
す
る
こ
と
に
対
す
る
反
対
は
強
く
な
い
。
例
え
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
会
社
が
フ
ラ
ン
ス
会
社
と
の
取
引
に
お

い
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
を
し
て
い
た
場
合
、
も
し
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
提
訴
さ
れ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が

管
轄
を
中
止
す
る
裁
量
権
を
有
し
な
け
れ
ば
、
共
同
体
の
域
内
市
場
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
う
る（

89
）。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
そ
の
伝
統
規
則
上（

90
）、

外
国
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
に
反
し
て
提
訴
を
受
け
た
場
合
、
被
告
が
訴
訟
の

中
止
を
申
し
立
て
れ
ば
、
強
い
反
対
の
理
由
が
示
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
裁
量
に
よ
り
訴
訟
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
エ
ジ
プ

ト
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
提
訴
を
受
け
た
事
件
に
お
い
て
、
被
告
の
住
所
地
と
し
て
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
定
め
る
管
轄

権
を
有
し
て
い
た
が
、
こ
の
裁
量
権
を
肯
定
し
た（

91
）。

こ
の
判
例
は
、O

w
usu

事
件
の
後
も
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う（

92
）。

実
際
、

K
onkola C

opper M
ines plc v C

orom
in

事
件（

93
）に

お
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
条
お
よ
び
ル
ガ
ー
ノ

条
約
第
六
条
二
項
に
よ
り
管
轄
権
を
有
し
て
い
た
が
、
ザ
ン
ビ
ア
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
を
理
由
と
し
て
訴
訟
を
中
止
す
る
こ
と
は
、

O
w

usu

事
件
判
決
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条

約
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し
、
管
轄
合
意
に
つ
い
て
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
一
七
条
が
、
合
意
が
指
定
す
る
締
約
国
裁
判
所
に

　
（
八
三
九
）
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専
属
管
轄
を
与
え
て
お
り
、
当
事
者
自
治
と
そ
れ
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
法
的
安
定
性
は
、
管
轄
合
意
が
非
締
約
国
裁
判
所
を
指
定
し
て
い

る
場
合
で
も
反
古
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
説
示
し
た
。
そ
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
控
訴
院B

runo v Société C
itibank

事
件
判
決（

94
）に

も
触
れ
、
こ
の
判
決
が
、
住
所
地
管
轄
が
非
締
約
国
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
に
優
先
す
る
と
判
示
し
た
こ
と
に
対
し
て
、

非
常
に
形
式
的
で
あ
り
、
実
質
的
な
理
由
を
欠
く
と
批
判
し
た
。

 3）　

同
一
当
事
者
間
の
同
一
事
件
が
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
の
裁
判
所
に
先
に
係
属
し
て
い
る
場
合
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
第

二
条
の
被
告
住
所
地
管
轄
を
有
す
る
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
そ
の
管
轄
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
一
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
七
条
に
よ
る
と
、
先
に
提
訴
が
な
さ
れ
た
法
廷
地
が
優
先
す
る
が
、
締
約
国
・

加
盟
国
間
で
の
訴
訟
競
合
の
み
が
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
問
題
と
な
る
。

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
七
条
五
項
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
三
四
条
四
項
に
よ
る
と
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
の
裁
判
所
の
判
決
で
あ

っ
て
も
、
締
約
国
・
加
盟
国
で
そ
の
伝
統
規
則
上
の
承
認
要
件
を
満
た
せ
ば
、
そ
の
後
に
矛
盾
す
る
判
決
が
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
に

よ
り
下
さ
れ
て
も
、
そ
れ
に
優
先
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
経
済
や
矛
盾
判
断
の
防
止
と
い
っ
た
第
二
一
条
・
ブ
ラ

ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
七
条
の
趣
旨
は
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
と
の
訴
訟
競
合
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（

95
）。

　

し
か
し
、
こ
の
前
訴
優
先
の
原
則
は
、
相
互
に
信
頼
で
き
る
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
の
み
正
当
化
し
う
る
。
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
の
管

轄
規
則
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
よ
り
も
緩
や
か
で
あ
り
う
る
の
で
、
先
に
係
属
し
た
と
い
う
だ
け
で
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
の
訴
訟

を
優
先
し
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
訴
訟
を
中
止
す
る
と
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
簡
易
な
手
続
・
要
件
の
下

で
承
認
・
執
行
さ
れ
う
る
判
決
を
得
る
機
会
を
原
告
か
ら
不
当
に
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
は

非
締
約
国
・
非
加
盟
国
に
対
す
る
拘
束
力
を
持
た
な
い
か
ら
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
に
先
に
提
訴
さ
れ
て
も
、
非
締
約
国
・
非
加
盟

　
（
八
四
〇
）
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国
の
裁
判
所
は
管
轄
を
拒
否
す
る
義
務
は
な
い
。
逆
の
事
案
で
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
の
み
が
管
轄
を
拒
否
す
る
義
務
を
一
方
的
に
負

う
の
は
不
均
衡
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
一
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
七
条
と
は
異
な
り
、
裁
量
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
が

主
張
さ
れ（

96
）、

非
締
約
国
・
非
加
盟
国
で
の
訴
訟
だ
け
が
続
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
は
締
約
国
・
加
盟
国
の
訴
訟
を
中

止
し
、
逆
に
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
で
の
訴
訟
が
誤
り
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
余
地
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る（

97
）。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
伝
統
規
則
の
下
で
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法

理
の
下
で
、
裁
量
に
よ
り
訴
訟
を
中
止
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
訴
訟
競
合
を
勘
案
す
る
。
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
国
に
も
、
訴
訟
競

合
の
場
合
に
裁
判
所
に
裁
量
に
よ
る
管
轄
の
拒
否
を
認
め
る
国
が
あ
る（

98
）。

こ
れ
ら
の
伝
統
規
則
が
こ
の
場
面
で
も
適
用
さ
れ
る
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

ⅲ
．
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
第
二
条
以
外
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
規
定
に
よ
り
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
場
合
、
非
締
約
国
・

非
加
盟
国
が
明
ら
か
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
下
で
訴
訟

を
中
止
で
き
る
か

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
い
ず
れ
か
に
住
所
を
有
す
る
被
告
に
つ
い
て
、
第
二
条
に
よ
り
住
所
地
国
に
管
轄

権
を
認
め
る
ほ
か
、
事
件
の
類
型
な
ど
に
応
じ
て
一
定
の
場
合
に
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
も
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
五
条

一
項
は
、
契
約
紛
争
に
つ
い
て
、
紛
争
に
か
か
る
債
務
の
履
行
地
に
管
轄
権
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
被
告
が
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
に

住
所
を
有
し
て
い
る
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
履
行
地
と
な
る
契
約
債
務
に
つ
い
て
、
第
五
条
一
項
に
基
づ
き
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
管
轄

権
を
有
す
る
場
合
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
が
明
ら
か
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
し
て
訴
訟
を
中
止
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
（
八
四
一
）
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イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
第
二
条
以
外
の
規
定
に
よ
り
管
轄
権
が
あ
り
、
他
の
締
約
国
と
は
何
ら
の
関
係
も
な
い
と
は
言
え
な
い
事
案

で
も
、H

arrods

事
件
の
判
旨
を
延
長
し
、
非
締
約
国
が
明
ら
か
に
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
場
合
に
は
、
訴
訟
を
中
止
し
て
き
た（

99
）。

　

O
w

usu
事
件
で
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
下
で
締
約
国
裁
判
所
の
管
轄
原
因
と
な
り
う
る
連
結
点
の
全
て
が
非
締
約
国
に
存
在
し
て

い
た
。
そ
し
て
、
先
行
判
決
の
申
立
て
文
言
に
対
応
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
も
「
た
と
え
他
の
締
約
国
の
管
轄
権
が
問
題

と
な
ら
ず
、
訴
訟
が
他
の
締
約
国
と
何
ら
関
係
が
な
い
場
合
で
も
」
と
い
う
限
定
が
付
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
文
言
上
は
、
住
所
が

二
締
約
国
以
上
に
あ
る
事
案
が
除
外
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
第
二
条
以
外
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
規
定
に
よ
り
、
被
告
の
住
所
地
国
以
外
に

管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
事
案
も
除
外
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、第
二
条
以
外
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
規
定
に
よ
り
管
轄
権
が
あ
れ
ば
、

被
告
は
他
の
締
約
国
に
住
所
を
有
し
て
い
る
以
上
、
他
の
締
約
国
と
何
ら
の
関
係
も
な
い
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
第
二
条
以
外
の
管
轄
規
則
に
よ
り
管
轄
が
あ
る
場
合
も
、O

w
usu

事
件
判
決
の
射
程
内
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る（

100
）。

な

ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
判
決
理
由
に
お
い
て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル

ズ
条
約
の
管
轄
規
則
、
特
に
第
二
条
の
規
則
の
予
測
可
能
性
を
損
な
う
と
述
べ
て（

101
）、

第
二
条
以
外
の
管
轄
規
則
を
除
外
し
て
い
な
い
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
前
で
、
法
的
確
実
性
の
要
請
に
よ
り
、
第
二
条
以
外
の
管
轄
規
則
は
、
被
告
が
ど
こ
で
応
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
予
測
で

き
る
よ
う
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る（

102
）か

ら
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
実
質
的
理
由
と
し
て
、
住
所
地
管
轄
以
外
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
管
轄
規
定
は
、
弱
者
保
護
な
ど
の
特
定
の
目
的
を

追
求
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
消
費
者
契
約
に
関
す
る
訴
訟
を
消
費
者
が
原
告
に
な
っ
て
提
起
す
る
場
合
、
消
費

者
自
身
の
住
所
お
よ
び
被
告
で
あ
る
契
約
相
手
方
の
住
所
に
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

103
）。

こ
の
う
ち
消
費
者
自
身
の
住
所
に
管
轄
権
が
認

め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
弱
者
保
護
の
趣
旨
で
あ
り
、
こ
れ
は
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
り
弱
め
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
さ
れ
る（

104
）。

　
（
八
四
二
）
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し
か
し
、
反
対
に
、
被
告
の
住
所
地
が
本
来
は
適
切
な
法
廷
地
で
あ
っ
てO

w
usu

事
件
判
決
を
正
当
化
す
る
の
に
対
し
、
そ
れ
以
外
の

管
轄
原
因
に
よ
る
場
合
は
、
法
廷
地
は
被
告
と
人
的
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
か
ら
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用

を
肯
定
す
る
考
え
方
も
あ
る（

105
）。

確
か
に
、
第
二
条
以
外
の
管
轄
原
因
に
よ
る
場
合
は
、
法
廷
地
は
、
被
告
と
の
人
的
つ
な
が
り
に
欠
け
る
こ

と
が
あ
る
が
、
不
法
行
為
事
件
に
お
け
る
不
法
行
為
地
な
ど
事
案
と
の
間
に
特
に
強
い
関
連
が
あ
る
こ
と
か
ら
管
轄
原
因
と
し
て
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
特
に
消
費
者
な
ど
の
弱
者
保
護
を
趣
旨
と
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
告
住
所
地
に
比
べ
て
適
切
さ
を

欠
く
法
廷
地
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、O

w
usu

事
件
判
決
の
射
程
内
で
あ
り
、
裁
量
的
な
管
轄
拒
否
は
認
め
ら
れ
な
い
と

解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
第
一
六
ま
た
は
一
七
条
に
よ
る
専
属
管
轄
の
場
合
の
みO

w
usu

事
件
判
決
の
射
程
外
と
解
す
る
見
解
が
あ
る（

106
）。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

裁
判
所
が
、
不
動
産
の
物
権
に
関
す
る
訴
訟
で
不
動
産
所
在
地
と
し
て
専
属
管
轄
権
を
有
す
る
場
合
や
、
管
轄
合
意
に
よ
り
専
属
管
轄
権
を

有
す
る
場
合
に
も
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
り
訴
訟
を
中
止
で
き
る
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る（

107
）と

の
理
由

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
案
で
は
、
裁
量
に
よ
る
管
轄
拒
否
の
余
地
を
認
め
て
も
、
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
他
国
に
あ
る
こ
と
は

稀
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
論
的
に
は
大
差
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
逆
に
、
こ
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
て
も
、
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
が
よ

り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
裁
量
に
よ
る
管
轄
拒
否
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ⅳ
．
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
訴
訟
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
訴
訟
を
中
止
で
き
る
か

　

フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
と
は
別
に
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
抑
圧
す
る
（vexatious or oppressive

）
訴
訟
の
場
合（

108
）

に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
で
定
め
ら
れ
た
管
轄
権
を
有
す
る
事
案
で
も
訴
訟
を
中
止
で
き
る
と
い
う
見
解
が
あ
る（

109
）。

こ
れ
は

O
w

usu

事
件
以
前
に
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
が
、O

w
usu

事
件
判
決
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
。
と

　
（
八
四
三
）
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い
う
の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、K

ongress A
gentur H

agen G
m

bH
 v Z

eehaghe B
V

事
件
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条

約
は
締
約
国
の
手
続
法
を
統
一
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
各
締
約
国
の
手
続
法
上
の
訴
訟
要
件
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
実
効

性
を
損
ね
な
い
範
囲
で
適
用
で
き
る
と
説
示
し
た
か
ら
で
あ
る（

110
）。

し
た
が
っ
て
、
単
に
、
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
外
国
に
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
く
、
訴
訟
が
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
手
続
法
上
の
訴
訟
要
件
に
欠
け
る
と
い
う
理
由
で
訴
訟
を
中

止
し
た
り
訴
え
を
却
下
し
て
も
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
に
反
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、
以
下
に
紹
介
す
るT

urner v G
rovit

事
件

で
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
裁
判
所
が
、
訴
権
の
濫
用
な
ど
の
手
続
法
上
の
理
由
で
訴
え
を
却
下
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁

判
所
の
判
決
は
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
解
せ
ら
れ
る
。

ⅴ
．「
住
所
」
概
念
の
再
考

　

住
所
地
管
轄
が
あ
る
場
合
に
訴
訟
を
中
止
で
き
な
く
な
っ
た
以
上
、
第
二
条
の
「
住
所
」
概
念
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
法
人
に
つ
い
て
、H

arrods

事
件
の
事
案
の
よ
う
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
の
み
営
業
活
動
を
行
い
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
が
中
心
的
な
経
営

地
で
あ
っ
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
登
録
事
務
所
（registered office

）
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
被
告
の
住
所
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
認
め
る

現
行
規
定（

111
）で

よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
登
録
事
務
所
は
一
九
八
五
年C

om
panies A

ct

の
下
で
、
公
的
文
書
を
受
け
取
る
場
所
で
あ
り
、
レ
タ
ー

ヘ
ッ
ド
な
ど
の
通
信
文
書
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
営
業
所
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
便
宜
的
に
弁
護
士
事
務
所
の
所
在
地
を
登

録
事
務
所
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、O

w
usu

事
件
に
お
い
て
は
、Jackson

氏
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
充
分
に
密
接
な
関
係
が
あ
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
応
訴
を
強
い

ら
れ
た
り
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
で
求
償
請
求
す
る
際
に
生
ず
る
矛
盾
判
断
の
危
険
を
甘
受
す
べ
き
で
あ
る
と
言
い
う
る
が
、
現
行
規
定（

112
）の

よ
う
に
、

自
然
人
に
つ
い
て
は
三
週
間
の
居
住
で
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
所
が
あ
る
と
推
定
す
る
の
が
充
分
か
ど
う
か
は
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
（
八
四
四
）
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3
．
被
告
を
困
惑
さ
せ
抑
圧
す
る
訴
訟
に
対
し
て
の
訴
訟
差
止
命
令
（antisuit injunction

）

ａ
．
訴
訟
差
止
命
令
と
は

　

コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
の
裁
判
所
は
、
濫
訴
の
場
合
の
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
状
況
下
で
は
あ
る
が
、
外
国
訴
訟
の
原
告
に
対
し
て
訴
訟
差
止

命
令（

113
）と

い
う
命
令
を
発
し
て
、
当
該
外
国
訴
訟
の
開
始
や
継
続
を
や
め
る
よ
う
命
ず
る
場
合
が
あ
る
。

　

訴
訟
差
止
命
令
の
名
宛
人
は
、
外
国
裁
判
所
で
は
な
く
、
外
国
訴
訟
の
原
告
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
外
国
の
主
権
を
侵
害
し
て
い
な
い
と

い
う
建
前
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
外
国
訴
訟
を
妨
げ
る
効
果
を
も
ち
、
そ
れ
を
意
図
し
た
命
令
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
た
め
、
国

際
礼
譲
（com

ity

）
に
反
し
な
い
よ
う
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
訴
訟
差
止
命
令
の
発
令
に
は
厳
格
な
要
件
が
立
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
当
該
事
件
の
「
自
然
な
法
廷
地
」（natural forum

）、
つ
ま
り
最
も
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
こ
と
、
外
国
訴
訟
の
遂
行

が
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
も
の
で
あ
る
（vexatious or oppressive

）
こ
と
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
国

訴
訟
の
原
告
か
ら
そ
の
訴
訟
に
お
け
る
有
利
さ
を
不
当
に
奪
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る（

114
）。

そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
に
つ
い
て
、
裁
判
所
の
裁

量
の
余
地
が
大
き
い
。
訴
訟
差
止
命
令
は
、
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
諸
国
で
は
一
般
に
存
在
し
な
い（

115
）の

で
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
、
充
分
に
厳
格
か
ど

う
か
は
異
論
の
あ
り
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が（

116
）、

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
の
訴
訟
に
つ
い
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁

判
所
が
訴
訟
差
止
命
令
を
発
し
て
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
自
体
に
は
反
し
な
い
。
問
題
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
、
他
の
締

約
国
・
加
盟
国
の
訴
訟
に
つ
い
て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
に
反
し
な
い
か
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル

ズ
条
約
・
規
則
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
の
管
轄
権
を
統
一
し
、
そ
の
適
切
な
適
用
に
つ
い
て
各
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
相

互
に
信
頼
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
は
簡
易
な
手
続
・
要
件
の
下
で
判
決
の
承
認
・
執
行
が
で
き
る
制
度
を
構
築
し
て

　
（
八
四
五
）
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い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
相
互
信
頼
関
係
と
訴
訟
差
止
命
令
が
矛
盾
し
な
い
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

ｂ
．
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
最
近
の
判
決
（T

urner

事
件
）

　

他
の
締
約
国
の
訴
訟
に
つ
い
て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
反
す
る
か
が
問
題
に
な
っ
た
の
は
、T

urner v. 

G
rovit

事
件（

117
）

で
あ
る
。T

urner

氏
は
、
使
用
者
で
あ
っ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
法
人H

arada

に
対
し
て
、
不
当
解
雇
を
主
張
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
提
訴
し
た
。H

arada
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
経
営
の
中
心
地
を
有
し
て
い
た
の
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
条
に
従
っ
て
住
所
地

管
轄
権
を
有
し
て
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
労
働
審
判
所
は
、T

urner

氏
の
請
求
を
認
容
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、H

arada

の
関
連
会
社
で

あ
っ
たC

hequepoint

は
、Turner
氏
が
そ
の
被
用
者
で
あ
っ
た
と
し
て
同
氏
に
対
し
て
ス
ペ
イ
ン
で
提
訴
し
、
雇
用
契
約
違
反
に
基
づ
き
、

八
五
〇
〇
万
ペ
セ
タ
（
約
七
〇
〇
〇
万
円
）
と
い
う
巨
額
の
損
害
賠
償
請
求
を
し
た
。T

urner

氏
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
訴
訟
に
は
応
訴
せ
ず
、

ス
ペ
イ
ン
訴
訟
を
差
し
止
め
る
た
め
、H

arada
とC

hequepoint

を
事
実
上
支
配
し
て
い
たG

rovit

氏
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令
の
発
令
を

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
申
し
立
て
た
。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
控
訴
院
は
、
当
事
者
は
ス
ペ
イ
ン
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
形
式
的
に
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
もG

rovit

氏
が
支
配
し
て
い
る

点
で
実
質
的
に
同
じ
で
あ
る
と
認
定
し
、C

hequepoint

はT
urner

氏
の
雇
用
契
約
がH

arada

と
の
間
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
訴
訟
の
争
点
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、T

urner

氏
を
疲
弊
さ
せ
る
た
め
に
ス
ペ
イ
ン
訴
訟
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
訴
訟
手
続
の
濫
用
に
あ
た
る
と
し
た（

118
）。

そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
イ
ギ
リ
ス
訴
訟
当
事
者
を
困
惑
さ
せ
た
り

抑
圧
す
る
外
国
訴
訟
に
つ
い
て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
権
限
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
当
該
外
国
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
締
約
国
で

あ
っ
て
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
反
し
な
い
と
判
示
し
た
。

　

T
urner

事
件
は
貴
族
院
に
上
訴
さ
れ
、
貴
族
院
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
、
適
法
に
提
起
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
の
訴
訟

　
（
八
四
六
）
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手
続
を
無
意
味
に
し
た
り
、
妨
害
し
た
り
す
る
目
的
で
他
の
締
約
国
で
信
義
に
反
す
る
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
し
て
い
た
り
、
継
続
し
て
い

る
者
に
対
し
て
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
反
す
る
か
に
つ
い
て
、
先
行
判
決
を
求
め
た（

119
）。

　

大
英
帝
国
政
府
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
意
見
を
提
出
し
、
訴
訟
差
止
命
令
は
外
国
裁
判
所
の
管
轄
権
の
評
価
を
伴
う
も
の
で
は
な

い
の
で
、
被
告
の
不
誠
実
な
行
為
に
向
け
ら
れ
た
手
続
法
上
の
制
度
で
あ
る
こ
と（

120
）、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
訴
訟
手
続
の
調
和
（integrity

）
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
し
か
守
れ
な
い
こ
と
、
訴
訟
差
止
命
令
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
同
一
紛
争
を
扱
う
法
廷
地
の
数
が
減
る
こ
と
に
な
り
、

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
目
的
に
か
な
う
こ
と
を
主
張
し
た
。

　

し
か
し
、C

olom
er

法
務
官
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
訴
訟
差
止
命
令
は
、
締
約
国
間
の
相
互
信
頼
に
疑
問
を
は
さ
む
も
の
で
あ
る
と
見
受

け
ら
れ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
決
定
的
理
由
に
、
締
約
国
の
訴
訟
に
対
し
て
発
す
る
の
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
反
す
る
と
論
告
し
た
。
ま
た
、

た
と
え
訴
訟
差
止
命
令
が
手
続
法
上
の
手
段
で
あ
る
と
し
て
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
精
神
に
反
す
る
の
で
、
許
さ
れ
な
い
と
し
た
。

　

そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
も
、
他
の
締
約
国
に
お
け
る
訴
訟
の
提
起
や
継
続
を
や
め
る
よ
う
、
自
国
の
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し

て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
自
国
の
訴
訟
手
続
を
無
意
味
に
す
る
目
的
で
外
国
訴
訟
の
原
告
が
不
誠
実
に
行
為
し
て
い
る

場
合
で
あ
っ
て
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
上
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
理
由
と
し
て
は
、
訴
訟
差
止
命
令
は
、
他
の
締
約
国
裁
判
所
の
管

轄
を
審
査
せ
ず
に
相
互
に
信
頼
す
る
と
い
う
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
前
提
に
反
す
る
こ
と（

121
）、

訴
訟
差
止
命
令
が
手
続
法
上
の
手
段
で
あ
る
と

し
て
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
管
轄
規
則
の
適
用
を
限
定
す
る
効
果
を
有
す
る
の
で
、
条
約
の
実
効
性
を
損
な
う
こ
と
を
挙
げ
た（

122
）。

訴
訟

差
止
命
令
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
同
一
紛
争
を
扱
う
法
廷
地
の
数
が
減
る
こ
と
に
な
り
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
目
的
に
か
な
う
と
の
主
張

に
つ
い
て
は
、
矛
盾
す
る
訴
訟
差
止
命
令
が
異
な
る
締
約
国
か
ら
発
せ
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
採
用
し
な
か
っ
た（

123
）。

　
（
八
四
七
）
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こ
の
判
決
の
結
論
に
は
、
賛
成
の
声
も
多
い（

124
）。

ス
ペ
イ
ン
訴
訟
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
問
題
と
な
る
の
が
提
訴
の
動
機
で
あ
れ
、
請
求
の

原
因
の
不
存
在
で
あ
れ
、
進
行
し
て
い
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
訴
訟
と
の
関
連
性
で
あ
れ
、
管
轄
権
の
不
存
在
で
あ
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所

で
は
な
く
、
ス
ペ
イ
ン
裁
判
所
が
判
断
し
対
処
す
べ
き
こ
と
で
あ
り（

125
）、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
の
訴
訟
差
止
命
令
は
ス
ペ
イ
ン
裁
判
所
の
管

轄
を
否
定
す
る
効
果
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

126
）。

　

し
か
し
、T

urner

事
件
判
決
は
、
個
別
事
件
に
お
け
る
当
事
者
間
の
公
平
・
正
義
の
実
現
に
支
障
を
も
た
ら
す
と
す
る
声
は
大
き
い（

127
）。

T
urner

事
件
の
よ
う
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
訴
訟
の
被
告
が
、
他
の
締
約
国
で
、
形
式
上
は
別
の
当
事
者
を
使
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
訴
訟
の

原
告
を
訴
え
、
上
訴
も
含
め
長
期
化
す
る
訴
訟
に
よ
っ
て
疲
弊
さ
せ
、
和
解
交
渉
を
有
利
に
し
た
り
、
巨
額
の
請
求
を
し
て
あ
わ
よ
く
ば
勝

訴
判
決
を
得
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
不
誠
実
な
訴
訟
戦
術
を
直
ち
に
ス
ト
ッ
プ
で
き
る
実
効
的
な
訴
訟
差
止
命
令
を
使

え
ず
、
た
だ
外
国
裁
判
所
の
救
済
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
の
訴
訟
術
の
常
識
か
ら
す
れ

ば
全
く
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る（

128
）。

自
国
裁
判
所
の
判
断
に
代
え
て
他
国
の
法
制
度
と
裁
判
制
度
を
信
頼
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

理
想
社
会
に
い
る
裁
判
官
や
外
交
官
に
と
っ
て
は
結
構
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
社
会
に
い
る
訴
訟
当
事
者
に
は
役
に
立
た
な
い
と
の

指
摘
も
あ
る（

129
）。

し
た
が
っ
て
、
制
度
上
の
建
前
や
締
約
国
の
利
益
の
保
護
を
、
個
別
事
件
に
お
け
る
当
事
者
間
の
公
平
・
正
義
の
実
現
と
い

う
実
際
上
の
要
請
に
優
先
さ
せ
た
判
決
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る（

130
）。

　

自
国
の
訴
訟
手
続
の
濫
用
を
防
ぐ
何
ら
か
の
手
段
は
、
お
そ
ら
く
全
て
の
法
制
度
で
用
意
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う（

131
）。

し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
セ

ル
ズ
条
約
・
規
則
は
手
続
法
を
統
一
す
る
も
の
で
は
な
い
以
上
、
訴
権
の
濫
用
へ
の
対
処
に
つ
い
て
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
手
続
法
を

信
頼
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
差
止
命
令
は
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
抑
圧
す
る
訴
訟
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る

場
合
は
、
以
下
に
検
討
す
る
管
轄
合
意
違
反
で
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
場
合
と
区
別
し
て（

132
）、

管
轄
を
定
め
る
ブ
ラ
ッ
セ
ル

　
（
八
四
八
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
〇
九

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

ズ
条
約
の
実
効
性
を
損
ね
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
許
す
こ
と
も
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
条
約
の
現
実
の
機
能
の
不
完
全
さ
や
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
と
い
う
異
な
る
伝
統
が
共
存
す
る
方
法
に
つ

い
て
、
貴
族
院
判
決
や
連
合
王
国
意
見
が
建
設
的
に
考
え
る
機
会
を
提
供
し
、
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
二
年
半
も
の
歳
月
を
か
け
て
、
短
い
理
由
し
か
判
決
に
付
け
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
を
遺
憾
と
し（

133
）、

本
事
件
を
担
当

し
た
一
一
人
の
裁
判
官
の
中
に
、
連
合
王
国
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
裁
判
官
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
議
論
の
質
の
向
上
に
寄
与
し
な
か
っ
た
と

指
摘
す
る
評
釈
が
あ
る（

134
）。

ｄ
．
今
後
の
対
応

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
訴
訟
に
対
し
て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
が
、
当
該
外

国
裁
判
所
の
適
切
な
判
断
と
処
置
に
委
ね
る
ほ
か
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
で
の
み
効
果
が
生
じ
る
手
続
を
と
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

当
該
外
国
裁
判
所
が
将
来
下
す
当
該
事
件
の
判
決
の
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
を
予
め
宣
言
し
た
り
、
手
続
を
濫
用
し
て
い
る
当
事
者
を
裁
判

所
侮
辱
罪
（contem

pt of court

）
に
処
し
た
り
、
そ
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
る
途
が
残
さ
れ
て
い
る（

135
）。

こ
の
う
ち
、
裁
判
所
侮
辱
罪

の
具
体
的
制
裁
と
し
て
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
訴
訟
活
動
を
禁
じ
た
り
、
過
料
・
拘
禁
に
処
し
た
り
、
資
産
を
没
収
し
た
り
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
の
準
刑
事
罰
は
、
そ
も
そ
も
訴
訟
差
止
命
令
と
比
べ
て
均
衡
の
と
れ
た
対
処
法
で
は
な
い（

136
）。

し
か
し
、
訴
訟
差
止
命
令
が
認
め
ら
れ

な
い
以
上
、
代
替
策
と
し
て
考
慮
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

　

損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
一
九
八
一
年U

nited K
ingdom

 Suprem
e C

ourt A
ct

第
五
〇
条
が
、
差
止
命
令
や
特
定
履
行
に
加
え
、
あ

る
い
は
そ
れ
ら
に
代
え
て
、
損
害
賠
償
を
命
じ
る
裁
量
権
を
裁
判
所
に
認
め
て
い
る
。
以
下
に
検
討
す
るU

nion D
iscount C

o L
td v 

Z
oller

事
件（

137
）判

決
は
、
専
属
管
轄
合
意
に
反
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
の
費
用
の
損
害
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た
が
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑

　
（
八
四
九
）
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圧
す
る
訴
訟
を
提
起
し
た
こ
と
に
対
し
て
も
損
害
賠
償
責
任
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、
先
例
が
な
く
不
明
で
あ
る
。

　

次
に
、
共
同
体
全
体
の
対
応
と
し
て
、
手
続
の
濫
用
に
対
す
る
共
同
体
と
し
て
の
制
裁
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
す
る
の
が
理
想
的
で
あ
り
、

そ
の
第
一
歩
と
し
て
手
続
の
濫
用
の
概
念
を
共
同
体
共
通
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
が（

138
）、

困
難
は
大
き
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、Turner
事
件
で
ス
ペ
イ
ン
裁
判
所
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
同
一
訴
訟
の
係
属
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
仮
定
の
も
と
、

電
話
に
よ
る
裁
判
所
間
で
の
通
知
も
含
め
て
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
で
係
属
中
の
訴
訟
に
関
す
る
情
報
交
換
の
促
進
を
提
唱
す
る
見
解
が

あ
る（

139
）。

し
か
し
、T

urner
事
件
で
は
、G

rovit

氏
の
支
配
す
る
別
個
の
法
人
が
訴
訟
に
関
与
し
て
お
り
、
第
二
一
条
の
訴
訟
競
合
の
規
定
の

適
用
に
あ
た
っ
て
、
同
一
グ
ル
ー
プ
内
の
別
個
の
法
人
が
同
一
当
事
者
と
し
て
み
な
さ
れ
る
か
は
不
明
確
で
あ
る
の
で（

140
）、

ス
ペ
イ
ン
裁
判
所

は
、
た
と
え
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
訴
訟
に
気
づ
い
て
い
た
と
し
て
も
、
訴
訟
競
合
を
理
由
に
管
轄
を
拒
否
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
高

い
。
ま
た
、
当
事
者
の
自
衛
策
と
し
て
、
訴
訟
を
関
連
当
事
者
に
対
し
て
も
提
起
す
る
こ
と
に
よ
り
、
第
二
一
条
の
訴
訟
競
合
の
規
定
の
下

で
、
抑
圧
的
な
訴
訟
が
他
の
締
約
国
で
提
起
さ
れ
る
の
を
予
め
防
ぐ
こ
と
を
勧
め
る
見
解
が
あ
る
が（

141
）、

相
手
方
の
訴
権
の
濫
用
を
防
ぐ
た
め

だ
け
に
関
連
当
事
者
を
訴
え
る
の
は
、
過
剰
防
衛
と
な
り
、
そ
れ
自
体
が
訴
権
の
濫
用
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

4
．
管
轄
合
意
違
反
へ
の
対
抗
策

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国

で
先
に
提
訴
さ
れ
、
そ
の
後
、
他
方
当
事
者
が
合
意
さ
れ
た
法
廷
地
で
同
一
事
件
に
つ
き
提
訴
し
た
場
合
、
後
訴
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル

ズ
条
約
第
一
七
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
三
条
の
下
で
自
国
に
専
属
管
轄
が
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
手
続
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、

そ
れ
と
も
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
一
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
七
条
に
従
っ
て
、
訴
訟
を
中
止
し
た
り
管
轄
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な

　
（
八
五
〇
）
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ら
な
い
か
。
も
し
訴
訟
を
続
行
で
き
る
と
す
る
な
ら
ば
、
さ
ら
に
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
し
て
前
訴
の
継
続
を
阻
む
こ
と
が
で
き
る
か
。
こ

れ
ら
の
問
題
が
、
こ
こ
で
の
検
討
課
題
で
あ
る
。

　

同
一
当
事
者
間
の
同
一
事
件
が
複
数
の
法
廷
地
で
提
起
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
訴
訟
競
合
が
起
き
る
と
、
単
一
の
法
廷
地
で
争
わ
れ
る
場
合
と

比
べ
て
、
訴
訟
経
済
に
反
し
、
矛
盾
判
決
の
危
険
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
一
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
三
条

は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
の
訴
訟
競
合
に
つ
い
て
、
最
初
に
訴
訟
が
係
属
し
た
裁
判
所
の
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
、
そ
れ
以
外
の
全
て

の
裁
判
所
は
訴
訟
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
初
に
訴
訟
が
係
属
し
た
裁
判
所
の
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
る
と
、
そ
れ
以
外
の
全
て
の
裁

判
所
は
管
轄
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
仕
組
み
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
の
訴
訟
競
合
を
可
及
的
に
排
斥
で
き
る

長
所
が
あ
る
反
面
、
後
訴
の
方
が
よ
り
適
切
な
法
廷
地
で
あ
っ
て
も
前
訴
が
後
訴
に
優
先
す
る（

142
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
第
二
一
条
に
お
い
て
は
債
務
不
存
在
確
認
訴
訟
が
給
付
請
求
訴
訟
と
同
一
事
件
で
あ
る
と
判
示
し
た（

143
）。

債

務
不
存
在
確
認
訴
訟
は
、
法
律
関
係
を
明
確
化
し
安
定
さ
せ
る
た
め
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
不
当
な
目
的
に
も
利
用
さ
れ
う
る
。

Italian Torpedo 

（
イ
タ
リ
ア
魚
雷
）
と
呼
ば
れ
る
訴
訟
戦
術
が
典
型
的
で
、
イ
タ
リ
ア
の
訴
訟
の
遅
延
が
深
刻
で
あ
る（

144
）こ

と
を
悪
用
し
、

イ
タ
リ
ア
で
債
務
不
存
在
確
認
訴
訟
を
提
起
す
れ
ば
、
た
と
え
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
が
管
轄
権
を
有
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
判
断
が
下
る

ま
で
に
長
期
間
を
要
す
る
の
で
、
債
務
者
は
そ
の
間
債
務
を
免
れ
た
り
、
相
手
方
を
疲
弊
さ
せ
て
和
解
を
有
利
に
進
め
た
り
で
き
る（

145
）。

イ
タ

リ
ア
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
を
適
切
に
適
用
す
れ
ば
、
い
ず
れ
管
轄
を
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
間
の
訴
訟
費
用
の

回
復
ま
で
命
じ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い（

146
）。

イ
タ
リ
ア
以
外
に
も
訴
訟
が
遅
い
締
約
国
・
加
盟
国（

147
）に

提
訴
す
る
こ
と
で
、
同
様
の
戦
術
が
可
能
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
あ
わ
よ
く
ば
前
訴
裁
判
所
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
適
用
を
誤
っ
て
管
轄
権
を
認
め
れ
ば
、
本
来
管
轄
権
が
あ
る

法
廷
地
で
の
訴
訟
を
阻
む
こ
と
も
で
き
る（

148
）。

　

と
こ
ろ
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、O

verseas U
nion Insurance L

td v N
ew

 H
am

pshire Insurance C
o

事
件（

149
）で

、
最
初
に

　
（
八
五
一
）
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訴
え
が
係
属
し
た
締
約
国
裁
判
所
の
管
轄
権
が
争
わ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
裁
判
所
の
管
轄
権
の
有
無
を
後
で
同
一
事
件
の
提
訴
を
受
け
た

締
約
国
裁
判
所
が
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
が
、
そ
の
際
、
後
で
提
訴
を
受
け
た
裁
判
所
が
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
特
に
第
一
六

条
の
下
で
、
専
属
管
轄
を
有
す
る
場
合
は
例
外
で
あ
る
と
し
た
。
第
一
六
条（

150
）は

、
前
述
し
た
と
お
り
、
い
く
つ
か
の
類
型
の
訴
訟
に
つ
き
専

属
管
轄
を
有
す
る
法
廷
地
を
定
め
て
い
る
が
、
専
属
管
轄
は
、
締
約
国
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
が
第
一
七
条
の
要
件
を
み
た
す
場

合
に
も
、
合
意
で
指
定
さ
れ
た
法
廷
地
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
例
外
が
、
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
に
も
認
め
ら
れ
る
の
か
が

議
論
さ
れ
て
き
た
。

ａ
．
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
（Gasser

事
件
）

　

こ
の
議
論
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
、E
rich G

asser G
m

bH
 v. M

isat Srl

事
件（

151
）で

あ
る
。G

asser

は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
会
社
で
、
イ
タ

リ
ア
の
会
社
で
あ
るM

isat

と
子
供
服
を
販
売
す
る
契
約
を
締
結
し
た
。
当
該
契
約
自
体
に
は
裁
判
管
轄
条
項
が
な
か
っ
た
も
の
の
、
送
り

状
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
の
管
轄
を
指
定
す
る
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
紛
争
が
発
生
し
、M

isat

は
イ
タ
リ
ア
で
訴
訟
を
提
起
し
、

契
約
は
解
除
さ
れ
た
の
で
契
約
の
違
反
は
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
の
後
、Gasser

は
管
轄
条
項
に
従
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
訴
訟
を
提
起
し
た
。

M
isat

は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
一
条
の
下
で
、
イ
タ
リ
ア
訴
訟
が
先
に
係
属
し
た
の
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
訴
訟
は
却
下
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。

　

そ
こ
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
、
本
論
考
と
の
関
連
で
は
以
下
の
二
問
に
つ
い
て
先
行
判
決
が
求
め

ら
れ
た
。
⑴
二
重
訴
訟
の
後
訴
が
提
起
さ
れ
た
締
約
国
裁
判
所
が
管
轄
合
意
に
よ
っ
て
専
属
管
轄
を
有
す
る
場
合
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の

第
二
一
条
の
例
外
と
し
て
、
前
訴
が
係
属
し
て
い
る
裁
判
所
が
管
轄
権
の
不
存
在
を
宣
言
す
る
の
を
待
た
ず
に
本
案
判
決
を
下
し
て
よ
い

か
、
⑵
第
二
一
条
の
規
定
は
、
前
訴
裁
判
所
が
不
合
理
に
長
期
間
を
か
け
て
審
理
し
て
い
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
の
か
、
の
二
問
で
あ
る
。

　
（
八
五
二
）
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第
一
問
に
つ
い
て
、
連
合
王
国
政
府
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
意
見
を
提
出
し
、
訴
訟
競
合
に
お
い
て
、
後
訴
が
提
起
さ
れ
た
裁
判

所
が
、
管
轄
合
意
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
後
訴
裁
判
所
が
管
轄
合
意
の
有
効
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
有
効
性
と

当
該
事
件
へ
の
適
用
可
能
性
を
肯
定
す
る
場
合
に
は
、
前
訴
裁
判
所
の
管
轄
判
断
を
待
た
ず
に
、
本
案
審
理
に
進
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
主
張
し
た
。
理
由
と
し
て
は
、
訴
訟
競
合
規
則
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
第
一
六
条
と
第
一
七
条
で
異
な
る
扱
い
を
す
る
理
由
は
な

い
こ
と
、
管
轄
合
意
は
、
法
的
安
定
性
・
予
測
可
能
性
に
寄
与
す
る
の
で
奨
励
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
管
轄
合
意
の
効
果
は
、
合
意
に
よ
っ
て

指
定
さ
れ
た
法
廷
地
の
法
を
適
用
し
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
が
適
切
に
判
断
で
き
る
立
場
に
あ
る
こ

と
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
矛
盾
判
決
の
危
険
を
避
け
る
た
め
、
前
訴
裁
判
所
は
、
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
て
い
る
後
訴
裁
判
所
が
自
ら
の
管
轄

権
を
判
断
す
る
ま
で
訴
訟
を
中
止
す
べ
き
こ
と
を
提
案
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
欧
州
委
員
会
（E

uropean C
om

m
ission

）
は
、
第
一
六
条
と
異
な
り
、
第
一
七
条
は
第
二
一
条
の
適
用
に
あ
た
っ
て
の

例
外
と
は
な
ら
な
い
と
の
意
見
を
提
出
し
た
。
理
由
と
し
て
は
、
第
一
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
専
属
管
轄
に
違
反
し
て
下
さ
れ
た
判
決
は

承
認
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る（

152
）た

め
、
第
一
六
条
が
例
外
と
さ
れ
る
の
は
根
拠
が
あ
る
の
に
対
し
、
第
一
七
条
に
違
反
し
て
下
さ
れ
た

判
決
は
管
轄
権
不
存
在
を
理
由
と
し
て
承
認
拒
否
で
き
る
と
は
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
専
属
管
轄
合
意
は
応
訴
に
よ
り
放
棄
で

き
る（

153
）こ

と
か
ら
、
第
一
六
条
と
第
一
七
条
を
区
別
す
る
意
味
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

　

L
éger

法
務
官
は
、
債
務
不
存
在
確
認
訴
訟
の
提
起
に
よ
り
第
二
一
条
の
規
則
が
濫
用
さ
れ
る
危
険
を
認
め
、
二
重
訴
訟
の
後
訴
が
提
起

さ
れ
た
締
約
国
裁
判
所
が
管
轄
合
意
に
よ
っ
て
専
属
管
轄
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
き
お
よ
そ
疑
い
が
な
い
場
合
に
は
、
第
二
一
条
の
例
外

と
し
て
、
前
訴
裁
判
所
が
管
轄
権
の
不
存
在
を
宣
言
す
る
の
を
待
た
ず
に
本
案
審
理
に
進
ん
で
も
よ
い
と
論
告
し
た
。
前
訴
裁
判
所
と
の
間

で
矛
盾
判
断
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
管
轄
合
意
の
方
式
の
有
効
性
は
第
一
七
条
に
規
定
さ
れ
た
要
件
の
み
に
よ
り
定

ま
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る（

154
）の

で
、
そ
の
お
そ
れ
は
限
定
的
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
前
訴
裁
判
所
が
、
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
た
後
訴
裁

　
（
八
五
三
）
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判
所
の
判
断
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
大
英
帝
国
政
府
の
提
案
に
は
賛
成
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
架
空
の
管
轄
合
意
の
存
在
を

主
張
し
て
そ
の
合
意
に
指
定
さ
れ
た
と
す
る
裁
判
所
に
提
訴
し
、
そ
の
裁
判
所
が
管
轄
を
拒
否
す
る
ま
で
手
続
を
遅
ら
せ
る
と
い
う
逆
の
パ

タ
ー
ン
の
訴
訟
遅
延
戦
術
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
の
意
見
や
論
告
の
検
討
を
踏
ま
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
訴
訟
競
合
に
お
い
て
後
訴
が
提
起
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
管
轄
合

意
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て
い
て
も
、
第
二
一
条
に
従
い
、
前
訴
が
係
属
し
て
い
る
裁
判
所
が
管
轄
権
の
不
存
在
を
宣
言
す
る
ま
で
訴
訟
を
中

止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
理
由
と
し
て
は
、
先
に
提
訴
を
受
け
た
裁
判
所
の
管
轄
権
の
有
無
の
判
断
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条

約
の
同
一
の
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
以
上
、
後
訴
裁
判
所
の
方
が
前
訴
裁
判
所
よ
り
も
適
切
に
で
き
る
立
場
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ

と
、
法
的
安
定
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
第
二
一
条
に
従
っ
て
、
ど
の
裁
判
所
が
判
断
権
を
有
す
る
か
明
確
に
す
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

挙
げ
た
。
第
二
一
条
の
規
定
が
訴
訟
遅
延
目
的
で
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
は
認
め
た
が
、
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
文
言

と
目
的
か
ら
導
か
れ
る
上
の
解
釈
に
変
更
を
迫
る
も
の
で
は
な
い
と
一
蹴
し
た
。

　

第
二
問
に
つ
い
て
は
、
連
合
王
国
政
府
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
第
二
一
条
は
、
公
正
な
裁
判
を
合
理
的
な
期
間
内
で
受
け
る
権
利
を

規
定
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
六
条
に
合
致
す
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
訴
訟
競
合
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ッ
セ

ル
ズ
条
約
上
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
の
審
理
を
妨
害
す
る
不
誠
実
な
目
的
で
前
訴
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
前
訴
裁
判
所
が
合
理
的
期
間
内

に
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
し
な
い
と
き
に
は
、
例
外
的
に
、
後
訴
裁
判
所
が
前
訴
裁
判
所
の
管
轄
権
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
べ
き

旨
主
張
し
た
。

　

し
か
し
、L

éger

法
務
官
は
、
第
二
一
条
は
、
前
訴
が
係
属
し
て
い
る
締
約
国
裁
判
所
の
手
続
が
一
般
的
に
不
合
理
に
長
期
間
を
要
す
る

場
合
で
も
、
例
外
扱
い
を
許
す
べ
き
で
な
い
と
論
告
し
た
。
理
由
は
、
前
訴
が
一
定
の
締
約
国
に
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
第
二
一
条
の
適
用

が
な
い
と
い
う
に
等
し
い
結
論
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
。

　
（
八
五
四
）
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
は
、
締
約
国
間
の
相
互
信
頼
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
第
二
一

条
は
、
前
訴
が
係
属
し
て
い
る
締
約
国
裁
判
所
の
手
続
が
一
般
に
過
度
に
長
期
間
を
要
す
る
場
合
で
も
、
例
外
を
認
め
な
い
と
判
示
し
た
。

ｂ
．
評
釈

　

本
判
決
の
結
果
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
同
一
事
件
に
つ
き
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
で
先

に
提
訴
さ
れ
た
後
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
提
訴
さ
れ
れ
ば
、
前
訴
裁
判
所
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
一
七
条
・
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
三
条

を
含
む
管
轄
規
則
を
適
用
し
て
自
ら
の
管
轄
権
の
有
無
を
決
め
る
ま
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
一
条
・
ブ

ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
七
条
に
従
っ
て
訴
訟
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
の
結
果
、
た

と
え
管
轄
合
意
が
あ
っ
て
も
、
第
二
一
条
の
訴
訟
競
合
規
定
の
濫
用
の
余
地
が
認
め
ら
れ
、
管
轄
合
意
が
無
視
さ
れ
る
危
険
は
現
実
の
も
の

と
な
っ
た（

155
）。

こ
の
問
題
の
根
源
は
、
訴
訟
競
合
に
対
す
る
硬
直
的
な
前
訴
優
先
の
処
理
を
定
め
る
第
二
一
条
に
あ
る
が（

156
）、G

asser

事
件
判
決

は
、
管
轄
合
意
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
そ
の
問
題
点
を
強
調
す
る
結
果
に
な
っ
た
。
今
後
は
、
管
轄
合
意
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
当
事
者
は
、

単
に
合
意
の
有
効
性
を
争
う
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
先
に
提
訴
す
る
戦
術
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

157
）。

そ
の

上
、
も
し
前
訴
裁
判
所
が
、
後
訴
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
に
も
か
か
わ
ら
ず
管
轄
権
を
肯
定
し
て
本
案
判
決
を
下
し
て
し
ま
え
ば
、

他
の
締
約
国
・
加
盟
国
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
上
、
管
轄
合
意
の
存
在
を
理
由
に
そ
の
判
決
の
承
認
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き

な
い（

158
）。

　

管
轄
合
意
は
商
事
取
引
で
確
実
性
と
予
見
可
能
性
を
得
る
た
め
に
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
洗
練
さ
れ
た
商
事
取
引
従
事
者
は
、
証
拠
開
示

の
程
度
な
ど
各
国
の
手
続
法
に
関
す
る
詳
細
な
調
査
に
基
づ
い
て
、
訴
訟
戦
術
上
有
利
に
立
つ
た
め
に
特
定
の
管
轄
を
合
意
し
た
り
、
反
対

に
、
直
感
や
経
験
に
基
づ
い
て
信
頼
で
き
な
い
と
感
じ
る
特
定
の
法
廷
地
を
避
け
る
た
め
に
専
属
管
轄
合
意
を
す
る（

159
）。

こ
の
よ
う
に
、
法
廷

　
（
八
五
五
）
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地
間
に
は
異
な
る
魅
力
が
あ
る
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
自
由
な
法
廷
地
選
択
を
認
め
る
の
が
第
一
七
条
の
趣
旨
で
あ
る（

160
）。

　

し
た
が
っ
て
、
管
轄
合
意
当
事
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
は
、
指
定
裁
判
所
が
、
他
の
法
廷
地
で
争
う
必
要
な
く
し
て
遅
延
な
く
専
属
管
轄

権
を
行
使
す
る
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る（

161
）。

そ
れ
が
、G

asser

事
件
判
決
の
結
果
、
た
と
え
管
轄
合
意
を
結
ん
で
い
て
も
、
紛
争
が
起
き
れ

ば
、
合
意
に
依
拠
し
た
い
当
事
者
は
そ
の
裁
判
所
に
先
に
提
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た（

162
）。

こ
れ
は
、
消
滅
時
効
の
援
用
が
重
要
な
防

御
方
法
と
な
っ
て
い
る
分
野
に
お
い
て
は
、
急
い
で
提
訴
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
防
御
方
法
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
意
味

す
る（

163
）。

し
た
が
っ
て
、
せ
っ
か
く
契
約
締
結
交
渉
に
お
い
て
管
轄
合
意
を
勝
ち
取
っ
て
も
、
合
意
に
全
幅
の
信
を
置
け
な
く
な
っ
て
し
ま

っ
た（

164
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
前
述
し
た
と
お
り
、
管
轄
合
意
の
存
在
に
よ
っ
て
管
轄
が
な
い
こ
と
が
明
白
な
法
廷
地
に
先
に
提
訴
す
る

遅
延
戦
術
の
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
解
釈
に
変
更
を
迫
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
一
蹴
し
た
。

合
意
の
確
実
性
を
重
視
す
る
大
英
帝
国
政
府
の
意
見
が
、
締
約
国
間
の
相
互
信
頼
と
い
う
制
度
上
の
建
前
を
重
視
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁

判
所
流
解
釈
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
イ
タ
リ
ア
の
訴
訟
制
度
が
完
全
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
、
こ
れ
は
、

締
約
国
間
の
友
好
関
係
を
保
つ
こ
と
を
訴
訟
当
事
者
に
と
っ
て
の
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
に
優
先
さ
せ
た
こ
と
に
な
る（

165
）。

信
頼
は
裏
切
ら
れ

な
い
と
い
う
前
提
を
貫
い
て
も
、
信
頼
が
裏
切
ら
れ
た
と
き
に
個
々
の
事
件
で
生
じ
る
実
務
上
の
問
題
は
解
決
さ
れ
な
い（

166
）。

第
二
一
条
の
解

釈
が
相
互
信
頼
と
い
う
純
粋
な
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
理
論
家
を
満
足
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
務
的
に
は
訴
訟
戦
術

の
お
そ
れ
が
大
き
く
法
的
安
定
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る（

167
）。

　

L
éger

法
務
官
は
、
前
述
の
と
お
り
、
濫
用
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
一
定
の
例
外
を
認
め
る
論
告
を
し
た
が
、
そ
れ
に
説
得
力
を
認

め
た
裁
判
官
が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
多
数
の
裁
判
官
（G

asser

事
件
で
は
一
三
人
）
が
合
議

す
る
が
、
全
員
一
致
の
原
則
を
と
っ
て
お
り
、
判
決
は
妥
協
の
産
物
で
あ
り
、
仕
事
量
の
多
さ
か
ら
し
ば
し
ば
最
大
公
約
数
的
な
も
の
と
な

　
（
八
五
六
）
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る
。
こ
の
点
、
各
裁
判
官
が
個
別
に
判
決
を
書
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
制
度
と
は
異
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
官
に
は
物
足
ら
な
く
感
じ
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る（

168
）。

　

全
て
の
締
約
国
が
最
善
を
目
指
し
て
機
能
す
る
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
と
っ
た
前
提
は
、
関
心
事
と
考
え
方
に
お
い
て
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所（

169
）と

の
違
い
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
連
合
王
国
が
後
に
Ｅ
Ｃ
の
条
約
に
加
盟
し
た
こ
と

を
理
由
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
示
し
た
こ
と
が
あ
り（

170
）、

同
様
の
論
理
で
い
け
ば
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
権
条
約
の
第
六
条
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
第
二
一
条（

171
）に

優
先
し
、
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
は
、
訴
訟
競
合
に
お
け
る
後

訴
裁
判
所
と
な
っ
て
も
、
合
理
的
な
ペ
ー
ス
で
審
理
を
進
め
る
義
務
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る（

172
）。

し
た
が
っ
て
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
義
務
に
従
い
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
従
わ
な
い
こ
と
が
で
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
裁
判
所
が
同
じ
立
場
に
置
か
れ
れ
ば
、
一
九
九
八
年H

um
an R

ights A
ct

に
従
い
、
第
二
一
条
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
反
し
て
い

る
と
宣
言
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る（

173
）。

　

世
界
的
に
見
て
、
ロ
ン
ド
ン
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
並
ん
で
、
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
国
際
取
引
の
紛
争
解
決
の

中
心
地
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
大
英
帝
国
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
締
約
国
に
な
っ
た
当
時
、Schlosser

レ
ポ
ー
ト
が
「
国
際
貿
易
に

お
い
て
大
英
帝
国
の
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
」、
第
一
七
条
の
規
定
の
重
要
性
が
増
し
た
と
書
い
て
い
る（

174
）こ

と

に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
の
人
気
の
理
由
に
は
、
国
際
取
引
に
精
通
し
た
優
秀
な
裁
判
官
と
効
率
的
な
訴
訟
手
続
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
英
語
と

い
う
世
界
共
通
語
と
紛
争
解
決
地
と
し
て
の
伝
統
に
対
す
る
信
頼
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
ロ
ン
ド
ン
の
シ
テ
ィ
ー
の
渉
外
弁
護
士
事
務
所

の
林
立
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
際
商
取
引
紛
争
の
解
決
は
重
要
な
サ
ー
ビ
ス
産
業
と
な
っ
て
い
る
お
り
、
そ
れ
を
支
え
る
合
意
管
轄
は

と
り
わ
け
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
重
要
視
さ
れ
る
管
轄
原
因
で
あ
る
。
一
九
八
二
年C

ivil Jurisdiction and Judgm
ents A

ct

の
第
三
二
条
一

項
に
よ
り
、
専
属
管
轄
合
意
や
仲
裁
合
意
に
反
し
て
下
さ
れ
た
外
国
判
決
や
仲
裁
判
断
の
承
認
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
拒
否
す
る
こ
と

　
（
八
五
七
）
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が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
も
、
管
轄
合
意
を
重
視
す
る
姿
勢
の
現
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・

加
盟
国
の
裁
判
所
の
判
決
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
管
轄
合
意
違
反
を
理
由
と
し
て
は
承
認
拒
否
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一

九
八
二
年C

ivil Jurisdiction and Judgm
ents A

ct

も
、
第
三
二
条
四
項
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟
国
か
ら
の

判
決
を
一
項
の
適
用
の
例
外
と
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
大
英
帝
国
に
と
っ
て
は
、
管
轄
合
意
に
つ
い
て
の
共
同
体
に
対
す
る
大
き
な
譲
歩

で
あ
る
が
、G

asser
事
件
判
決
に
よ
り
、
さ
ら
に
管
轄
合
意
の
重
要
性
が
弱
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
結
果
、
商
取
引
従
事
者
が
仲
裁
で
は
な
く
訴
訟
に
よ
っ
て
紛
争
を
解
決
す
る
意
欲
を
そ
が
れ
る
と
と
も
に（

175
）、

訴
訟
に
よ
る
解
決
を
志

向
す
る
と
き
に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
適
用
を
免
れ
る
た
め
に
、
ロ
ン
ド
ン
で
は
な
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
裁
判
所
に
管
轄
合
意

の
指
定
変
更
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
予
測
さ
れ
て
い
る（

176
）。

こ
れ
は
、ロ
ン
ド
ン
の
紛
争
解
決
産
業
に
と
っ
て
は
懸
念
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
大
英
帝
国
の
場
合
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
と
異
な
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
と
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
の
訴
訟
産

業
を
保
護
す
る
既
得
権
益
が
あ
り（

177
）、

こ
の
国
家
的
利
益
の
主
張
と
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
へ
の
忠
誠
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
見
解
も
一
部
で
主
張
さ
れ
て
い
る（

178
）。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
、
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
を
信
頼
す
る
こ
と
へ
の
警
戒
感
を
看
取
す
る
見
方
も
あ
る（

179
）。

管

轄
条
項
の
有
効
性
を
精
査
し
な
い
裁
判
所
を
指
定
し
た
上
で
、
そ
れ
を
一
方
的
に
契
約
に
し
の
び
こ
ま
せ
る
訴
訟
戦
術
が
考
え
ら
れ
う
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ロ
ン
ド
ン
の
訴
訟
産
業
の
保
護
を
既
得
権
益
と
し
て
自
覚
し
て
い
よ
う
と
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
、

一
方
当
事
者
に
不
意
打
ち
と
な
る
よ
う
な
管
轄
合
意
を
有
効
と
認
め
る
と
は
考
え
に
く
い
。
相
互
信
頼
と
管
轄
合
意
を
奨
励
す
る
ブ
ラ
ッ
セ

ル
ズ
条
約
・
規
則
の
制
度
下
で
、
管
轄
合
意
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
を
信
頼
で
き
な
い
理
由
は
な
い
は
ず
で
あ
る（

180
）。

　
（
八
五
八
）
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ｃ
．
管
轄
合
意
違
反
の
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令

　

G
asser

事
件
判
決
は
、
ロ
ン
ド
ン
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
が
多
い
た
め
に
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
だ
け
で

な
く
、
次
に
紹
介
す
る
訴
訟
差
止
命
令
に
つ
い
て
のC

ontinental B
ank v A

eakos C
om

pania N
aviera

事
件（

181
）の

判
決
を
覆
し
た
点
に
お

い
て
も
、
特
に
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
。

　

こ
の
事
件
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
銀
行
が
ギ
リ
シ
ャ
国
民
に
融
資
を
し
た
。
そ
の
融
資
契
約
は
、「
借
主
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
の
管

轄
に
服
す
る
こ
と
に
合
意
す
る
」
と
規
定
し
て
い
た
。
銀
行
か
ら
融
資
額
の
返
還
を
求
め
ら
れ
る
と
、
借
主
は
、
銀
行
に
対
し
て
、
ビ
ジ
ネ

ス
・
モ
ラ
ル
違
反
の
不
法
行
為
を
主
張
し
、
融
資
額
の
二
倍
の
損
害
賠
償
を
求
め
て
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
提
訴
し
た
。
そ
の
後
、
銀
行
は
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
融
資
額
の
返
還
請
求
を
す
る
と
と
も
に
、
ギ
リ
シ
ャ
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令
を
申
し
立
て
た
。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
控
訴
院
は
、
本
件
管
轄
合
意
が
専
属
管
轄
の
合
意
で
あ
る
と
認
め
、
さ
ら
に
、
契
約
に
も
と
づ
く
請
求
だ
け
で
な
く
不
法

行
為
請
求
を
も
対
象
と
す
る
合
意
で
あ
る
と
認
め
た
。
そ
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
裁
判
所
に
は
第
一
七
条
に
従
っ
て
管
轄
を
拒
否
す
る
様
子
が
な

か
っ
た
た
め
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
第
一
七
条
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
第
二
一

条
に
基
づ
い
て
訴
訟
を
中
止
す
る
必
要
は
な
い
と
し
た
。
こ
の
事
件
処
理
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
も
しG

asser

事
件
で
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で

な
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
第
二
一
条
を
根
拠
と
し
て
管
轄
を
否

定
せ
ず
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
し
て
い
た
だ
ろ
う（

182
）。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
規
則
の
下
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
に
反
し
て
訴
え
が
提
起
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
た

り
、
継
続
さ
れ
て
い
る
場
合
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
そ
の
訴
訟
の
提
起
や
継
続
を
や
め
る
よ
う
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で

き
る（

183
）。

管
轄
合
意
違
反
の
訴
訟
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
場
合
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
訴
訟
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
る
場
合
と
異
な

る
要
件
と
な
っ
て
お
り（

184
）、

訴
訟
差
止
命
令
は
、
稀
に
、
注
意
深
く
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
決
ま
り
文
句
は
こ
の
場
合
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い（

185
）。

　
（
八
五
九
）
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専
属
管
轄
合
意
違
反
の
訴
訟
を
提
起
・
継
続
す
る
こ
と
自
体
が
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
抑
圧
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る（

186
）。

し
た
が

っ
て
、
有
効
な
管
轄
合
意
の
違
反
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、
被
告
が
強
い
反
対
の
理
由
を
示
さ
な
い
限
り
、
訴
訟
差
止
命
令
は
通
常
発
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る（

187
）。

　

こ
の
よ
う
に
要
件
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
訴
訟
に
対
し
て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る

許
容
性
に
つ
い
て
も
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
訴
訟
の
場
合
と
、
管
轄
合
意
違
反
の
場
合
と
を
分
け
る
考
え
方
も
あ
り
う
る
。
す

る
と
、
管
轄
規
則
の
適
用
に
つ
い
て
締
約
国
・
加
盟
国
相
互
に
信
頼
し
あ
う
と
い
う
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
前
提
に
真
っ
向
か
ら
反

す
る
の
は
、
管
轄
合
意
違
反
を
理
由
と
す
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
み
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
る（

188
）。

し

か
し
、T

urner

事
件
判
決
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令
で
も
ブ
ラ

ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
反
す
る
と
宣
明
し
た
以
上
、
管
轄
合
意
違
反
の
場
合
は
な
お
さ
ら
反
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

G
asser

事
件
判
決
で
は
、
訴
訟
差
止
命
令
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
前
訴
が
係
属
し
て
い
る
裁
判
所
が
自
ら
の
管
轄
権
の
有
無
を
判
断
す

る
と
判
示
さ
れ
た
以
上
、
後
訴
裁
判
所
が
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る（

189
）。

　

し
た
が
っ
て
、G

asser

、T
urner

の
い
ず
れ
の
判
決
に
よ
っ
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
指
定
す
る
管
轄
合

意
に
反
し
て
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
提
訴
さ
れ
た
場
合
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
帰
結
に
な
る
。

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
・
規
則
の
下
で
あ
れ
ば
こ
そ
矛
盾
判
決
を
避
け
る
必
要
性
が
高
い
と
い
う
理
由
で
、
訴
訟
を
一
本
化
す
る
の
に
実
効
的

な
訴
訟
差
止
命
令
を
擁
護
す
る
見
解
も
あ
る
が（

190
）、

む
し
ろ
問
題
の
核
心
は
、
訴
訟
の
一
本
化
を
管
轄
合
意
に
指
定
さ
れ
た
後
訴
裁
判
所
が
す

る
の
か
、
あ
る
い
は
前
訴
裁
判
所
の
判
断
を
尊
重
す
る
の
か
で
あ
る
。
管
轄
合
意
に
つ
い
て
は
、
そ
の
有
効
性
、
適
用
範
囲
、
専
属
性
な
ど

の
点
に
お
い
て
、
裁
判
所
や
適
用
さ
れ
る
準
拠
法
に
よ
っ
て
判
断
が
異
な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
後
訴
が
提
起
さ
れ
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁

　
（
八
六
〇
）
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判
所
が
、
前
訴
の
係
属
す
る
裁
判
所
よ
り
も
先
に
こ
れ
ら
の
点
を
判
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
判
断
を
訴
訟
差
止
命
令
に
よ
っ
て
、
前
訴

裁
判
所
に
事
実
上
押
し
付
け
る
の
は
、
二
重
の
意
味
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
規
定
お
よ
び
そ
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る（

191
）。

こ
れ
に
対
し
、
管
轄
合
意
違
反
の
問
題
の
契
約
法
的
側
面
に
着
目
し
、
管
轄
合
意
違
反
の
場
合
に
訴
訟
差
止
命
令
を
禁
じ
る
の
は
、
締
約
国
・

加
盟
国
の
国
内
契
約
法
に
不
当
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る（

192
）。

　

こ
の
よ
う
に
理
論
的
に
は
見
方
が
分
か
れ
る
が
、A

eakos

事
件
で
控
訴
院
が
と
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
実
務
的
に
は
賢
明
で
説
得
力
が

あ
る
と
の
声
が
強
い（

193
）。

と
い
う
の
は
、
た
と
え
ギ
リ
シ
ャ
裁
判
所
が
い
ず
れ
は
第
一
七
条
に
従
っ
て
管
轄
を
拒
否
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
ま

で
に
は
相
当
の
期
間
を
要
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
支
払
遅
延
を
許
さ
な
い
唯
一
実
際
的
な
方
法
は
、
訴
訟
差
止
命
令
で
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、G

asser
判
決
、T

urner

判
決
に
よ
っ
て
締
約
国
・
加
盟
国
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令
の
可
能
性
が
消
え
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
国
際
商
取
引
従
事
者
は
歓
迎
し
な
い
と
思
わ
れ
る（

194
）。

専
属
管
轄
合
意
が
標
準
契
約
約
款
に
一
般
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
訴
訟
差
止
命
令
の
申
立
て
は
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
影
響
の
大
き
さ
は
直
ち
に
は
明
ら

か
で
な
い
と
も
言
わ
れ
る
が（

195
）、G

asser

事
件
判
決
に
よ
り
、
管
轄
合
意
が
あ
る
と
き
に
も
訴
訟
競
合
規
定
を
濫
用
す
る
余
地
が
残
さ
れ
た
の

で
、
訴
訟
差
止
命
令
の
ニ
ー
ズ
が
大
き
く
な
り
、
ま
た
そ
の
可
能
性
の
消
滅
が
惜
し
ま
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

実
際
、
管
轄
合
意
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
争
い
の
余
地
の
な
い
債
務
を
免
れ
よ
う
と
す
る
事
件
が
最
近
発
生
し
た
。
こ
の
事
件
で

は
、
ロ
ン
ド
ン
の
管
轄
合
意
を
含
む
融
資
契
約
の
一
方
当
事
者
で
あ
る
ド
イ
ツ
の
通
信
会
社
（P

rim
acom

）
が
、
融
資
の
返
済
を
停
止
し
、

利
子
が
高
す
ぎ
る
と
主
張
し
て
債
権
者
（JP

 M
organ E

urope
）
を
ド
イ
ツ
で
訴
え
た
。G

asser

事
件
判
決
に
従
う
と
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

裁
判
所
は
、
管
轄
合
意
の
指
定
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
差
止
命
令
を
出
せ
ず
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
の
判
断
を
待
た
ざ
る
を
え

な
い
。
債
権
者
の
訴
訟
代
理
人
は
、「
こ
の
不
当
な
戦
術
に
は
唖
然
と
さ
せ
ら
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
に
提
訴
が
さ
れ
る
よ
う
、
ド

イ
ツ
の
裁
判
所
は
正
し
く
判
断
す
る
と
信
じ
る
が
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
自
信
は
持
て
な
い
」、「
相
手
方
が
時
間
と
費
用
を
抑
え
る
た
め

　
（
八
六
一
）
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に
不
利
な
和
解
条
件
で
も
飲
ま
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
、
自
分
に
最
も
有
利
な
法
廷
地
で
素
早
く
提
訴
す
る
傾
向
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
」
と
語

っ
た
と
さ
れ
る（

196
）。

幸
い
こ
の
事
件
で
は
、
短
期
の
う
ち
に
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
が
、
管
轄
合
意
に
従
っ
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
提
訴
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
、
そ
れ
を
受
け
て
、
通
信
会
社
は
債
権
者
に
対
す
る
訴
え
を
取
下
げ
、
全
額
を
返
済
し
た（

197
）。

こ
の
よ
う
に
、
今
後
は
、

各
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
を
適
切
に
適
用
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
要
求
し
た
信
頼
に
応
え

る
か
を
注
視
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

ｄ
．
対
応
策

　

国
際
商
取
引
従
事
者
と
し
て
は
、
管
轄
合
意
を
無
視
し
て
相
手
方
が
提
訴
し
た
法
廷
地
の
裁
判
所
の
判
断
を
受
身
で
待
っ
て
い
る
だ
け
で

は
不
安
で
あ
ろ
う
か
ら
、
今
後
さ
ま
ざ
ま
な
対
応
策
が
模
索
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、
考
え
ら
れ
う
る
三
つ
の
方
策
を

検
討
す
る
。

ⅰ
．
管
轄
合
意
の
明
確
化

　

G
asser

事
件
判
決
で
管
轄
合
意
の
効
力
は
弱
め
ら
れ
た
が
、
管
轄
合
意
を
明
確
に
結
ぶ
必
要
性
は
む
し
ろ
高
ま
っ
た
と
言
え
る
。

　

第
一
七
条
は
、
有
効
な
方
式
に
則
っ
た
管
轄
合
意
と
し
て
様
々
な
形
態
を
定
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
書
面
に
よ
る
合
意
ま
た
は
書
面
で

証
明
さ
れ
た
合
意
（
ａ
号
）、
当
事
者
が
特
定
の
相
手
方
と
の
間
で
確
立
し
た
方
式
に
則
っ
た
合
意
（
ｂ
号
）、
当
該
国
際
商
取
引
従
事
者
に

よ
く
知
ら
れ
従
わ
れ
て
い
る
慣
例
で
、
か
つ
当
該
事
件
の
当
事
者
が
知
っ
て
い
る
か
知
っ
て
お
く
べ
き
慣
例
に
合
致
し
た
方
式
に
則
っ
た
合

意
（
ｃ
号
）
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
ｃ
号
の
要
件
は
多
く
の
解
釈
問
題
を
内
包
し
、C

astelletti

事
件（

198
）で

は
、
一
四
も
の
解
釈
問
題
に
つ
い

て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
先
行
判
決
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
問
題
を
避
け
る
た
め
に
は
、
最
も
明
確
な
ａ
号
要
件
に
従
う

　
（
八
六
二
）
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べ
き
で
あ
る
。

　

G
asser

事
件
で
有
効
な
管
轄
合
意
の
有
無
が
争
わ
れ
た
の
は
、
管
轄
合
意
が
契
約
自
体
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
送
り
状
に
挿
入
さ
れ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。
類
似
の
争
い
を
惹
起
す
る
の
は
、
書
式
の
戦
い
の
場
合
と
、
契
約
が
他
の
契
約
の
条
項
を
摂
取
し
て
い
る
場
合
で
あ
る（

199
）。

し
た
が
っ
て
、
管
轄
合
意
は
、
送
り
状
に
記
載
し
た
り
、
他
の
契
約
か
ら
摂
取
し
た
り
せ
ず
、
契
約
自
体
に
明
記
す
べ
き
で
あ
る（

200
）。

ⅱ
．
仲
裁
合
意

　

G
asser

事
件
は
、
裁
判
管
轄
合
意
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
仲
裁
合
意
に
つ
い
て
も
類
似
の
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド

を
仲
裁
地
と
す
る
仲
裁
合
意
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
で
提
訴
さ

れ
た
場
合
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

仲
裁
合
意
に
反
し
て
一
方
当
事
者
が
裁
判
所
に
提
訴
し
た
場
合
、
そ
の
法
廷
地
国
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約（

201
）の

締
約
国
で
あ
る
場
合
、
他
方

当
事
者
の
請
求
に
よ
り
、
当
該
裁
判
所
は
仲
裁
に
付
託
す
べ
き
こ
と
を
当
事
者
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

202
）。

例
え
ば
、
仲
裁
合
意
に
反
し

て
、
訴
訟
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
提
起
さ
れ
れ
ば
、
一
九
九
六
年A

rbitration A
ct

の
第
九
条
に
よ
り
、
訴
訟
は
中
止
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
を
仲
裁
地
と
す
る
仲
裁
合
意
に
反
し
て
、
外
国
に
提
訴
さ
れ
た
場
合
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約

に
従
い
当
該
外
国
裁
判
所
が
仲
裁
に
付
託
す
べ
き
こ
と
を
当
事
者
に
命
じ
る
の
を
待
た
ず
に
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
慣
行
が
あ
る（

203
）。

問

題
は
、G

asser

事
件
判
決
後
も
、
仲
裁
合
意
違
反
の
場
合
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
訴
訟
に
対
し
て
訴
訟
差

止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
で
あ
る
。

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
一
条
二
項
d
号
は
、
条
約
は
「
仲
裁
」
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定
す
る
が（

204
）、

こ
の
規
定
の
射
程
範
囲
は
明
確
で

は
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
る
と
、
保
全
処
分
に
つ
い
て
の
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
規
定（

205
）は

、
仲
裁
の
た
め
の
保
全
で

　
（
八
六
三
）
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あ
っ
て
も
適
用
さ
れ
る（

206
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
仲
裁
人
の
任
命
に
関
す
る
訴
訟
は
、
た
と
え
仲
裁
合
意
の
存
在
や
有
効
性
が
争
わ
れ
て
い
て
も
、

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
対
象
外
で
あ
る（

207
）。

し
た
が
っ
て
、
仲
裁
合
意
の
有
効
性
の
確
認
訴
訟
も
条
約
・
規
則
の
適
用
範
囲
外
で
あ
ろ
う
し
、

す
る
と
、
仲
裁
合
意
の
効
力
を
確
保
す
る
訴
訟
差
止
命
令
も
適
用
範
囲
外
で
あ
ろ
う
か
ら
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟

国
の
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る（

208
）。

他
方
、G

asser

事
件
判
決
で
、
締
約
国
・
加
盟

国
の
裁
判
所
が
自
ら
の
管
轄
権
を
判
断
す
る
こ
と
に
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
介
入
で
き
な
く
な
っ
た
以
上
、
そ
の
介
入
の
理

由
が
管
轄
合
意
違
反
か
仲
裁
合
意
違
反
か
で
異
な
る
扱
い
を
す
る
合
理
的
理
由
は
な
い
と
し
て（

209
）、

仲
裁
合
意
の
違
反
に
つ
い
て
も
訴
訟
差
止

命
令
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
も
で
き
る（

210
）。

さ
ら
に
、
折
衷
的
に
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
つ
つ
も
、

G
asser

やT
urner

事
件
判
決
を
考
慮
す
れ
ば
、
対
締
約
国
・
加
盟
国
で
は
、
そ
の
裁
判
所
の
判
断
を
よ
り
信
頼
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
訴

訟
差
止
命
令
の
発
令
に
一
層
の
慎
重
さ
を
要
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る（

211
）。

　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例
を
見
る
と
、
仲
裁
合
意
に
反
す
る
訴
訟
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
締
約
国
に
お
け
る
訴
訟
で
あ
っ
て
も
、
訴

訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
も
の
が
大
勢
で
あ
る（

212
）。

そ
の
う
ち
、G

asser

事
件
判
決
後
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
の
下
で
起

き
た
事
件
がT

hrough T
ransport M

utual Insurance A
ssociation 

（E
urasia

） L
td v N

ew
 India A

ssurance C
o L

td 

（T
he H

ari 

B
hum

）
事
件（

213
）

で
あ
る
。
貨
物
保
険
の
保
険
会
社
（
Ｎ
Ｉ
）
は
、
貨
物
の
損
傷
を
受
け
て
荷
主
に
保
険
金
を
支
払
い
、
運
送
人
（
Ｂ
Ｍ
Ｏ
）

に
対
す
る
損
害
賠
償
を
代
位
請
求
し
よ
う
と
し
た
が
、Ｂ
Ｍ
Ｏ
が
破
産
し
て
い
た
の
で
、そ
の
加
入
し
て
い
た
船
主
責
任
相
互
保
険
組
合
（
Ｔ

Ｔ
）
に
対
し
て
請
求
し
た
。
Ｂ
Ｍ
Ｏ
と
Ｔ
Ｔ
の
間
の
契
約
は
当
該
責
任
保
険
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
準
拠
法
と
し
、
紛
争
は
ロ
ン
ド
ン
で
の

仲
裁
に
付
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
た
。
ま
た
、
船
主
は
請
求
に
対
す
る
支
払
を
し
た
後
で
な
け
れ
ば
Ｔ
Ｔ
に
請
求
で
き
な
い
と
も
定

め
て
い
た
。
こ
れ
は
、‘pay to be paid ’ 

条
項
と
呼
ば
れ
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
船
主
責
任
相
互
保
険
組
合
の
保
険
契
約
に
は
よ
く
見
ら
れ

る
規
定
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
下
で
は
、
こ
の
条
項
は
有
効
で
あ
る
の
で
、
Ｂ
Ｍ
Ｏ
が
支
払
を
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
以
上
、
Ｎ
Ｉ

　
（
八
六
四
）
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は
Ｔ
Ｔ
に
請
求
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
法
に
よ
れ
ば
、‘pay to be paid ’ 

条
項
は
無
効
と
な
り
う
る
の
で
、
Ｎ
Ｉ
は

Ｔ
Ｔ
に
対
す
る
訴
訟
を
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
で
提
起
し
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
法
に
基
づ
く
請
求
を
し
た
。
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
不
法
行
為
地

と
し
て
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
五
条
三
項
に
基
づ
く
管
轄
権
を
認
め
、
さ
ら
に
、
Ｎ
Ｉ
は
Ｂ
Ｍ
Ｏ
と
Ｔ
Ｔ
と
の
間
の
責
任
保
険
契
約
の
当
事

者
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
仲
裁
合
意
に
も
拘
束
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
こ
で
、
Ｔ
Ｔ
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
仲
裁
開
始
を
申
し
立
て
、
さ

ら
に
Ｎ
Ｉ
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
訴
訟
を
や
め
さ
せ
る
よ
う
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
で
訴
訟
差
止
命
令
を
申
し
立
て
た
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
控
訴
院

は
、
仲
裁
手
続
違
反
の
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令
に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
は
適
用
さ
れ
な
い
の
で
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
権

限
が
あ
る
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
当
該
事
案
に
お
い
て
は
、
Ｎ
Ｉ
は
Ｔ
Ｔ
と
Ｂ
Ｍ
Ｏ
間
の
保
険
契
約
の
当
事
者
で
な
く
、
仲
裁
合
意
に
拘

束
さ
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
裁
量
を
行
使
し
た
結
果
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
し
た
原
審
の
判
断
を
破
棄
し
た
。
こ
の
事
件
の
後
に
起
こ
っ

たW
est T

ankers Inc v R
A

S R
iunione A

driatica di Sicurta 

（T
he F

ront C
om

or

）
事
件（

214
）で

も
、T

hrough T
ransport

事
件
判
決
に

従
い
、
仲
裁
合
意
に
反
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止
命
令
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
の
適
用
範
囲
外
で
あ
る
と
判
示
さ
れ
、

こ
の
事
件
で
は
、
裁
量
行
使
の
結
果
、
実
際
に
訴
訟
差
止
命
令
が
発
せ
ら
れ
た
。

　

で
は
、
仲
裁
合
意
違
反
に
反
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟
か
ら
判
決
が
下
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
承
認
を
拒
否
で
き
る
か
。
も
し
、
承
認
拒
否
で

き
な
け
れ
ば
、
訴
訟
差
止
命
令
の
必
要
性
が
高
ま
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
両
者
は
関
連
す
る
問
題
で
あ
る
。
仲
裁
合
意
違
反
で
下
さ
れ

た
判
決
は
、
一
般
に
、
一
九
八
二
年C

ivil Jurisdiction and Judgm
ents A

ct

の
第
三
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
、
承
認
を
拒
否
で
き
る
。

し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟
国
で
下
さ
れ
た
判
決
の
場
合
、
も
し
、
仲
裁
合
意
に
反
し
て
提
起
さ
れ
た
判
決
の

承
認
問
題
に
も
条
約
・
規
則
の
適
用
が
及
ぶ
の
な
ら
ば
、
第
三
二
条
一
項
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る（

215
）。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
ブ

ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
七
条
一
項
の
下
で
、
承
認
が
公
序
に
反
す
る
と
解
釈
し
て
承
認
を
拒
否
す
る
余
地
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
で
仲
裁
合
意
の
有
効
性
を
確
認
す
る
判
決
が
出
て
い
る
場
合
に
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
七
条
三
項（

216
）の

下
で
、
矛
盾
判
決
の
存
在
を

　
（
八
六
五
）
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理
由
と
し
て
承
認
を
拒
否
す
る
余
地
が
あ
る（

217
）。

　

以
上
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
仲
裁
合
意
違
反
の
場
合
の
方
が
、
管
轄
合
意
違
反
の
場
合
よ
り
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・

加
盟
国
の
訴
訟
に
対
し
て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
、
違
反
し
て
提
起
さ
れ
た
訴
訟

で
下
さ
れ
た
判
決
の
承
認
を
拒
否
で
き
る
と
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
今
後
は
、
管
轄
合
意
の
代
わ
り
に
仲
裁
条
項
を
用
い
る
こ

と
が
勧
め
ら
れ
て
い
る（

218
）。

そ
し
て
、
実
際
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
よ
り
も
、
ロ
ン
ド
ン
を
仲
裁
地
と
す
る
仲
裁
合

意
の
利
用
が
多
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
も
な
さ
れ
て
い
る（

219
）。

ⅲ
．
損
害
賠
償
請
求

　

G
asser

の
訴
訟
代
理
人
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
を
受
け
て
、
漫
然
と
イ
タ
リ
ア
裁
判
所
の
管
轄
判
断
を
待
つ
の
で
は
な
く
、

オ
ー
ス
ト
リ
ア
裁
判
所
で
管
轄
合
意
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
可
能
性
を
検
討
し
た
か
も
し
れ
な
い
。
同
じ
く
、
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
の
管
轄
合
意
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
で
訴
訟
提
起
さ
れ
た
場
合
、
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
裁
判
所
に
お
い
て
、
管
轄
合
意
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
問
題
と
な
る
。

　

相
手
方
の
管
轄
合
意
違
反
に
よ
り
、
本
案
の
審
理
を
引
き
延
ば
さ
れ
て
い
る
当
事
者
が
小
規
模
企
業
で
あ
る
場
合
な
ど
で
は
、
管
轄
合
意

違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
は
、
あ
ま
り
実
効
性
の
あ
る
救
済
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
る（

220
）。

し
か
し
、
損
害
賠
償
請
求
権
も
、
そ

れ
が
確
立
す
れ
ば
訴
訟
差
止
命
令
に
匹
敵
す
る
管
轄
合
意
違
反
の
抑
止
策
に
な
り
う
る（

221
）ば

か
り
か
、
む
し
ろ
、
名
宛
人
が
無
視
す
る
と
実
効

性
が
な
く
な
り
得
る
訴
訟
差
止
命
令
よ
り
も
実
効
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
以
下
に
検
討
す
るD

onohue v A
rm

co Inc

事
件（

222
）

で
示
さ
れ
た
と
お
り
、
複
数
当
事
者
訴
訟
に
お
い
て
、
合
意
当
事
者
以
外
の
者
に
管
轄
合
意
を
押
し
付
け
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て

請
求
を
併
合
す
る
利
益
と
管
轄
合
意
の
不
可
侵
性
と
を
両
立
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る（

223
）。

　
（
八
六
六
）
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管
轄
合
意
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
判
例
で
は
伝
統
的
に
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た（

224
）。

し
か
し
、
最
近
は
次
第

に
こ
れ
を
認
め
る
判
決
が
出
始
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
管
轄
合
意
違
反
で
提
起
さ
れ
た
外
国
訴
訟
で
被
っ
た
裁
判
費
用
に
つ
い
て
、
損
害
賠

償
請
求
を
認
め
た
事
件
にU

nion D
iscount C

o v Z
oller

事
件（

225
）が

あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
専
属
管
轄
合
意
に
反
し
た

訴
え
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
提
起
さ
れ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
裁
判
所
は
訴
え
を
却
下
し
た
が
、
訴
訟
費
用
の
賠
償
を
敗
訴
当
事
者
に
命
じ
る
訴

訟
上
の
権
限
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
勝
訴
当
事
者
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
管
轄
合
意
違
反
の
損
害
賠
償
請
求
を
し
、
控
訴
院
は
こ
れ
を
認
容

し
た（

226
）。

こ
の
事
件
の
事
案
は
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
の
に
理
論
的
困
難
が
少
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
訴
訟
費
用
に
つ
い
て
の
賠
償

請
求
で
あ
っ
た
の
で
、
損
害
額
の
算
定
が
困
難
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
管
轄
合
意
違
反
が
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
裁
判
所
が
管

轄
を
拒
否
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
と
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
裁
判
所
に
見
解
の
違
い
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
の
損
害
賠
償
請
求
の
認
容
は
、
ア
メ
リ
カ
判
決
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
改
善
し
た
と
さ
え
言
い
得
た（

227
）

事
案
で
あ
っ
た
。

　

本
案
に
つ
い
て
外
国
裁
判
所
が
認
め
た
請
求
額
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
認
め
た
で
あ
ろ
う
請
求
額
を
越
え
る
部
分
に
つ
い
て
、
損

害
賠
償
と
し
て
請
求
で
き
る
と
判
示
し
た
事
件
に
、D

onohue v A
rm

co Inc

事
件（

228
）が

あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
管
轄
合

意
に
反
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
提
訴
さ
れ
た
が
、
同
合
意
の
当
事
者
で
な
い
者
も
共
同
原
告
と
な
っ
て
い
た
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
貴
族

院
裁
判
所
は
訴
訟
差
止
命
令
の
申
立
て
を
棄
却
し
た
。
こ
の
判
断
を
得
る
た
め
の
訴
訟
戦
術
上
の
譲
歩
で
あ
っ
た
が
、
管
轄
合
意
に
違
反
し

て
い
る
当
事
者
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
認
め
ら
れ
な
い
請
求
原
因
で
ア
メ
リ
カ
で
勝
訴
し
た
場
合
に
は
、
契
約
違
反
の
損
害
賠
償
責
任
を

負
う
こ
と
を
認
め
、
貴
族
院
は
そ
れ
を
理
由
あ
り
と
し
て
認
め
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
案
は
、Z

oller

事
件
と
比
べ
て
、
理
論
的
に
困
難
な

問
題
を
惹
起
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
事
件
で
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
裁
判
所
は
管
轄
を
拒
否
せ
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

さ
ら
に
管
轄
合
意
の
違
反
当
事
者
を
本
案
で
勝
訴
さ
せ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
管
轄
合
意
違
反
に
対
す
る
損
害

　
（
八
六
七
）
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賠
償
請
求
を
認
め
る
と
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
裁
判
所
と
矛
盾
す
る
判
断
を
下
し
た
様
相
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
管
轄
合
意
違
反
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
判
例
が
出
始
め
て
い
る
の
で
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
少
な
く
と
も
管

轄
合
意
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
を
準
拠
法
と
す
る
場
合
に
は
、
訴
訟
差
止
命
令
の
代
替
策
と
し
て
、
担
保
の
提
供
を
求
め
た
上
で
、
損
害
賠
償

請
求
を
よ
り
積
極
的
に
認
め
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
も
あ
る（

229
）。

し
か
し
、
ま
だ
判
例
数
は
少
な
い
し（

230
）、

以
下
の
よ
う
に
未
解
決

の
問
題
点
が
多
い（

231
）。

　

ま
ず
、
管
轄
合
意
は
、
実
体
法
上
の
契
約
と
異
な
り
、
訴
訟
法
上
の
特
殊
な
合
意
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
違
反
に
つ
い
て
は
損
害
賠
償
の

責
任
が
生
じ
な
い
と
の
主
張
が
あ
り
う
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
に
区
別
す
る
根
拠
が
な
い
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る（

232
）。

ま
た
、
請
求
権
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
契
約
違
反
と
す
る
説（

233
）と

不
法
行
為
と
す
る
説（

234
）に

分
か
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
契
約
法
や
不
法

行
為
法
と
い
う
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
統
一
に
よ
っ
て
影
響
を
あ
ま
り
受
け
て
い
な
い
分
野
の
国
内
法
に
よ
っ
て
、
各
締
約
国
・
加
盟
国
が
損

害
賠
償
を
独
自
に
認
め
て
い
く
と
、
相
互
信
頼
を
促
進
し
よ
う
と
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
不
信
と
懐
疑
心
が

強
ま
っ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る（

235
）。

　

次
に
、
損
害
の
範
囲
と
し
て
は
、Z

oller

事
件
で
見
た
よ
う
に
、
裁
判
費
用
と
そ
の
遅
延
利
息
だ
け
な
ら
ば
比
較
的
算
定
が
簡
単
で
あ

る
が（

236
）、D

onohue v A
rm

co Inc

事
件
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
本
案
に
つ
い
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
認
め
た
で
あ
ろ
う
請
求
額
を
越

え
て
外
国
裁
判
所
が
認
め
た
請
求
額
を
損
害
と
し
て
、
そ
の
賠
償
責
任
を
認
め
る
の
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
断
を
覆
し
て
よ
い
か
と
い
う
難

問
に
立
ち
当
た
る（

237
）。

そ
の
判
断
は
、
当
該
外
国
裁
判
所
が
適
用
す
る
準
拠
法
の
下
で
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る（

238
）。

こ
の
よ
う
に
、

損
害
賠
償
請
求
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
外
国
裁
判
所
の
判
断
に
誤
り
が
あ
る
か
、
外
国
訴
訟
が
自
国
訴
訟
よ
り
遅
く
費
用
が
か
か
る
と

い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
で
、そ
れ
は
外
国
裁
判
所
に
評
価
を
下
す
こ
と
に
な
り
、相
互
信
頼
を
建
前
と
す
る
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・

規
則
の
下
で
は
特
に
難
し
い
。

　
（
八
六
八
）
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さ
ら
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
管
轄
合
意
に
反
す
る
訴
訟
が
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
お
い
て
係
属
中
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
管
轄
合
意
違

反
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
れ
ば
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
下
で
、
本
訴
と
の
競
合
訴
訟（

239
）ま

た
は
関
連
訴
訟（

240
）に

な

る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る（

241
）。

ま
た
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
判
決
を
下
し
た
後
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
損
害
賠
償
請
求
が
提
起

さ
れ
た
場
合
に
は
、
判
決
承
認
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
上
、
管
轄
合
意
の
違
反
は
、
他
の
締
約
国
・
加
盟

国
の
裁
判
所
の
本
案
判
決
の
承
認
を
拒
否
す
る
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
管
轄
合
意
違
反
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
認
容

す
る
の
は
、
矛
盾
す
る
判
決
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
容
す
る
た
め
に
は
、D

onohue v 

A
rm

co Inc

事
件
で
見
た
と
お
り
、
必
ず
し
も
外
国
裁
判
所
の
管
轄
権
が
な
い
と
認
定
す
る
必
要
は
な
く
、
単
に
当
事
者
が
合
意
に
反
し
て

外
国
裁
判
所
の
管
轄
を
利
用
し
た
と
認
定
す
れ
ば
よ
い
の
で
、
判
決
承
認
に
よ
っ
て
阻
ま
れ
な
い
と
解
す
る（

242
）こ

と
も
で
き
る
。

　

今
後
は
、
契
約
に
合
意
管
轄
条
項
だ
け
で
な
く
、
管
轄
合
意
違
反
の
損
害
賠
償
を
明
示
に
規
定
す
る
条
項
が
挿
入
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

す
る
と
、
将
来
の
事
件
は
、
単
純
な
管
轄
合
意
に
関
す
る
争
い
で
は
な
く
、
明
示
の
損
害
賠
償
条
項
に
関
す
る
争
い
に
な
る
か
も
し
れ
ず（

243
）、

明
示
の
条
項
に
効
力
を
与
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
ど
こ
で
提
訴
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
訴
訟
差
止
命
令
の

問
題
か
ら
、
将
来
は
、
ど
こ
で
提
訴
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
に
争
点
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る（

244
）。

ⅳ
．
保
全
処
分
と
し
て
の
支
払
命
令

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
一
条
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
三
一
条
に
よ
る
と
、
保
全
処
分
は
本
案
請
求
と
二
重
訴
訟
の
関
係
に
立
た
ず
、

本
案
訴
訟
の
係
属
し
て
い
る
締
約
国
・
加
盟
国
以
外
の
締
約
国
・
加
盟
国
裁
判
所
で
保
全
処
分
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
オ
ラ
ン
ダ

法
上
のkort geding

（
コ
ル
ト
・
ヘ
デ
ィ
ン
グ
）
と
呼
ば
れ
る
命
令
は
、
保
全
処
分
と
し
て
の
支
払
命
令
で
あ
り
、
本
案
請
求
の
訴
額
に

つ
い
て
も
申
し
立
て
ら
れ
る
が
、
申
立
人
に
本
案
訴
訟
を
提
起
す
る
義
務
は
な
く
、
多
く
の
場
合
は
本
案
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
。
ブ
ラ
ッ

　
（
八
六
九
）
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セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
上
、
本
案
の
管
轄
権
が
な
い
締
約
国
・
加
盟
国
裁
判
所
で
あ
っ
て
も
、
原
告
が
本
案
で
敗
訴
し
た
場
合
に
給
付
物
の
返

還
が
保
証
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
当
該
裁
判
所
の
管
轄
地
に
存
在
し
ま
た
は
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
被
告
の
財
産
の
み
を
対
象
と
す

る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、V

an U
den

事
件
（C

se C
-391/95 [1998] 

E
.C

.R
. I-6511

）
に
お
い
て
判
示
し
た
。
そ
こ
で
、
管
轄
合
意
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
締
約
国
・
加
盟
国
で
本
案
が
提
訴
さ
れ
た
場
合
、

kort geding

の
よ
う
な
支
払
命
令
を
得
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
救
済
の
遅
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
。

ｅ
．
ハ
ー
グ
合
意
管
轄
条
約

　

二
〇
〇
五
年
六
月
に
作
成
さ
れ
た
ハ
ー
グ
合
意
管
轄
条
約（

245
）の

下
で
は
、
訴
訟
競
合
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
た
裁

判
所
が
審
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（

246
）。

し
た
が
っ
て
、
管
轄
合
意
に
指
定
さ
れ
た
裁
判
所
が
、
み
ず
か
ら
管
轄
の
有
無
を
判
断
で
き
る
こ
と

に
な
る
。

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
は
、
裁
判
管
轄
お
よ
び
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
に
つ
い
て
は
、
非
加
盟
国
と
の
条
約
を
結
ぶ
専
属
管
轄
を
有
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ（

247
）、

共
同
体
が
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
の
条
約
を
締
結
す
る
と
、
加
盟
国
に
拘
束
力
が
及
ぶ
。
も
し
共
同
体
が
同
条
約
に

加
盟
し
た
場
合
、
管
轄
合
意
当
事
者
の
い
ず
れ
か
が
、
同
条
約
締
約
国
で
か
つ
共
同
体
加
盟
国
で
は
な
い
国
に
居
所
を
有
し
て
い
る
と
、
同

条
約
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
に
優
先
し
て
適
用
さ
れ
る（

248
）。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
も
し
日
本
に
居
住
す
る
者
と
ギ
リ
シ
ャ
に
居
住
す
る
者

と
が
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
を
結
ん
だ
場
合
、
た
と
え
ギ
リ
シ
ャ
居
住
者
が
ギ
リ
シ
ャ
に
提
訴
し
て
も
、
日
本
居
住

者
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
に
審
理
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
は
、G

asser

事
件
判
決
の
解
釈
に
従
う

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
と
は
、
異
な
る
結
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、
法
人
は
、
定
款
上
の
住
所
地
、
設
立
準
拠
法
所
属
国
、
中
心
的
な
経
営
地
、

主
た
る
営
業
所
所
在
地
の
い
ず
れ
に
も
居
所
を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る（

249
）の

で
、
ハ
ー
グ
合
意
管
轄
条
約
が
優
先
す
る
場
合
が
多
い
。
し
た
が

　
（
八
七
〇
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っ
て
、
こ
の
条
約
の
成
立
は
、
大
英
帝
国
に
と
っ
て
は
朗
報
で
あ
ろ
う
。

5
．
最
後
に

　

本
稿
で
検
討
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
の
持
つ
意
味
を
古
い
も
の
か
ら
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

ま
ず
、E

rich G
asser G

m
bH

 v M
ISA

T
 Srl

事
件
判
決
に
よ
る
と
、
同
一
事
件
が
、
管
轄
合
意
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ

条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟
国
に
先
に
提
訴
さ
れ
、
次
い
で
指
定
さ
れ
た
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
前

訴
裁
判
所
が
管
轄
権
の
有
無
の
判
断
に
不
合
理
に
時
間
を
か
け
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
判
断
が
出
る
ま
で
は
、
後
訴
裁
判
所
は
訴

訟
を
中
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

次
に
、T

urner v G
rovit 

事
件
判
決
に
よ
る
と
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
訴
訟
が
外
国
で
提
起
さ
れ
た
た
め
、
自
国
の
訴
訟

が
無
意
味
に
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
も
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
は
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。

　

最
後
に
、O

w
usu v. Jackson

事
件
判
決
に
よ
る
と
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
上
の
管
轄
権
が
あ
る
場
合
は
、
た
と
え
よ
り
適
切
な

法
廷
地
が
非
締
約
国
・
非
加
盟
国
に
あ
る
場
合
で
も
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
っ
て
訴
訟
を
中
止
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　

こ
れ
ら
を
更
に
簡
略
化
し
て
言
え
ば
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
下
で
は
、
管
轄
合
意
の
違
反
が
あ
っ
て
も
、
自
国
訴
訟
手
続
を
無

意
味
に
す
る
外
国
訴
訟
提
起
が
あ
っ
て
も
、
傍
観
視
せ
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
、
外
国
に
よ
り
適
切
な
法
廷
地
が
あ
っ
て
も
管
轄
権
を
行
使
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
全
体
像
を
表
す
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
見
方
に
お
い
て
強
調
さ
れ
た
問

　
（
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題
の
重
要
性
は
決
し
て
低
く
な
い（

250
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
解
釈
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
の
管
轄
規
則
の
統
一
と
そ
の
正
確
な
適

用
に
つ
い
て
の
相
互
信
頼
と
い
う
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
制
度
上
の
建
前
・
理
想
を
貫
く
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈
が
重
視
す

る
個
別
事
件
に
お
け
る
妥
当
性
を
犠
牲
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
務
で
は
、
管
轄
権
を
行
使
す
る
裁
判
所
が
決
ま
れ
ば
、
そ
れ
を
契
機
に

和
解
条
件
の
交
渉
に
進
む
こ
と
が
多
い
の
で
、
個
別
具
体
的
妥
当
性
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
訴
訟
差
止
命
令
に
し
て
も
管
轄
合
意
に
し
て
も
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈
は
、
ロ
ン
ド
ン
の
国
際
商
事
訴
訟
産
業
を
守

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
シ
ニ
カ
ル
に
見
る
立
場
も
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
人
や
個
人
だ
け
が
保
護
さ
れ

る
の
で
な
く
、
他
の
締
約
国
・
加
盟
国
の
法
人
や
個
人
も
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る（

251
）。

ま
た
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス

法
理
は
、
む
し
ろ
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
訴
訟
を
中
止
す
る
た
め
の
原
則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
判
例
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
既
得
権

対
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
の
利
益
と
い
う
構
図
で
説
明
し
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

管
轄
権
の
問
題
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
私
法
的
問
題
と
し
て
扱
う
の
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
こ
れ
を
公
法
的
に
分
析
す
る

こ
と
に
、
両
者
の
違
い
の
原
因
が
あ
る
と
す
る
見
方
も
あ
る（

252
）。

こ
の
論
者
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
管
轄
権
に
関
す
る
伝
統
規
則
の
多
く
は
、

実
体
私
法
の
原
則
で
説
明
で
き
る
と
す
る
。
例
え
ば
、
他
国
に
所
在
す
る
不
動
産
の
物
権
に
関
す
る
訴
訟
な
ど
の
一
部
の
例
外
を
除
き
、
管

轄
合
意
と
応
訴
が
管
轄
原
因
と
な
る
。
ま
た
、
外
国
裁
判
所
を
指
定
す
る
管
轄
合
意
が
あ
る
場
合
に
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
裁
量
に
よ

り
管
轄
を
拒
否
す
る
の
も
、
契
約
違
反
の
特
定
履
行
に
よ
る
救
済
が
裁
量
に
よ
る
こ
と
と
軌
を
一
に
す
る
。
さ
ら
に
、
管
轄
合
意
違
反
に
対

す
る
訴
訟
差
止
命
令
は
、
契
約
違
反
に
対
す
る
救
済
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
訴
訟
に
対
す
る
訴
訟
差
止

命
令
は
、
不
法
行
為
に
対
す
る
救
済
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
管
轄
権
の
問
題
を
当
事
者
の
権
利
の
言

葉
で
表
現
す
る
と
指
摘
す
る
。「
被
告
は
住
所
地
国
で
応
訴
す
る
権
利
が
あ
る
」
と
か
、「
管
轄
合
意
は
、
原
告
に
当
該
管
轄
を
行
使
す
る
権

利
を
与
え
、
被
告
に
他
の
法
廷
地
で
の
訴
え
に
反
対
す
る
権
利
を
与
え
る
」
と
か
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
管
轄
権
の
問
題
を
権
利
・
義
務
の

　
（
八
七
二
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問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
が
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
法
廷
地
と
し
て
の
魅
力
と
な
っ
て
い
る
と
言
う
。
こ
れ
に
対
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所

は
、
条
約
・
規
則
は
各
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
へ
の
指
示
と
見
て
、
当
事
者
の
権
利
・
義
務
の
言
葉
は
使
わ
な
い
。
こ
れ
が
、
管
轄
合

意
や
訴
訟
差
止
命
令
に
つ
い
て
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
見
解
の
相
違
の
底
流
に
あ
る
と
説
明
す
る
。
管
轄
規
則
を

当
事
者
の
権
利
・
義
務
の
形
で
表
現
す
る
の
は
、
慣
習
や
言
葉
使
い
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
通
し
て
、
個
別
事
件
に

お
け
る
当
事
者
間
の
公
平
・
正
義
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
る
間
接
的
効
果
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
は
そ
も
そ
も
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
の
法
律
家
に
よ
り
立
案
さ
れ
た
た
め
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の

見
解
の
相
違
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
対
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
と
い
う
構
図
で
扱
う
見
方
も
あ
る（

253
）。

シ
ビ
ル
・
ロ
ー
諸
国
の
法
制
度
も
多
様
で
あ
り
、
ブ

ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
内
容
を
一
概
に
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
と
同
一
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る（

254
）。

し
か
し
、
制
定
法
の
解
釈
手
法
の
違

い
は
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
諸
国
の
裁
判
所
は
、
類
推
適
用
や
準
用
な
ど
の
手
法
に
よ
っ
て
拡
張
的
に
制
定
法
を
解

釈
す
る
こ
と
が
多
く
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
も
文
言
解
釈
よ
り
も
目
的
論
的
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
も
概

念
的
に
は
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
の
裁
判
所
は
、
個
別
事
件
で
の
具
体
的
妥
当
性
を
確
保
す
る
の
に
必
要
な
ら

ば
、
制
定
法
の
適
用
範
囲
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
傾
向
に
あ
る
の
で
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
解
釈
に
お
い
て
も
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁

判
所
は
と
き
に
そ
う
し
た
傾
向
を
示
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
検
討
し
た
三
判
例
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
で
の
管
轄
規
則
の
統
一
と
そ
の
正
確
な
適
用

に
つ
い
て
の
相
互
信
頼
と
い
う
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
制
度
的
建
前
・
理
想
を
貫
く
た
め
に
、
個
別
具
体
的
妥
当
性
を
犠
牲
に
し
て

い
る
。
私
人
の
手
続
法
上
の
権
利
が
、
加
盟
国
間
の
相
互
信
頼
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
見
返
り
に
法
的
予
測
可
能
性
や
法
的
安
定
性
を
獲
得
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
不
当
な
外
国
訴
訟
提
起
に
対
し
て
手
近
な
国
内

裁
判
所
か
ら
訴
訟
差
止
命
令
を
得
る
途
が
閉
ざ
さ
れ
、
管
轄
合
意
に
指
定
し
た
裁
判
所
に
提
訴
し
て
も
前
訴
裁
判
所
の
管
轄
判
断
が
出
る
ま

　
（
八
七
三
）
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四
三
四

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

で
訴
訟
が
中
止
さ
れ
て
傍
観
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
現
実
世
界
の
訴
訟
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
法
的
予
測
可
能
性
や
法
的
安
定
性
は
か
え

っ
て
損
な
わ
れ
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
原
因
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
間
の
相
互
信
頼
と
い
う
理
想
世
界
の
概
念
に
無
理
と
擬

制
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
も
し
各
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
信
頼
に
応
え
る
べ
く
行
為
す
れ
ば
、
管
轄
合
意
に
反
し
て
提
起

さ
れ
た
訴
訟
の
管
轄
は
速
や
か
に
拒
否
さ
れ
、
被
告
を
困
惑
さ
せ
た
り
抑
圧
す
る
訴
え
は
国
内
法
に
従
っ
て
却
下
さ
れ
る
で
あ
ろ
う（

255
）。

し
か

し
、
現
実
に
は
、
全
幅
の
信
頼
に
耐
え
ら
れ
る
か
疑
わ
し
い
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
も
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
に
Ｅ
Ｕ
に
新
た
に
加
盟
し

た
一
〇
カ
国
の
う
ち
七
カ
国
の
裁
判
制
度
に
つ
い
て
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
は
二
〇
〇
三
年
に
報
告
書
を
出
し
、
裁
判
遅
延
、
国
民
の
司
法
制
度
へ

の
信
頼
感
、
お
よ
び
司
法
腐
敗
に
つ
い
て
の
問
題
点
を
指
摘
し
た（

256
）。

ま
た
、
欧
州
評
議
会
人
権
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
が
二
〇
〇
四
年
に
出
し
た

報
告
書
も
、
裁
判
遅
延
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
、
マ
ル
タ
を
中
心
に
、
新
加
盟
国
に
広
く
見
ら
れ
る
問
題
で
あ
る
と
し
、

裁
判
遅
延
が
事
実
上
の
裁
判
拒
否
に
な
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

257
）。

さ
ら
に
、
新
加
盟
国
の
全
て
の
裁
判
所
と
法
律
家
が
た
だ

ち
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
を
理
解
し
て
適
切
に
適
用
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
も
非
現
実
的
で
あ
る（

258
）。

拡
大
前
の
一
五
カ
国
に
つ
い
て
も
、

前
述
し
た
イ
タ
リ
ア
・
ス
ペ
イ
ン
な
ど
裁
判
制
度
に
顕
著
な
問
題
を
抱
え
た
国
は
あ
り
、
新
加
盟
国
と
異
な
り
改
革
の
機
運
も
強
く
な
い（

259
）。

K
obler v. A

ustrian R
epublic

事
件（

260
）で

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
は
、
最
上
級
審
裁
判
所
の
判
決
が
Ｅ
Ｕ
法
違
反
と
な
る
場
合
、
違
反

さ
れ
た
規
則
が
個
人
に
権
利
を
与
え
る
こ
と
を
意
図
し
、
違
反
が
充
分
に
重
大
で
、
違
反
と
被
害
者
の
損
害
に
直
接
の
因
果
関
係
が
あ
る
な

ら
ば
、
そ
の
加
盟
国
は
損
害
賠
償
の
責
を
負
う
と
判
示
し
た
。
そ
こ
で
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
が
、
信
頼
に
背
い
て
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル

ズ
条
約
・
規
則
を
適
切
に
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
、
被
害
を
受
け
た
当
事
者
か
ら
同
締
約
国
・
加
盟
国
に
対
す
る
Ｅ
Ｕ
法
違
反
に
つ
い
て
の

損
害
賠
償
請
求
の
可
能
性
が
あ
る（

261
）。

し
か
し
、
現
実
に
は
、
そ
の
要
件
を
満
た
す
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
の
施
行
に
あ
た
っ
て
、
大
英
帝
国
と
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
か
否
か
の
選
択
権
を
有
し
て
い
た
が（

262
）、

適
用
を
受
け
る
選
択
を
し
た
。
今
後
、
本
稿
で
検
討
し
た
三
判
例
と
類
似
の
事
件
処
理
に
あ
た
っ
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
解
釈

　
（
八
七
四
）
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志
社
法
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に
従
う
義
務
を
負
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
や
訴
訟
当
事
者
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
よ
う
な
対
応
策
を
模
索
し
つ
つ
、
締
約
国
・
加
盟
国

の
裁
判
所
が
信
頼
さ
れ
る
に
足
る
条
約
・
規
則
の
適
用
を
す
る
か
注
視
し
て
い
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
1
）　

本
稿
の
一
部
は
、
同
志
社
大
学
東
京
講
座
（
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
九
日
、
於
同
志
社
大
学
東
京
オ
フ
ィ
ス
）
で
の
講
演
に
使
用
し
た
。

（
2
）　

O
J L

 12 
（2001

）. 

正
式
名
は
、
英
文
で
は
、C

ouncil R
egulation N

o 44/2001 of 22 D
ecem

ber 2000 on Jurisdiction and the R
ecognition and 

E
nforcem

ent of Judgm
ents in C

ivil and C
om

m
ercial M

atters

（
民
事
及
び
商
事
事
件
に
お
け
る
裁
判
管
轄
お
よ
び
裁
判
の
承
認
・
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇

〇
年
一
二
月
二
二
日
理
事
会
規
則
）。C

ouncil R
egulation N

o.2201/2003 of 27 N
ovem

ber 2003 concerning Jurisdiction and the R
ecognition and 

E
nforcem

ent of Judgm
ents in M

atrim
onial M

atters and the M
atters of P

arental R
esponsibility

（
婚
姻
及
び
親
の
責
任
に
つ
い
て
の
裁
判
管
轄
お
よ

び
裁
判
の
承
認
・
執
行
に
関
す
る
二
〇
〇
三
年
一
一
月
二
七
日
理
事
会
規
則
）（
通
称
「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
Ⅱ
規
則
」）
と
区
別
し
て
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
Ⅰ
規
則
と
呼
ぶ

こ
と
も
あ
る
。

（
3
）　

民
事
及
び
商
事
に
関
す
る
裁
判
管
轄
・
判
決
執
行
に
関
す
る
条
約
（C

onvention 
on 

Jurisdiction 
and 

the 
E

nforcem
ent 

of 
Judgm

ents 
in 

C
ivil 

and 

C
om

m
ercial M

atters

）。
署
名
地
に
ち
な
ん
で
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（
4
）　

条
約
は
批
准
手
続
が
必
要
で
あ
る
た
め
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
各
改
正
版
に
、
各
締
約
国
が
個
別
に
批
准
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
全
締
約
国
が

条
約
の
最
新
版
に
批
准
す
る
ま
で
相
当
の
年
月
を
要
し
、そ
の
間
は
締
約
国
間
で
異
な
る
版
の
条
約
が
効
力
を
有
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、

理
事
会
規
則
は
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
直
接
に
効
力
を
有
す
る
の
で
、
全
加
盟
国
で
同
時
に
か
つ
速
や
か
に
発
効
し
、
加
盟
国
間
で
の
統
一
も
促
進
さ
れ
た
。

（
5
）　

デ
ン
マ
ー
ク
を
除
く
。
デ
ン
マ
ー
ク
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
条
約
（E

C
 

T
reaty

）
の
第
四
編
（T

itle 
IV

）
に
関
す
る
特
別
措
置
を
根
拠
に
、
こ
の
理
事
会
規

則
に
加
わ
ら
な
い
決
定
を
し
た
（
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
条
約
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
条
約
に
付
属
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
立
場
に
関
す
る
議
定
書
参
照
）
た
め
、
デ
ン
マ
ー
ク
と
の

関
係
で
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
が
ひ
き
つ
づ
き
適
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
一
九
日
に
、
デ
ン
マ
ー
ク
は
理
事
会
規
則
に
加
わ
る
こ
と
を
Ｅ

Ｃ
と
の
間
で
合
意
し
た
（A

greem
ent betw

een the E
uropean C

om
m

unity and the K
ingdom

 of D
enm

ark on jurisdiction and the recognition and 

enforcem
ent of judgm

ents in civil and com
m

ercial m
atters, O

fficial Journal 2005/L
 299/62

）。
こ
の
合
意
の
発
効
時
期
は
、
批
准
手
続
が
済
ん
だ
こ
と

の
通
知
が
あ
っ
て
か
ら
六
ヶ
月
後
と
な
っ
て
い
る
（
一
二
条
）。

（
6
）　

前
文
第
一
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

　
（
八
七
五
）
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（
7
）　1988 L

ugano C
onvention on Jurisdiction and the E

nforcem
ent of Judgm

ents in C
ivil and C

om
m

ercial M
atters.

（
8
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
つ
い
て
は
、
そ
の
条
約
と
い
う
法
形
式
上
、「
締
約
国
」
と
い
う
語
を
用
い
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
に
直
接

に
効
力
を
有
す
る
の
で
、「
加
盟
国
」
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
と
の
関
係
で
は
、
両
者
に
実
質
的
違
い
は
な
い
。
デ
ン
マ
ー
ク
が
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ

規
則
に
加
入
し
た
後
は
、「
締
約
国
」
と
い
う
語
を
用
い
る
必
要
は
な
く
な
る
。

（
9
）　

本
稿
で
は
、
連
合
王
国
の
う
ち
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
両
法
域
を
指
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
10
）　

http://w
w

w
.dca.gov.uk/civil/procrules_fin/contents/parts/part06.htm

#rule6_20

（
11
）　

そ
れ
以
前
の
状
況
は
、
わ
が
国
で
も
岡
野
祐
子
「
ブ
ラ
ッ
セ
ル
条
約
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
」（
二
〇
〇
二
年
、
大
阪
大
学
出
版
会
）
な
ど
に
よ
っ
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

（
12
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
（E

uropean 
C

ourt 
of 

Justice

）
は
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
の
求
め
に
応
じ
、
条
約
・
理
事
会
規
則
の
規
定
の
解
釈
・
適
用

に
つ
い
て
先
行
判
決
（prelim

inary 
ruling

）
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
つ
き
、P

rotocol 
on 

the 
interpretation 

of 
the 

1968 

C
onvention by the C

ourt of Justice 
（O

fficial Journal 98/C
 27/01

）
参
照
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
に
つ
き
、
二
〇
〇
三
年
施
行
版
の
Ｅ
Ｃ
条
約
（
Ｅ
Ｕ
条
約

お
よ
びN

ice

条
約
と
の
統
合
版
、C

onsolidated 
V

ersions 
of 

the 
T

reaty 
on 

E
uropean 

U
nion 

and 
of 

the 
T

reaty 
E

stablishing 
the 

E
uropean 

C
om

m
unity

）（2002/C
 325/1

）
第
二
三
四
条
参
照
。

（
13
）　

C
ase C

‒116/02 

﹇2003

﹈ E
C

R
 I

‒14693.

（
14
）　

C
ase C

‒159/02 

﹇2004

﹈ E
C

R
 I

‒3565.

（
15
）　

C
ase C

‒281/02 

﹇2005

﹈ E
C

R
 I

‒1383.

（
16
）　

文
献
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
発
行
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
も
参
照
す
る
。

（
17
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
前
文
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
前
文
第
二
、
一
六
、
一
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
参
照
。

（
18
）　

当
事
者
や
証
人
の
住
居
所
や 

準
拠
法
な
ど
を
考
慮
す
る
。

（
19
）　

Spiliada M
aritim

e C
orporation v. C

ansulex L
td. 

﹇1987

﹈ A
.C

. 460. 
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
（con

ven
ien

s

、ラ
テ
ン
語
）
は
、単
な
る
便
利
さ
（convenience

）

だ
け
で
な
く
、
よ
り
広
い
適
切
さ
を
示
す
概
念
で
あ
る 

（Spiliada

事
件
判
決
四
七
四
頁
参
照
）。

（
20
）　

第
三
条
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
三
条
お
よ
び
附
則
Ⅰ
）
に
よ
り
、
各
国
の
伝
統
規
則
の
下
で
の
管
轄
原
因
の
う
ち
、
過
剰
管
轄
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
列
挙
し
、

そ
れ
ら
は
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
適
用
範
囲
内
の
事
件
で
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。

　
（
八
七
六
）



ブ
ラ
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ズ
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四
三
七

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

（
21
）　

第
一
七
条
二
項
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
三
条
三
項
）
に
よ
り
、
締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
を
有
し
な
い
当
事
者
間
の
管
轄
合
意
で
指
定
さ
れ
た
締
約
国
・
加

盟
国
の
裁
判
所
は
、
裁
量
に
よ
っ
て
管
轄
を
拒
否
で
き
る
。
ま
た
、
第
二
二
条
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
八
条
）
に
よ
り
、
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
は
、
他

の
締
約
国
・
加
盟
国
の
裁
判
所
に
関
連
訴
訟
が
継
続
し
て
い
る
場
合
、
裁
量
に
よ
っ
て
、
訴
訟
を
中
止
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
管
轄
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
22
）　

O
w

usu 

事
件 L

éger 

法
務
官
意
見
の
脚
注
一
一
六
に
よ
る
と
、
オ
ラ
ン
ダ
に
限
ら
れ
た
形
で
存
在
す
る
。

（
23
）　

こ
の
違
い
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
裁
判
官
に
対
す
る
民
衆
の
信
頼
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
あ
っ
た
た
め
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ

ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
が
大
し
た
支
障
な
く
発
展
し
た
の
に
対
し
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、“D

ieu nous garde de l ’équité des P
arlem

ents ”

（「
パ
ル
ル
マ
ン
（
司
法
府
で

あ
る
高
等
法
院
）
に
よ
る
法
律
の
条
文
に
と
ら
わ
れ
な
い
裁
き
か
ら
我
々
を
守
り
給
え
」）
と
い
う
格
言
に
従
い
、
管
轄
権
に
つ
い
て
裁
判
所
を
拘
束
す
る
方
が
よ

い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
（F

aw
cett

編, D
eclining Jurisdiction 

（
一
九
九
五
年
、O

xford U
niversity P

ress

）
所
収G

audem
et-

T
allon

執
筆
担
当
部
分
一
七
七
頁
）。

（
24
）　

Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
中
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
諸
国
は
、
大
英
帝
国
（
但
し
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
の
影
響
も
大
き
い
）、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
、
マ
ル
タ

も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
影
響
が
強
い
。
そ
の
他
の
加
盟
国
は
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
諸
国
に
分
類
さ
れ
る
。

（
25
）　

こ
の
短
所
に
対
応
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、
裁
量
行
使
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
第
一
審
裁
判
所
の
判
断
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
上
級
審
裁
判
所
が
覆
す
の
は
、

裁
量
行
使
が
明
ら
か
に
不
合
理
な
場
合
か
明
ら
か
に
誤
っ
た
法
理
に
よ
っ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
被
告
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン

ス
法
理
の
発
動
を
主
張
し
て
時
間
と
費
用
の
浪
費
を
惹
き
起
こ
し
た
場
合
、
損
害
賠
償
の
責
を
負
う
と
す
る
考
え
が
あ
る
（B

riggs 
and 

R
ees, 

C
ivil 

Ju
risd

iction
 a

n
d

 Ju
d

gm
en

ts 

（
第
三
版
、
二
〇
〇
二
年
、
Ｌ
Ｌ
Ｐ
）
二
二
〇
頁
）。

（
26
）　

O
fficial 

Journal 1979/C
 59/71

、
第
七
七
・
七
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
。
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
新
締
約
国
が
あ
る
度
に
作
成
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
レ
ポ
ー
ト
は
、
ブ

ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
解
釈
の
際
に
、
状
況
に
応
じ
て
適
切
な
ウ
ェ
イ
ト
を
か
け
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
九
八
二
年C

ivil Jurisdiction and Judgm
ents 

A
ct 

第
三
条
三
項
参
照
）。

（
27
）　

例
え
ば
、
ル
ガ
ー
ノ
条
約
に
関
し
て
、A

iglon v G
au Shan

事
件
﹇1993

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep 164

。

（
28
）　

普
通
裁
判
籍
を
定
め
る
第
二
条
。

（
29
）　

特
別
裁
判
籍
を
定
め
る
第
五
条
な
ど
。

（
30
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
四
条
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
も
同
じ
）。

（
31
）　

H
arrods

事
件
で
も
、D

illon 

裁
判
官
お
よ
びB

ingham
 

裁
判
官
が Schlosser

レ
ポ
ー
ト
は
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
な
い
と
考
え
た
（﹇1992

﹈ C
h 72

、
九
六
・

　
（
八
七
七
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
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ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
三
八

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

一
〇
一
頁
）。

（
32
）　

S &
 W

 B
erisford plc v. N

ew
 H

am
pshire Insurance 

﹇1990

﹈ 2 Q
.B

. 631; A
rkw

right M
utual Insurance C

o. v. B
ryanston Insurance C

o. L
td. 

﹇1990

﹈ 

2 Q
B

 649.

（
33
）　
﹇1992

﹈ C
h 72 

（C
A

）.

（
34
）　

L
adenim

or SA
 v. Intercom

finanz SA
 

（C

‒314/92 O
fficial Journal 1992/C

 219

）（
事
件
簿
か
ら
消
去
（O

fficial Journal 1994/C
 103/9

））.

（
35
）　

H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 933, 936.

（
36
）　

Ibid
.

（
37
）　

第
六
〇
条
に
法
人
の
住
所
の
定
義
規
定
が
導
入
さ
れ
た
。

（
38
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
下
で
は
、
法
人
の
住
所
の
定
義
は
各
加
盟
国
の
国
際
私
法
規
則
に
よ
っ
て
決
ま
る
（
第
五
三
条
一
項
）。

（
39
）　

P
eel, “F

orum
 non conveniens and E

uropean ideals ” 

﹇2005

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 363, 373.

（
40
）　

第
五
三
条
一
項
。

（
41
）　

一
九
八
二
年C

ivil Jurisdiction and Judgm
ents A

ct

第
四
二
条
。

（
42
）　

第
六
〇
条
。

（
43
）　

大
英
帝
国
で
は
、
会
社
の
登
録
事
務
所
（registered office

）
が
こ
れ
に
あ
た
る
（
二
項
）。

（
44
）　

P
eel, “F

orum
 non conveniens and E

uropean ideals ” 2005 L
loyd ’s M

aritim
e and C

om
m

ercial L
aw

 Q
uarterly 3

（A
ug

）, 363, 371.

（
45
）　

二
〇
〇
三
年
施
行
版
の
Ｅ
Ｃ
条
約
（
Ｅ
Ｕ
条
約
お
よ
びN

ice
条
約
と
の
統
合
版
）（2002/C

 325/1

）
で
は
第
二
九
三
条
。

（
46
）　

F
entim

an, “E
nglish dom

icile and the staying of actions ” 
（2005

） 64 C
am

bridge L
aw

 Journal 303, 304; P
eel, “F

orum
 non conveniens and 

E
uropean ideals ” 2005 L

loyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 3

（A
ug

）, 363, 367.

（
47
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
第
四
条
。

（
48
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
関
し
て
、K

aye, “T
he E

E
C

 Judgm
ents C

onvention and the O
uter W

orld: G
oodbye to F

orum
 non C

onveniens ” 

﹇1992

﹈ 

JB
L

 47, 50.

（
49
）　

M
uir-W

att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のO

w
usu

事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
三
） 92 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 340, 341.

（
50
）　

H
agen

事
件
判
決
（365/88

） ﹇1990

﹈ E
.C

.R
. I

‒1845

の
傍
論
。

　
（
八
七
八
）
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同
志
社
法
学　

五
八
巻
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（
51
）　

こ
の
議
論
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、C

uniberti, “F
orum

 non conveniens and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 973, 975.

（
52
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
に
関
し
て
、K

aye, “T
he E

E
C

 Judgm
ents C

onvention and the O
uter W

orld: G
oodbye to F

orum
 non C

onveniens ” 

﹇1992

﹈ 

JB
L

 47, 75.
（
53
）　

C
uniberti, “F

orum
 non conveniens and the B

russels C
onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 973, 980.

（
54
）　
〔
英
〕 A

dvocate G
eneral

、〔
仏
〕 avocat general. 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
、
独
立
の
立
場
か
ら
裁
判
所
に
対
し
て
判
決
を
提
案
す
る
官
職
。

（
55
）　

第
一
六
四
・
一
六
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
56
）　

第
二
六
〇
・
二
六
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
57
）　

英
文
名
はC

onvention for the P
rotection of H

um
an R

ights and F
undam

ental F
reedom

s

。
同
条
約
は
Ｅ
Ｃ
条
約
以
前
の
一
九
五
〇
年
に
欧
州
評
議
会

（C
ouncil of E

urope
）
の
も
と
で
作
成
さ
れ
た
。

（
58
）　

第
六
条
は
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
規
定
し
、
一
項
は
、
審
理
を
合
理
的
な
期
間
内
で
受
け
る
権
利
な
ど
を
規
定
す
る
。

（
59
）　

第
二
七
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
60
）　

本
事
件
を
担
当
し
た
九
人
の
裁
判
官
の
う
ち
、
コ
モ
ン
ロ
ー
国
出
身
の
者
は
い
な
か
っ
た
。

（
61
）　

第
四
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
62
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
前
文
。

（
63
）　

第
四
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
64
）　

第
四
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
。
全
て
の
国
内
法
の
違
い
が
域
内
市
場
の
作
用
を
妨
害
す
る
と
の
前
提
で
、
加
盟
国
間
の
相
違
を
払
拭
す
る
立
法
は
Ｅ
Ｕ
の
権
限
内
で
あ
る

と
い
う
主
張
に
よ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
全
て
の
国
際
私
法
が
破
壊
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
懸
念
す
る
も
の
と
し
て
、B

riggs, “T
he 

D
eath 

of 
H

arrods: 
F

orum
 

N
on C

onveniens and the E
uropean C

ourt ”

﹇2005

﹈ L.Q
.R

. 535, 540.

（
65
）　

第
四
四
・
四
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
66
）　

H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005
﹈ 54 IC

L
Q

 933,950.

（
67
）　

C
uniberti, “F

orum
 non conveniens and the B

russels C
onvention ” 

﹇2005
﹈ 54 IC

L
Q

 973, 974.

（
68
）　

P
eel “F

orum
 non conveniens and E

uropean ideals ” 

﹇2005

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 363, 370; B
riggs “T

he Im
pact of 

R
ecent Judgm

ents of the E
uropean C

ourt on E
nglish P

rocedural L
aw

 and P
ractice ”

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für Schw

eizerisches R
echt 231, 

　
（
八
七
九
）
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245; H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ”

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 933, 937.

（
69
）　

C
uniberti, “F

orum
 non conveniens and the B

russels C
onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 973, 977

も
同
旨
。

（
70
）　

前
述
し
たSchlosser

レ
ポ
ー
ト
も
同
じ
。

（
71
）　

被
告
で
は
な
く
原
告
の
利
益
を
保
護
す
る
の
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
制
度
の
通
常
の
理
解
と
逆
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、Briggs, “T

he 

D
eath of H

arrods: F
orum

 N
on C

onveniens and the E
uropean C

ourt ” 

﹇2005

﹈ L.Q
.R

. 535, 538.

（
72
）　

M
uir-W

att, 
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のO

w
usu

判
決
の
注
釈 

九
二
（
二
〇
〇
三
） R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 340, 341.

（
73
）　

も
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
が
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
に
よ
る
訴
訟
の
中
止
を
認
め
て
い
れ
ば
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
で
フ
ォ
ー

ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
の
適
用
を
審
理
す
る
ま
で
最
初
の
事
故
か
ら
九
年
近
く
も
た
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
事
件
で
は
手
続
は
中
止
さ
れ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
見
方
（B

riggs “T
he Im

pact of R
ecent Judgm

ents of the E
uropean C

ourt on E
nglish P

rocedural L
aw

 and P
ractice ” 

（﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für Schw

eizerisches R
echt 231, 247

）
も
あ
る
。

（
74
）　

H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 933, 939.

（
但
し
、
こ
の
著
者
は
結
論
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判

所
の
判
決
を
支
持
し
て
い
る
）

（
75
）　

P
eel, “F

orum
 non conveniens and E

uropean ideals ” 2005 L
loyd ’s M

aritim
e and C

om
m

ercial L
aw

 Q
uarterly 3 

（A
ug

）, 363, 374.

（
76
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
二
条
。

（
77
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
三
条

（
78
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
七
条

（
79
）　

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
被
告
が
締
約
国
・
加
盟
国
に
住
所
を
有
し
な
く
と
も
適
用
さ
れ
る
。

（
80
）　

こ
れ
を
批
判
す
る
評
釈
と
し
て
、F

entim
an, “E

nglish dom
icile and the staying of actions ” 

（2005

） 64 C
am

bridge L
aw

 Journal 303, 304.

（
81
）　

O
fficial Journal 1990/C

 189/35

（
82
）　

O
fficial Journal 1990/C

 189/35, 47. 

こ
の
考
え
方
は
ル
ガ
ー
ノ
条
約
に
関
す
るJenard

・M
oller

レ
ポ
ー
ト
（O

fficial Journal 1990/C
 189/07 

第
五
四
パ

ラ
グ
ラ
フ
）
か
ら
受
け
継
い
で
い
る
。

（
83
）　

D
roz 

﹇1990

﹈ R
evue C

ritique de D
roit International P

rivé 1, 14.

（
84
）　

D
roz, C

om
p

éten
ce ju

d
icia

ire et effets d
es ju

gem
en

ts d
a

n
s le m

a
rch

é com
m

on
 

（
一
九
七
二
年
、D

alloz

） 

第
一
六
四

－

一
六
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

　
（
八
八
〇
）
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四
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五
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（
85
）　

H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 933, 946 

も
同
旨
。

（
86
）　

第
一
七
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
87
）　

C
ase C

‒387/98, 

﹇2000

﹈ E
C

R
 I

‒9337 

第
一
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
88
）　

G
audem

et-T
allon, C

om
p

éten
ce 

et 
ex

écu
tion

 
d

es 
ju

gem
en

ts 
en

 
E

u
rop

e: 
règlem

en
t 

n
o. 

44/2001: 
con

ven
tion

s 
d

e 
B

ru
x

elles 
et 

d
e 

L
u

ga
n

o 
（
二
〇
〇
二
年
第
三
版
、L

.G
.D

.J.

）
第
一
三
一
パ
ラ
グ
ラ
フ;  B

riggs “T
he Im

pact of R
ecent Judgm

ents of the E
uropean C

ourt on E
nglish 

P
rocedural L

aw
 and P

ractice ” 

（﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für Schw

eizerisches R
echt 231, 248

）
も
同
旨
。

（
89
）　

H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 933, 944.

（
90
）　

T
he E

leftheria 
﹇1970

﹈ P
 74; T

he E
lA

m
ria 

﹇1981

﹈ 2 L
loyd ’s R

ep 119.

（
91
）　

T
he N

ile R
hapsody 

﹇1992

﹈ 2 L
loyd ’s R

ep 399; 

﹇1994

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep 382

で
控
訴
院
が
追
認
。

（
92
）　

P
eel, “F

orum
 non conveniens and E

uropean ideals ” 

﹇2005

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 363, 376; B
riggs, “T

he Im
pact 

of R
ecent Judgm

ents of the E
uropean C

ourt on E
nglish P

rocedural L
aw

 and P
ractice ”

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für Schw

eizerisches R
echt 231, 

249.

（
93
）　
﹇2005

﹈ E
W

H
C

 

（C
om

m

） 898.

（
94
）　
（1992

） R
evue C

ritique de D
roit International P

rivé 333.

（
95
）　

H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 933, 947.

（
96
）　

P
eel, “F

orum
 non conveniens and E

uropean ideals ” 
﹇2005

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 363, 376.

（
97
）　

B
riggs, “T

he Im
pact of R

ecent Judgm
ents of the E

uropean C
ourt on E

nglish P
rocedural L

aw
 and P

ractice ”

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für 

Schw
eizerisches R

echt 231, 250.

（
98
）　

例
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
はSociété M

ignera D
i F

ragne, 

一
九
七
四
年
一
一
月
二
六
日 C

our de C
assation

判
決
（P

onsard

に
よ
る
評
釈
は
﹇1975

﹈ Journal 

du D
roit International 

（C
L

U
N

E
T

） 108; H
olleaux 

に
よ
る
評
釈
は
﹇1975
﹈ R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 491

）

（
99
）　

例
え
ば
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
の
下
でE

li L
illy &

 C
o v. N

ovo N
ordiskA

/S 
﹇2000

﹈ 1 IL
P

r 73; 

ル
ガ
ー
ノ
条
約
の
下
でA

ce Insurance C
o v. Z

urich 

Insurance C
o 

﹇2001

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep 618 

お
よ
びA

nton D
urbeck G

m
bH

 v. D
en N

orske B
ank A

SA
 

﹇2003

﹈ Q
B

 1160.

（
100
）　

C
uniberti, “F

orum
 non conveniens and the B

russels C
onvention ” 

﹇2005
﹈ 54 IC

L
Q

 973, 980; P
eel, “F

orum
 non conveniens and E

uropean 
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ideals ” 

﹇2005

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 363, 367 

も
同
旨
。

（
101
）　

第
四
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
102
）　

第
四
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
103
）　

第
一
四
条
一
項
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
一
六
条
一
項
）。

（
104
）　

H
arris, “Stays of P

roceedings and the B
russels C

onvention ” 

﹇2005

﹈ 54 IC
L

Q
 933, 941.

（
105
）　

F
entim

an, “E
nglish dom

icile and the staying of actions ” 

（2005

） 64 C
am

bridge L
aw

 Journal 303, 304.

（
106
）　

こ
れ
と
実
質
的
に
同
じ
見
解
をO

w
usu

事
件
以
前
に
指
摘
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、G

audem
et-T

allon, “F
orum

 non conveniens: une m
enace pour la 

convention de B
ruxelles 

（a propos de trois arrêts anglais recents

）”﹇1991

﹈ R
evue C

ritique de D
roit International P

rivé 491, 518.

し
か
し
、「
大

陸
法
の
法
律
家
と
し
て
の
観
点
」
と
し
て
（Id. 

509

頁
）、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ
ン
ス
法
理
は
予
見
可
能
性
を
損
ね
る
の
で
、
ま
れ
に
し
か
適
用
さ

れ
ず
、
訴
訟
の
遅
延
戦
術
の
た
め
だ
け
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
希
望
す
る
（Id. 523

頁
）。

（
107
）　

こ
れ
をO

w
usu

事
件
以
前
に
指
摘
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、N

orth and F
aw

cett, C
h

esh
ire a

n
d

 N
orth’ s P

riva
te In

tern
a

tion
a

l L
a

w
 

（
第
一
三
版
、

一
九
九
九
年
、B

utterw
orths

） 265.

（
108
）　

わ
が
国
で
議
論
さ
れ
て
い
る
「
訴
権
の
濫
用
」
に
類
似
の
概
念
で
あ
る
。

（
109
）　

C
ollins, T

h
e C

ivil Ju
risd

iction
 a

n
d

 Ju
d

gm
en

ts A
ct 1982 

（1983

年, B
utterw

orths

） 46 

（M
acShannon v R

ockw
are G

lass

事
件
﹇1978

﹈ A
.C

. 

795 

を
引
用
す
る
）.

（
110
）　

C
ase C

‒365/88 

﹇1990

﹈ E
C

R
 I

‒1845

、
第
一
七

－

二
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
111
）　

前
述
の
と
お
り
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
六
〇
条
二
項
は
、
大
英
帝
国
のregistered office

がstatutory seat

に
な
る
と
規
定
し
、
一
項
でstatutory seat

が
住

所
に
な
る
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、registered office

の
所
在
地
が
住
所
と
な
る
。

（
112
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
五
九
条
一
項
が
各
締
約
国
の
国
内
法
に
よ
る
と
規
定
し
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
場
合
、
一
九
八
二
年C

ivil 
Jurisdiction 

and 
Judgm

ents 

A
ct 

第
四
一
条
三
項
六
項
で
同
推
定
規
定
を
置
く
。

（
113
）　

訴
訟
差
止
命
令
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
内
部
で
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
が
コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
の
訴
訟
に
対
し
て
一
九
世
紀
の
初
頭
に
発
し
て
以
来
、
長
い
歴
史
を
持

つ
。
今
で
は
、
一
九
八
一
年Suprem

e C
ourt A

ct

の
第
三
七
条
一
項
に
よ
り
、
裁
判
所
は
適
切
と
考
え
る
す
べ
て
の
場
合
に
暫
定
的
・
終
局
的
な
差
止
命
令
を
発

す
る
こ
と
を
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
訴
訟
差
止
命
令
も
こ
の
規
定
に
制
定
法
上
の
根
拠
を
有
す
る
。

　
（
八
八
二
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五
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（
114
）　

A
irbus Industrie G

IE
 v P

atel

事
件
（﹇1998

﹈ 2 W
.L

.R
. 686

）
判
決
で
貴
族
院
に
追
認
さ
れ
た
と
こ
ろ
のSociété N

ationale Industrielle A
érospatiale v 

L
ee K

ui Jak

事
件
（﹇1987

﹈ A
.C

. 871

）
の
枢
密
院
（P

rivy C
ouncil

）
判
決
。

（
115
）　

但
し
、
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
諸
国
の
裁
判
所
が
発
令
す
る
可
能
性
が
全
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
破
棄
院
が
発
し
た
類
似
の
命
令
に
つ
き
、B

anque 

W
orm

s v B
rachot

事
件
判
決
（
二
〇
〇
二
年
一
一
月
一
一
日
） （﹇2003

﹈ R
evue C

ritique de D
roit International P

rivé 816 

（M
uir-W

att

に
よ
る
評
釈
））
参

照
。
た
だ
し
、
こ
の
命
令
は
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
事
項
的
適
用
範
囲
外
で
あ
る
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
一
条
二
項
二
号
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
一

条
二
項
ｂ
号
）
破
産
事
件
に
お
い
て
発
令
さ
れ
た
。
ま
た
、
ベ
ル
ギ
ー
裁
判
所
が
合
衆
国
裁
判
所
の
訴
訟
差
止
命
令
に
対
抗
し
て
訴
訟
差
止
命
令
を
発
し
た
例
（
一

九
八
九
年
一
二
月
一
八
日
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
第
一
審
裁
判
所
長
の
命
令 

﹇1990

‒1

﹈ R
W
676

）
に
つ
き
、F

aw
cett, 

D
eclin

in
g 

Ju
risd

iction
 

in
 

P
riva

te 

In
tern

a
tion

a
l L

a
w

 
（
一
九
九
五
年
、O

xford U
niversity P

ress

）
所
収F

allon

執
筆
部
分
一
一
七
頁
。

（
116
）　

ド
イ
ツ
の
裁
判
所
が
、
ド
イ
ツ
裁
判
所
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
権
の
憲
法
上
の
保
障
が
損
な
わ
れ
る
と
し
て
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
訴
訟
差
止
命
令
の
ド
イ
ツ
で
の

送
達
を
拒
否
し
た
例
（O

berslandesgericht, D
usseldorf 

﹇1996

﹈ I.L
.P

r. 320

）
も
あ
る
。

（
117
）　
﹇2000

﹈ Q
.B

. 345 

（C
A

）.

（
118
）　

三
六
二

－

三
六
三
頁
部
分
のL

aw
s

裁
判
官
の
判
決
（
他
の
裁
判
官
も
同
意
）。

（
119
）　

T
urner v. G

rovit 

（C
ase C

‒159/02
） ﹇2004

﹈ E
C

R
 I

‒3565.

（
120
）　

同
旨
の
見
解
を
述
べ
る
評
釈
者
も
多
い
。
例
え
ばM

uir-W
att, 

T
urner

事
件
の
貴
族
院
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
（
二
〇
〇
三
） 92 

R
evue 

C
ritique 

de 
D

roit 

International P
rivé 117, 124

‒125; H
artley, “A

ntisuit Injunctions and the B
russels Jurisdiction and Judgm

ents C
onvention ” 

（2000

） 49 IC
L

Q
 

166, 171. 

貴
族
院
判
決
のH

obhouse

裁
判
官
も
同
意
見
を
表
明
し
た
（﹇2001

﹈ U
K

H
L

 65 H
L

 

﹇2002

﹈ I.L
.P

r. 28 

第
二
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
）。

（
121
）　

第
二
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
122
）　

第
二
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
123
）　

第
三
〇
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
124
）　

F
lannery, “T

he end of anti-suit injunctions? ” 154 

（2004

） N
ew

 L
aw

 Journal 7130; D
ickinson, “A

 charter for tactical litigation in E
urope? ” 

﹇2004

﹈ L
loyd ’s M

aritim
e and C

om
m

ercial L
aw

 Q
uarterly 273, 276; T

urner

事
件
判
決
以
前
に
こ
の
結
論
を
支
持
す
る
意
見
を
表
明
し
て
い
た
も
の
と
し

て
、A

m
brose, “C

an A
nti-suit Injunctions Survive E

uropean C
om

m
unity L

aw
 ? ” 

（2003

） 52 International &
 C

om
parative L

aw
 Q

uarterly 401, 

417.

　
（
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八
三
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（
125
）　

ス
ペ
イ
ン
法
の
下
で
も
、
少
な
く
と
も
法
文
上
は
、
全
て
の
手
続
き
に
お
い
て
信
義
則
の
遵
守
が
要
請
さ
れ
、
明
ら
か
な
濫
用
事
例
で
は
申
立
て
を
却
下
す
る
権

限
が
裁
判
所
に
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。M

éndez, “A
buse of P

rocedural R
ights? Spain and P

ortugal ” 

（T
aruffo

（
編
） A

bu
se of P

roced
u

ra
l 

R
igh

ts 

（1999, K
luw

er

）
所
収
） 

一
八
一
頁
参
照
。

（
126
）　

D
ickinson, id

. 273.

（
127
）　

例
え
ば
、G

ross, “A
nti-suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10

‒27. 

著
者
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
官
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
裁

判
官
の
意
見
の
影
響
力
が
大
き
い
。

（
128
）　

B
riggs, “A

nti-suit Injunctions and U
topian Ideals ” 120 

（2004

） Law
 Q

uarterly R
eview

 529, 533

参
照
。

（
129
）　

Id., 530.

（
130
）　

H
artley, “T

he E
uropean U

nion and the System
atic D

ism
antling of the C

om
m

on L
aw

 of C
onflict of L

aw
s ” 

﹇2005

﹈ 54 International &
 

C
om

parative L
aw

 Q
uarterly 813, 822.

（
131
）　

T
aruffo, “G

eneral R
eport, A

buse of P
rocedural R

ights: C
om

parative Standards of P
rocedural F

airness ” 

（T
aruffo

（
編
） A

bu
se of P

roced
u

ra
l 

R
igh

ts 

（1999, K
luw

er

）
所
収
） 

五
頁
参
照
。

（
132
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
の
判
決
前
に
、
そ
の
よ
う
な
区
別
を
示
唆
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、A

m
brose, “C

an 
A

nti-suit 
Injunctions 

Survive 
E

uropean 

C
om

m
unity L

aw
? ” 

（2003

） 52 International &
 C

om
parative L

aw
 Q

uarterly 401, 422.

（
133
）　

同
旨
の
評
釈
と
し
て
、M
uir-W

att,

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のT

urner

事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 

654

、659; K
ruger, “T

he anti-suit injunction in the E
uropean judicial space: T

urner v G
rovit ” 

（2004

） 53 International &
 C

om
parative L

aw
 

Q
uarterly 1030, 

脚
注
一
八
に
対
応
す
る
本
文
。

（
134
）　

B
riggs, “A

nti-suit Injunctions and U
topian Ideals ” 120 

（2004
） Law

 Q
uarterly R

eview
 529, 530.

（
135
）　

D
ickinson, “A

 charter for tactical litigation in E
urope? ” 

﹇2004
﹈ L

loyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 273, 277; B
riggs, “A

nti-suit 

Injunctions and U
topian Ideals ”120 

（2004

） Law
 Q

uarterly R
eview

 529, 532 

も
同
旨
。

（
136
）　

A
m

brose, “C
an A

nti-suit Injunctions Survive E
uropean C

om
m

unity L
aw

? ” 
（2003

） 52 International &
 C

om
parative L

aw
 Q

uarterly 401, 417

も

同
旨
。

（
137
）　
﹇2001

﹈ E
W

C
A

 C
iv 1755.

　
（
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（
138
）　

M
uir-W

att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のT

urner

事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 654, 663.

（
139
）　

M
uir-W

att, T
urner

事
件
の
貴
族
院
判
決
に
つ
い
て
の
評
釈
（
二
〇
〇
三
） 92 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 117, 124

‒126;  M
uir-W

att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のT

urner

事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 654, 662.

（
140
）　

H
artley, ‘A

ntisuit Injunctions and the B
russels Jurisdiction and Judgm

ents C
onvention ’ 

（2000

） 49 IC
L

Q
 166, 

脚
注
一
七
も
同
旨
。

（
141
）　

D
ickinson, “A

 charter for tactical litigation in E
urope? ” 

﹇2004

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 273, 279.

（
142
）　

こ
れ
に
対
し
、
非
加
盟
国
と
の
訴
訟
競
合
に
適
用
さ
れ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
伝
統
規
則
で
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ノ
ン
・
コ
ン
ベ
ニ
エ

ン
ス
法
理
の
下
で
の
裁
量
に
あ
た
り
、
訴
訟
競
合
を
勘
案
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
総
合
的
に
見
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
最
も
適
切
な
法
廷
地
で
あ
る
と
判
断

さ
れ
る
場
合
は
、
訴
訟
は
中
止
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
全
て
の
訴
訟
競
合
を
除
去
す
る
こ
と
を
目
的
と
は
し
て
い
な
い
。

（
143
）　

T
he T

atry

事
件
﹇1994
﹈ E

C
J I

‒5439.

（
144
）　

欧
州
評
議
会
の
人
権
委
員G

il-R
obles

氏
の
二
〇
〇
五
年
六
月
イ
タ
リ
ア
訪
問
の
レ
ポ
ー
ト
（C

om
m

D
H

（2005

）9, 14 D
ecem

ber 2005

）
第
一
一
・
一
二
パ

ラ
グ
ラ
フ
参
照
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
が
イ
タ
リ
ア
に
対
し
て
下
し
た
判
決
の
ほ
と
ん
ど
が
訴
訟
手
続
の
過
度
の
遅
延
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
民
事

裁
判
の
結
審
ま
で
平
均
八
年
を
要
す
る
こ
と
、
民
刑
事
合
わ
せ
る
と
、
イ
タ
リ
ア
の
全
人
口
の
三
〇
％
近
く
の
人
々
が
何
ら
か
の
判
決
を
待
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る

こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
145
）　

G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 
﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10, 26

な
ど
も
同
じ
指
摘
を
す
る
。

（
146
）　

K
arali and H

ollow
ay, “C

om
m

ercial options open after E
urope kills anti-suit injunctions: B

all is now
 in the national courts w

ho m
ust prove 

w
orthy of confidence show

n in them
 to act justly and consistently ” 

二
〇
〇
四
年
六
月
九
日
六
頁
な
ど
も
同
じ
指
摘
を
す
る
。

（
147
）　

例
え
ば
、
ス
ペ
イ
ン
に
つ
い
て
、
欧
州
評
議
会
の
人
権
委
員G

il-R
obles

氏
の
二
〇
〇
五
年
三
月
ス
ペ
イ
ン
訪
問
の
レ
ポ
ー
ト
（C

om
m

D
H

（2005

）8, 
9 

N
ovem

ber 2005

） 

第
五
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
お
よ
び
そ
こ
に
列
挙
さ
れ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
参
照
。

（
148
）　

硬
直
的
な
前
訴
優
先
の
処
理
の
こ
の
よ
う
な
弊
害
を
除
く
た
め
、
消
極
的
確
認
訴
訟
の
場
合
、
訴
訟
競
合
の
適
用
除
外
を
提
唱
す
る
見
解
も
あ
る
。
例
え
ば
、

M
uir-W

att, G
asser

事
件
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 444, 462 ; M

uir-W
att, 

T
urner

事
件
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 654, 663

参
照
。

（
149
）　

C
ase C

‒351/89 

﹇1991

﹈ E
C

R
 I

‒3317.

（
150
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
二
条
。

　
（
八
八
五
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
四
六

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

（
151
）　

C
ase C

‒116/02 

﹇2003

﹈ E
C

R
 I

‒14693.
（
152
）　

第
二
八
条
一
項
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
で
は
第
三
五
条
一
項
）。

（
153
）　

第
一
八
条
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
で
は
第
二
四
条
）。

（
154
）　

P
ow

ell D
uffryn C

‒214/89 

﹇1992

﹈ E
.C

.R
. I

‒1745 

第
一
四
パ
ラ
グ
ラ
フ; T

rasporti C
astelletti Spedizioni Internazionali SpA

 v H
ugo T

rum
py SpA

. 

C
ase C

‒159/97 

﹇1999

﹈ E
C

R
 I

‒1597 

第
三
三

－

三
九
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
155
）　

G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10, 24.

（
156
）　

訴
状
ほ
ど
和
解
を
真
剣
に
考
え
さ
せ
る
も
の
は
な
い
と
い
う
理
由
で
積
極
的
に
評
価
で
き
る
面
も
あ
る
と
す
る
の
は
、B

aatz, "W
ho D

ecides O
n Jurisdiction 

C
lauses?" 

﹇2004
﹈ LM

C
L

Q
 25, 28.

（
157
）　

M
uir-W

att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のG

asser

事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 444, 463

も
同
旨
。

（
158
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
第
二
八
条
一
項
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
三
五
条
一
項
参
照
。

（
159
）　

同
じ
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、D

odd and C
anning, “A

rbitration: another feather in the cap?:Increasing certainty and security in contracts ” 
L

loyd ’s L
ist 

二
〇
〇
五
年
八
月
二
四
日
号
六
頁 

（
著
者
は
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
の
法
律
事
務
所
の
訴
訟
部
門
担
当
で
あ
る
）。

（
160
）　

M
ance “E

xclusive Jurisdiction A
greem

ents and E
uropean Ideals ” 

（2004

） 120 L
.Q

.R
. 357, 358

も
同
様
に
見
る
。

（
161
）　

Id
., 361

（
162
）　

K
arali and H

ollow
ay, “C

om
m

ercial options open after E
urope kills anti-suit injunctions: B

all is now
 in the national courts w

ho m
ust prove 

w
orthy of confidence show

n in them
 to act justly and consistently ” 

二
〇
〇
四
年
六
月
九
日
六
頁
も
同
じ
指
摘
を
す
る
。

（
163
）　

船
主
や
船
主
責
任
相
互
保
険
組
合
（
Ｐ
＆
Ｉ
ク
ラ
ブ
）
の
消
滅
時
効
援
用
に
つ
い
て
、W

oo, 
“H

ari 
B

hum
 

ruling 
revives 

fortunes 
for 

anti-suit 

injunctions: L
ondon arbitration clauses likely to find new

 favour ” L
loyd ’s L

ist 

二
〇
〇
四
年
一
二
月
一
五
日
号
六
頁
参
照
。

（
164
）　

B
urn “A

SIs-the tide has turned ” 154 

（2004

） N
ew

 L
aw

 Journal 7143

も
同
旨
。

（
165
）　

H
artley, “T

he E
uropean U

nion and the System
atic D

ism
antling of the C

om
m

on L
aw

 of C
onflict of L

aw
s ” 

﹇2005

﹈ 54 International &
 

C
om

parative L
aw

 Q
uarterly 813, 820 

も
同
旨
。

（
166
）　

G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10 

も
同
旨
。

（
167
）　

M
ance “E

xclusive Jurisdiction A
greem

ents and E
uropean Ideals ” 

（2004

） 120 L
.Q

.R
. 357, 360 

も
同
旨
。
こ
の
評
釈
の
筆
者
は
控
訴
院
に
お
け
る
裁

　
（
八
八
六
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
四
七

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

判
官
で
あ
る
。

（
168
）　

Id
., 363.

（
169
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
同
条
約
の
下
で
設
立
さ
れ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
と
は
異
な
る
組
織
で
あ
る
。

（
170
）　

ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
人
の
欧
州
議
会
の
選
挙
権
に
つ
い
て
のM

atthew
s v U

nited K
ingdom

事
件
（（24833/94

） （1999

） 28 E
.H

.R
.R

. 361 

（E
C

H
R

））

（
171
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
二
七
条
。

（
172
）　

M
ance “E

xclusive Jurisdiction A
greem

ents and E
uropean Ideals ” 

（2004

） 120 L
.Q

.R
. 357, 360.

（
173
）　

B
riggs “T

he Im
pact of R

ecent Judgm
ents of the E

uropean C
ourt on E

nglish P
rocedural L

aw
 and P

ractice ”

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für 

Schw
eizerisches R

echt 231, 239 

脚
注
25.

（
174
）　

O
fficial Journal 1979C

 59/124 

第
一
七
七
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
175
）　

M
ance “E

xclusive Jurisdiction A
greem

ents and E
uropean Ideals ” 

（2004

） 120 L
.Q

.R
. 357, 358 

も
同
旨
。

（
176
）　

H
artley, C

ontinental B
ank v. A

eakos

事
件
の
控
訴
審
判
決
の
評
釈
（
一
九
九
四
） 19 E

L
 R

ev 549, 552.

（
177
）　

同
じ
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、A

sariotis “A
nti suit injunctions for breach of a choice of forum

 agreem
ent: a critical review

 of the E
nglish 

approach ” 

（1999

） 19 Yearbook of E
uropean L

aw
 447, 

脚
注
109.

（
178
）　

G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10, 25.

（
179
）　

M
uir-W

att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のG

asser
事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 R

evue C
ritique de D

roit International P
rivé 444, 461.

（
180
）　

Ibid.

も
同
旨
。

（
181
）　
﹇1994

﹈ 1 W
L

R
 588 

（C
A

）.

（
182
）　

B
riggs “T

he Im
pact of R

ecent Judgm
ents of the E

uropean C
ourt on E

nglish P
rocedural L

aw
 and P

ractice ”

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für 

Schw
eizerisches R

echt 231, 239

は
、
第
二
一
条
を
適
用
し
な
い
根
拠
と
し
て
「
不
道
徳
な
原
因
か
ら
は
訴
権
は
生
じ
な
い
（ex

 tu
rp

i ca
u

sa
 n

on
 oritu

r 

a
ctio

）」
と
い
う
法
諺
を
引
用
す
る
。

（
183
）　

C
ollins

な
ど
編
集
、D

icey and M
orris, C

onflict of L
aw

s

（
第
一
三
版
二
〇
〇
〇
年
）
のR

ule32(4)

参
照
。
同
書
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
国
際
私
法
を
忠
実
に
ル

ー
ル
と
し
て
リ
ス
テ
イ
ト
す
る
も
の
と
し
て
高
い
権
威
を
有
し
て
い
る
。

（
184
）　

C
ollins

な
ど
編
集
、D

icey and M
orris, C

onflict of L
aw

s 

パ
ラ
グ
ラ
フ
一
二

－

一
二
四.

　
（
八
八
七
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
四
八

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

（
185
）　

A
ngelic G

race 

﹇1995

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep 87

（M
illett

裁
判
官
）。

（
186
）　

Sohio Supply C
o v G

atoil 

（U
SA

） Inc 

﹇1989

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep 588 

（Staughton

裁
判
官
）。

（
187
）　

D
onohue v A

rm
co 

﹇2002

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep 425 

（
貴
族
院
）。

（
188
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のT

urner

事
件
判
決
以
前
に
こ
の
考
え
方
を
提
唱
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、A

m
brose, 

“C
an 

A
nti-suit 

Injunctions 
Survive 

E
uropean C

om
m

unity L
aw

? ” 

（2003

） 52 International &
 C

om
parative L

aw
 Q

uarterly 401, 422.

（
189
）　

B
aatz, "W

ho D
ecides O

n Jurisdiction C
lauses?" 

﹇2004

﹈ LM
C

L
Q

 25, 28

も
同
旨
。

（
190
）　

R
ogerson “E

nglish Interference in G
reece A

ffairs ” 

（1994

） C
L

J 241, 242.

（
191
）　

例
え
ば
、
拙
著C

la
im

s for C
on

tribu
tion

 a
n

d
 R

eim
bu

rsem
en

t in
 a

n
 In

tern
a

tion
a

l C
on

tex
t: C

on
flict-of-la

w
s D

im
en

sion
s of T

h
ird

 P
a

rty 

P
roced

u
re 

（
二
〇
〇
〇
年
、O

xford U
niversity P

ress

） 179.

（
192
）　

M
uir-W

att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のT

urner

事
件
判
決
の
評
釈
﹇2004

﹈ 93 R
evue C

ritique de D
roit International P

rivé 654, 662.

（
193
）　

例
え
ば
、G

ross, “A
nti-suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10, 18.

著
者
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
官
で
あ
る
。

（
194
）　

同
旨
の
評
釈
と
し
て
、K

arali and H
ollow

ay, “C
om

m
ercial options open after E

urope kills anti-suit injunctions: B
all is now

 in the national 

courts w
ho m

ust prove w
orthy of confidence show

n in them
 to act justly and consistently ” L

loyd ’s L
ist 

二
〇
〇
四
年
六
月
九
日
六
頁
（G

asser

事

件
とT

urner

事
件
の
評
釈
）。

（
195
）　

Speares “T
he com

fort of an exclusive jurisdiction clause m
ay not exist: E

nsuring that you get your desired jurisdiction is not as sim
ple as 

once thought given recent cases concerning anti-suit injunctions ” L
loyd ’s L

ist 

二
〇
〇
四
年
一
〇
月
六
日
号
六
頁
（Shaw

 and C
roft

法
律
事
務
所
の

H
uia F

orbes

の
発
言
と
し
て
紹
介
）。

（
196
）　“P

rim
acom

 plunges F
reshfields, B

&
M

, C
C

 into jurisdiction row
” T

he L
aw

yer 

二
〇
〇
五
年
八
月
一
日
号
。

（
197
）　“G

erm
any: F

reshfields, L
inklaters w

in settlem
ent for lenders ” T

he L
aw

yer 

二
〇
〇
五
年
一
〇
月
三
一
日
号
。

（
198
）　

T
rasporti C

astelletti Spedizioni Internazionali SpA
 v H

ugo T
rum

py SpA
. C

ase C

‒159/97 

﹇1999

﹈ E
C

R
 I

‒1597.

こ
の
事
件
で
は
、
ご
く
普
通
の
船

荷
証
券
中
の
ご
く
普
通
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
管
轄
条
項
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
に
、
イ
タ
リ
ア
裁
判
所
は
八

年
も
費
し
た
。

（
199
）　

再
保
険
契
約
の
摂
取
条
項
が
、
本
保
険
契
約
の
管
轄
合
意
を
摂
取
す
る
の
に
充
分
明
確
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
てA

IG
 E

urope v. E
thniki 

﹇1998

﹈ 4 A
ll 

　
（
八
八
八
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
四
九

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

E
R

 301, A
IG

 E
urope SA

 v. Q
B

E
 

﹇2001

﹈ 2 L
loyd ’s R

ep 268 

第
一
七
・
二
六
パ
ラ
グ
ラ
フ; 

傭
船
契
約
の
管
轄
合
意
の
船
荷
証
券
へ
の
摂
取
に
つ
い
てSiboti 

K
/S v. B

P
 F

rance SA
 

﹇2003

﹈ E
W

H
C

 1278 

参
照
。

（
200
）　

B
aatz, “W

ho D
ecides O

n Jurisdiction C
lauses? ” 

﹇2004

﹈ LM
C

L
Q

 25, 27

も
同
旨
。

（
201
）　

C
onvention on the R

ecognistion and E
nforcem

ent of F
oregign A

rbitral A
w

ards 1958. 

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
は
、
二
〇
〇
五
年
六
月
二
一
日
の
時
点

で
一
三
五
カ
国
が
締
約
国
に
な
っ
て
お
り
、
主
要
国
の
殆
ど
を
網
羅
し
て
い
る
。

（
202
）　

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
条
約
第
二
条
三
項
。

（
203
）　

Toepfer International G
m

bH
 v. C

argill F
rance SA

 

﹇1998

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep 379, 386 

（P
hillips

裁
判
官
）．

（
204
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
一
条
二
項
ｄ
号
も
同
じ
く
規
定
す
る
。

（
205
）　

第
二
四
条
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
で
は
第
三
一
条
）。

（
206
）　

V
an U

den

事
件 C

ase C

‒391/95 

﹇1998

﹈ E
.C

.R
. I

‒6511.

（
207
）　

M
arc R

ich

事
件 C

ase C

‒190/89 
﹇1991

﹈ E
.C

.R
. I

‒3855.

（
208
）　

こ
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、B
riggs, “T

he Im
pact of R

ecent Judgm
ents of the E

uropean C
ourt on E

nglish P
rocedural L

aw
 and 

P
ractice ”

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für Schw

eizerisches R
echt 231, 254; M

uir-W
att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のT

urner

事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 

93 R
evue C

ritique de D
roit International P

rivé 654, 662.

（
209
）　

M
errett, “To w

hat extent does an agreem
ent to arbitrate exclude the B

russels R
egulation? ” 

﹇2005

﹈ 64 T
he C

am
bridge L

aw
 Journal 308, 

310.

（
210
）　

こ
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、B

riggs, “A
nti-suit Injunctions and U

topian Ideals ” 120 

（2004

） Law
 Q

uarterly R
eview

 529, 531.

（
211
）　

こ
の
考
え
方
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、G

ross, “A
nti suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L
.M

.C
.L

.Q
. 10, 20;  H

arris, “A
rbitration clauses 

and the restraint of proceedings in another M
em

ber State of the E
uropean U

nion ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 159, 167.

（
212
）　

こ
の
う
ち
、G

asser

事
件
判
決
以
前
の
も
の
は
、A

ggeliki C
haris C

am
pania M

aritim
a SA

 v. P
agnan SpA

 

（T
he A

ngelic G
race

） ﹇1995

﹈ 1 L
loyd ’s 

R
ep. 87 C

A
; Toepfer International G

m
bH

 v. C
argill F

rance SA
 ﹇1997

﹈ 2 L
loyd ’s R

ep. 98, 

﹇1998

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep. 379 C
A

; Ivan Z
agubanski 

﹇2002

﹈ 

1 L
loyds R

ep 106 

（
例
外
的
に
、
訴
訟
差
止
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
も
の
に
、Toepfer International G

m
bH

 v. M
olino B

oschi Sri 

﹇1996

﹈ 

1 L
loyd ’s R

ep. 510

）。
こ
の
う
ち
、T

he A
ngelic G

race

事
件
の
訴
訟
代
理
人
を
務
め
た
経
験
か
ら
、
訴
訟
差
止
命
令
に
は
、
他
の
救
済
方
法
に
は
比
肩
で
き
な

　
（
八
八
九
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
五
〇

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

い
迅
速
さ
と
実
効
性
が
あ
る
と
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
こ
の
救
済
方
法
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
に
自
信
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
、G

ross, 
“A

nti 
suit 

injunctions and arbitration ”

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10, 26.
（
213
）　
﹇2005

﹈ I.L
.P

r. 30; 

﹇2004

﹈ E
W

C
A

 C
iv 1598.

（
214
）　
﹇2005

﹈ 2 L
loyd ’s R

ep. 257; 

﹇2005

﹈ E
W

H
C

 454 

（C
om

m

）.

（
215
）　

第
三
二
条
四
項
。

（
216
）　

ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
第
三
四
条
一
項
。

（
217
）　

G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10, 25

も
同
旨
。

（
218
）　

B
urn “A

SIs-the tide has turned ” 

（2004

） 154 N
ew

 L
aw

 Journal 7143.

（
219
）　

W
oo, “H

ari B
hum

 ruling revives fortunes for anti-suit injunctions: L
ondon arbitration clauses likely to find new

 favour ” L
loyd ’s L

ist 

二
〇
〇

四
年
一
二
月
一
五
日
号
六
頁;  D

odd and C
anning “A

rbitration: another feather in the cap?: Increasing certainty and security in contracts ” 
L

loyd ’s 
L

ist 

二
〇
〇
五
年
八
月
二
四
日
号
六
頁; 

M
uir-W

att, 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
のT

urner

事
件
判
決
の
評
釈
（
二
〇
〇
四
） 93 

R
evue 

C
ritique 

de 

D
roit International P

rivé 654

、662.

（
220
）　

B
aatz, “W

ho D
ecides O

n Jurisdiction C
lauses? ” 

﹇2004

﹈ LM
C

L
Q

 25, 28

の
指
摘
。

（
221
）　

A
m

brose, “C
an A

nti-suit Injunctions Survive E
uropean C

om
m

unity L
aw

? ” 

（2003

） 52 International &
 C

om
parative L

aw
 Q

uarterly 401, 415

も

同
旨
。

（
222
）　
﹇2002

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep. 425 

（C
A

）.

（
223
）　

B
riggs, “D

istinctive aspects of the conflict of law
s in com

m
on law

 system
s: A

utonom
y and agreem

ent in the conflict of law
s ”

同
志
社
法
学
（
二

〇
〇
五
）
第
三
〇
八
号
（
五
七
巻
三
号
）
二
一
頁
、
第
三
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
224
）　

例
え
ば
、C

ontinental B
ank N

A
 v A

eakos C
om

pania N
aviera SA

 
﹇1994

﹈ 1 W
L

R
 588, 598

で
は
、
損
害
賠
償
が
救
済
方
法
と
し
て
実
効
性
に
欠
け
る
こ

と
を
指
摘
と
す
る
。

（
225
）　
﹇2001

﹈ E
W

C
A

 C
iv 1755.

（
226
）　

同
じ
く
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
裁
判
所
を
指
定
す
る
専
属
管
轄
合
意
に
反
し
て
提
起
さ
れ
た
裁
判
の
費
用
に
つ
い
て
、
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、A

/S/ D
/

S Svendborg D
/S of 1912 A

/S B
odies C

orporate trading in partnership as “M
aersk Sealand ” v A

kar 

﹇2003

﹈ E
W

H
C

 797

（C
om

m

）
も
参
照
。

　
（
八
九
〇
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
五
一

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

（
227
）　

そ
う
い
う
言
い
方
も
で
き
る
と
す
る
の
は
、B

riggs, “D
istinctive 

aspects 
of 

the 
conflict 

of 
law

s 
in 

com
m

on 
law

 
system

s: 
A

utonom
y 

and 

agreem
ent in the conflict of law

s ”

同
志
社
法
学
（
二
〇
〇
五
）　

第
三
〇
八
号
（
五
七
巻
三
号
）　

二
一
頁
、
第
二
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
228
）　

 

﹇2002

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep. 425 

（C
A

）.
（
229
）　

B
riggs, “D

istinctive aspects of the conflict of law
s in com

m
on law

 system
s: A

utonom
y and agreem

ent in the conflict of law
s ” 

同
志
社
法
学
（
二

〇
〇
五
）
第
三
〇
八
号
（
五
七
巻
三
号
）　

二
一
頁
、
第
四
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
230
）　

仲
裁
合
意
違
反
の
損
害
賠
償
請
求
を
認
め
た
事
例
と
し
てM

antovani v. C
arapelli SpA

 

﹇1980

﹈ 1 L
loyd ’s R

ep. 375 

（C
A

）
が
あ
る
。

（
231
）　

管
轄
合
意
違
反
の
損
害
賠
償
請
求
は
、
本
稿
で
は
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
様
々
な
問
題
を
内
包
し
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
232
）　

B
riggs, “D

istinctive aspects of the conflict of law
s in com

m
on law

 system
s: A

utonom
y and agreem

ent in the conflict of law
s ” 

同
志
社
法
学
（
二

〇
〇
五
）
第
三
〇
八
号
（
五
七
巻
三
号
）
二
一
頁
、
第
三
五
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
233
）　

T
an/Yeo, “B

reaking P
rom

ises to L
itigate in a P

articular F
orum

: A
re D

am
ages an A

ppropriate R
em

edy? ” 

﹇2003

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 435.

（
234
）　

T
ham

, “C
onflict of law

s D
am

ages for breach of E
nglish jurisdiction clauses: m

ore than m
eets the eye ” 

﹇2004

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 46.

（
235
）　

B
lobel and Spath, “T

he T
ale of M

ultilateral T
rust and the E

uropean L
aw

 of C
ivil P

rocedure ” 

（2005

） 30(4) E
uropean L

aw
 R

eview
 528, 546

の
指
摘
。

（
236
）　

A
m

brose, “C
an A

nti-suit Injunctions Survive E
uropean C

om
m

unity L
aw

? ” 

（2003

） 52 International &
 C

om
parative L

aw
 Q

uarterly 401, 415; 

G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 
﹇2005

﹈ L
.M

.C
.L

.Q
. 10, 25; K

arali and H
ollow

ay, “C
om

m
ercial options open after E

urope kills 

anti-suit injunctions: B
all is now

 in the national courts w
ho m

ust prove w
orthy of confidence show

n in them
 to act justly and consistently ” 

二
〇
〇
四
年
六
月
九
日
六
頁
も
同
旨
。

（
237
）　

G
ross, ibid

.

（
238
）　

B
riggs, “D

istinctive aspects of the conflict of law
s in com

m
on law

 system
s: A

utonom
y and agreem

ent in the conflict of law
s ” 

同
志
社
法
学
（
二

〇
〇
五
）
第
三
〇
八
号
（
五
七
巻
三
号
） p.

二
一
第
三
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
239
）　

第
二
一
条
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
で
は
第
二
七
条
）。

（
240
）　

第
二
二
条
（
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
規
則
で
は
第
二
八
条
）。

（
241
）　

G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10, 25

の
指
摘
。

　
（
八
九
一
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
五
二

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

（
242
）　

B
riggs, “A

nti-suit Injunctions and U
topian Ideals ” 120 

（2004

） Law
 Q

uarterly R
eview

 529, 532.
（
243
）　

こ
れ
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、B

riggs, “D
istinctive aspects of the conflict of law

s in com
m

on law
 system

s: A
utonom

y and agreem
ent in the 

conflict of law
s ” 

同
志
社
法
学
（
二
〇
〇
五
） 

第
三
〇
八
号
（
五
七
巻
三
号
）
二
一
頁
、
第
三
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
244
）　

こ
れ
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、B

riggs “T
he Im

pact of R
ecent Judgm

ents of the E
uropean C

ourt on E
nglish P

rocedural L
aw

 and P
ractice ” 

﹇2005
﹈ II Z

eitschrift für Schw
eizerisches R

echt 231, 258.

（
245
）　

C
onvention of 30 June 2005 on C

hoice of C
ourt A

greem
ents.

英
語
の
条
文
は
、http://w

w
w

.hcch.net/index_en.php?act=
conventions.text&

cid 

=98

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
六
年
一
月
二
〇
日
現
在
）。

（
246
）　

第
五
条
二
項
参
照
。

（
247
）　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
司
法
裁
判
所
意
見O

p. 1/03

（
二
〇
〇
六
年
二
月
七
日
）
参
照
。

（
248
）　

ハ
ー
グ
合
意
管
轄
条
約
第
二
六
条
六
項
は
、
こ
の
条
約
の
締
約
国
で
、
か
つ
、
こ
の
条
約
に
加
盟
し
て
い
る
地
域
的
経
済
統
合
機
関
の
加
盟
国
で
な
い
国
に
、
い

ず
れ
の
当
事
者
も
居
所
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
条
約
は
、
当
該
地
域
的
経
済
統
合
機
関
の
規
則
の
適
用
に
影
響
し
な
い
と
規
定
す
る
。

（
249
）　

ハ
ー
グ
合
意
管
轄
条
約
第
四
条
二
項
。

（
250
）　

B
riggs, “T

he Im
pact of R

ecent Judgm
ents of the E

uropean C
ourt on E

nglish P
rocedural L

aw
 and P

ractice ” 

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für 

Schw
eizerisches R

echt 231, 241

の
指
摘
。

（
251
）　

H
artley, “A

ntisuit Injunctions and the B
russels Jurisdiction and Judgm

ents C
onvention ” 

（2000

） 49 IC
L

Q
 166, 171

も
こ
れ
を
指
摘
。

（
252
）　

B
riggs, “T

he Im
pact of R

ecent Judgm
ents of the E

uropean C
ourt on E

nglish P
rocedural L

aw
 and P

ractice ” 

﹇2005

﹈ II Z
eitschrift für 

Schw
eizerisches R

echt 231, 232.

（
253
）　

例
え
ば
、H
artley, “T

he E
uropean U

nion and the System
atic D

ism
antling of the C

om
m

on L
aw

 of C
onflict of L

aw
s ” 

﹇2005

﹈ 54 International 

&
 C

om
parative L

aw
 Q

uarterly 813

‒828; G
ross, “A

nti suit injunctions and arbitration ” 

﹇2005

﹈ L.M
.C

.L
.Q

. 10

‒27.

（
254
）　

例
え
ば
、
訴
訟
競
合
の
規
律
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
の
よ
う
に
単
純
に
前
訴
を
優
先
さ
せ
る
の
は
、
シ
ビ
ル
・
ロ
ー
諸
国
の
典
型
的
処
理
と
は

い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
255
）　

D
ickinson, “A

 charter for tactical litigation in E
urope? ” 

﹇2004

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 273, 278

も
こ
れ
を
指
摘
。

（
256
）　

二
〇
〇
三
年 C

om
prehensive C

ountry M
onitoring R

eports 

（
二
〇
〇
六
年
一
月
二
〇
日
現
在http://w

w
w

.europa.eu.int/com
m

/enlargem
ent/report_ 

　
（
八
九
二
）



ブ
ラ
ッ
セ
ル
ズ
条
約
・
規
則
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
流
解
釈

 

四
五
三

同
志
社
法
学　

五
八
巻
二
号

2003/index.htm
#com

prehensive

に
掲
載
）。
キ
プ
ロ
ス
、
チ
ェ
コ
、
ス
ロ
ベ
ニ
ア
に
つ
い
て
訴
訟
遅
延
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
マ
ル
タ
に
つ
い
て
司
法
腐
敗
、
ポ
ー

ラ
ン
ド
、
ス
ロ
バ
キ
ア
に
つ
い
て
訴
訟
遅
延
と
司
法
腐
敗
の
双
方
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
257
）　4th 

A
nnual 

R
eport 

of 
the 

C
ouncil 

of 
E

urope 
C

om
m

issioner 
for 

H
um

an 
R

ights, 
January 

- 
D

ecem
ber 2003 

（C
om

m
D

H

（2004

）10, 15 

D
ecem

ber 2004

） 

第
三
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
。

（
258
）　

D
ickinson, “A

 charter for tactical litigation in E
urope? ” 

﹇2004

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 273, 278 

も
同
旨
。

（
259
）　

Ibid
.

（
260
）　

C
ase C

‒224/01 
﹇2003

﹈ 3 C
M

L
R

 28.

（
261
）　

D
ickinson, “A

 charter for tactical litigation in E
urope? ” 

﹇2004

﹈ Lloyd ’s M
aritim

e and C
om

m
ercial L

aw
 Q

uarterly 273, 279.

（
262
）　

Ｅ
Ｕ
・
Ｅ
Ｃ
条
約
付
属
の
大
英
帝
国
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
関
す
る
議
定
書
（P

rotocol on the position of the U
nited K

ingdom
 and Ireland 

（1997

）） 

（Selected Instrum
ents taken from

 the T
reaties, book I, volum

e I, 

一
九
九
九
年
版
、
三
五
五
頁
（O

ffice for O
fficial P

ublications of the E
uropean 

C
om

m
unities

））
第
三
条
一
項
。

　
（
八
九
三
）




